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はじめに（理念） 

 

・・・子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに・・・ 

 

子どもたちは｢世の中を映す鏡｣です。 

世の中が希望に満ち、おとなたちがはつらつと生きているときには、子どもたちの笑顔も輝

き、希望に満ちます。子どもたちの生きる姿の中に、わたしたちおとな自身が見えています。 

 

子どもたちは｢未来を映す鏡｣です。 

子ども時代に人は、おとなになって体験することのひな型をすべて体験するといいます。子

ども時代に、人に支えてもらうことや人を支えることの喜びをたくさん体験した子どもは、お

となになっても、それを生きる信条にするでしょう。子ども時代に、自分の生活を自分の頭と

身体で創造することが一番大事だということを学ばなかった子どもは、おとなになっても、

生活を創造することが苦手になるでしょう。子どもたちの今の中に、二十年後、三十年後の

社会が見えてくるのです。 

 

子どもたちをしっかりと見つめ、そのひとつひとつの命を大切にすることは、わたしたちの社

会を見直すことであり、わたしたちの現在と未来を、希望をもって構想することにまっすぐつ

ながります。 

 

そうした思いをもって、このプランでは、立川に生き、立川で生活する子どもたちの命が生き

生きと輝くようになるための具体策を、懸命に考えました。このプランは、実現可能性を考え

合わせた上で、立川市の市民と行政が、一語一語、一緒につくりあげたものです。 

 

このプランは、今後の子ども関係の施策展開にあたって基本となる視点に配慮してつくって

います。 

 

その一つ目は、すべての子どもが人間として幸せに生きる権利をもっている、という立場か

ら、「子ども自身の育ちへの支援」をベースにしているということ。 

 

子どもは、生まれる時代も国や場所も選べません。生まれつきの環境や条件の違いに、子

どもはまったく責任がありません。でもその子どもは、生まれた瞬間から、生きていくことの

重さを自分で背負わなければなりません。荷の背負い方が上手にできるか否かでその子、

その人の幸せ度が決まるのであれば、わたしたちのやることはたったひとつ。それは、どの子

にも｢生きていくってほんとうにおもしろい。どきどきわくわくする｣｢生まれてきてよかった｣

｢わたしはわたしらしく生きていくよ｣と感じてもらうようにする、このことだけです。   
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子どもには本来、自分で育っていく力があります。すべて親に育てられるということはありま

せん。地域のいろいろなおとなが子どもの育ちを見守る中で、自己決定しながら自主性や

社会性を育てていきます。子どもが自ら育っていく力が回復されなければなりません。 

 

二つ目に重視したのは、｢子どもたちひとりひとりが、さまざまなニーズをもった多様な存在

だ｣という認識から、出発しようとしたこと。 

 

子どもたちの中には、ありあまるものを受けてアップアップしている子もいれば、必要な養育

や教育を受けることができず、その可能性をうまく引き出されていない子もいます。障害の

あるなしや程度によってもまた、ひとりひとり違います。外国籍の子や多様な文化的背景を

もつ子もいます。そういった子どもたちも含めたひとりひとりに、できるだけきめこまやかな

サポートを提供したい、これが強い思いでした。 

 

三つ目に、この子ども支援を、｢立川｣というまちを創造的につくり続ける大事な機会にしよ

うと考えてきました。それには二つの意味があります。 

 

ひとつは、これからは市民の生活に直接関係がある事業は、できるだけ市民自身も担い、

行政がそれを支え、持続的な事業にしたいということ。別の言い方をすると、子ども支援を、

市民が参画して新しい自治のあり方を探り進める大事なきっかけにしたい、ということです。 

 

もうひとつは、子ども支援ということを、幼い子の子育てへの支援とだけ考えず、小学生・中

学生・高校生・若者への支援、親への支援、家庭への支援、そして地域の高齢者への支援

なども含んで考えたことです。そうなると子育て支援は、まちづくり、地域づくりへと、必然的

に広がり、つながっていきます。「子ども支援でまちづくり｣、これも大切な視点でした。 

 

そのため、このプランをつくった後も、市民と行政がひとつになって、このプランが実現され

るのを市民的立場で検証する組織をより積極的に活用しながら、そこに必要な人材を確保

するということを提案しています。プランづくりがプランづくりで終わらないで、新しいまちづ

くりの、一歩になることを願ったのです。 

 

みなさん、立川市を、子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちにしていきましょう。

それはとりもなおさず、わたしたちの＜ふるさと立川＞を、子どもたちとともに創造していく

営みなのです。 
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第１章 プラン策定の背景と役割 

第１節 プラン策定の背景 

我が国の出生数は、年々減少し続けており、過去最少を更新しています。少子化への対策強化

の一環として、次代を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境を社会全体で整備することを目

的に、「次世代育成支援対策推進法」が平成１７年４月に施行されました。この法には、「国・自治

体・事業主は次世代育成支援のための行動計画を策定すること」という内容が盛り込まれました。 

 

本市においては、次世代育成支援対策推進法が求める内容より広い、子どもに関する総合計画

として「夢育て・たちかわ子ども２１プラン（平成 17（2005）年度～平成 21（2009）年度）」を策定

し、計画の理念である「子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに」の実現に向け取り組み

ました。その後の「第２次～第４次夢育て・たちかわ子ども２１プラン」においても、基本理念を継承

しつつ、時代の変化や保護者のニーズに対応してきました。 

 

近年の動向として、国はこども政策をより強化するため、令和５（2023）年、こども家庭庁を設立

しました。あわせて、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくため、「こども基本法」

が施行されました。 

さらに、令和５（2023）年１２月には、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及

び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく３つの大綱を束ねた「こども大綱」を策定し、「こ

どもまんなか社会」の実現を目指しています。 

 

本市においては、こうした背景を踏まえ、引き続き、子ども・若者自身の育ちと子育て家庭を支援

するとともに、家庭や学校、地域、職域など、社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、相互

に協力し、一体となって子ども・子育て支援を推進するため、「第５次夢育て・たちかわ子ども２１プ

ラン」を策定します。 

 

このプランは、第１次から一貫して、子どもを生み・育てるかどうかは当事者の選択にゆだねると

しても、子どもを生み・育てることに夢を持てる社会をつくることは、将来の世代に対して果たすべ

き務めであり、生まれてきた子ども自身が心身ともに健やかに育つための支援は、社会全体の責務

であるとしています。また、「子どもの権利条約」の考え方を基本とし、子ども自身が主体的に成長

していけるよう、今後の取組に示しています。 

 

  「子ども」の表記について 

  「こども基本法」では、「こども」とは「心身の発達の過程にある者」と定義し、健やかな成長が図られ

る権利が等しく保障される期間が一定の年齢で画することがないよう、平仮名「こども」の表記を推奨し

ています。 

しかし、本計画の名称が「夢育て・たちかわ子ども２１プラン」として計画されてきたこと、市の組織や

規則等様々な場面で「子ども」と表記してきた経緯を考慮し、「こども基本法」の定義を念頭に置きつ

つ、引き続き「子ども」と表記します。 
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第２節 プランの位置づけ 

「第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン」の位置づけは以下のとおりです。 

□立川市独自の子どもに関する総合計画です 

□「立川市第５次長期総合計画前期基本計画」の子ども・子育てに関する個別計画です 

□以下の計画を内包しています 

・こども基本法に基づく市町村こども計画 

・次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画 

・子ども・子育て支援法に基づく市の子ども・子育て支援事業計画 

・児童福祉法に基づく市町村整備計画（保育所等の整備に関する計画） 

・母子保健を含む成育医療等に関する計画 

・子ども・若者育成支援推進法に基づく市町村子ども・若者計画 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく自立促進計画 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく市町村子どもの貧困対策計画 

□福祉や教育の個別・関連計画と整合・調和を図っています 
 

立川市第５次長期総合計画（令和７（2025）年度～令和 16 年（2034）年度） 

未来ビジョン：魅力咲きほこり つどい華やぐまち 立川～新風を吹き込み 美風を守る～ 
 

前期基本計画(令和７（2025）年度～令和 11（2029）年度) 
 

まちづくりコンセプト：くらしに安全とやすらぎを 
～誰もがやさしさと成長を実感できるまちづくり～ 

政策：子ども・子育て 
施策：子ども・子育て政策の推進 
施策：子どもや子育て家庭への一体的な相談・支援 

施策：途切れのない成長・発達支援 
施策：子どもの居場所づくりと育ちの推進 
施策：未就学児の子育てと仕事の両立支援 
 

 

  

第 5 次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン 

（令和７（2025）年度～令和 11 年（2029）年度） 

・こども基本法に基づく市町村こども計画 

・次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画 

・子ども・子育て支援法に基づく市の子ども・子育て支援事業計画 

・児童福祉法に基づく市町村整備計画（保育所等の整備に関する計画） 

・母子保健を含む成育医療等に関する計画 

・子ども・若者育成支援推進法に基づく市町村子ども・若者計画 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく自立促進計画 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく市町村子どもの貧困対策計画 

・健やかたちかわ 21 プラン 第４次 ・第３次発達支援計画 

・第５次地域福祉計画 ・第４次特別支援教育実施計画 

・第７次障害者計画 ・第７次生涯学習推進計画 

・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画 

・第５次子ども読書活動推進計画 ・第４次学校教育振興基本計画 

・第３次スポーツ推進計画 ・第８次男女平等参画推進計画 

その他、子ども、子育て支援、貧困に関する事項を定めた計画 
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第３節 プランの期間と対象 

「第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン」の計画期間は、令和７（2025）年度からとし、令和１１

（2029）年度までの５年間です。ただし、社会情勢の変化や市民の意向などに的確に対応するた

め、必要に応じて見直すことができるものとします。 

プランの対象について、こども基本法では、「こども」とは「心身の発達の過程にある者」と定義し

ており、１８歳や２０歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう示しています。そのため、本

プランも、すべての子ども・若者・子育て当事者等とし、こども基本法の定義を念頭に、施策を推進

します。 
 

令和7 年度 

（2025） 

令和8 年度 

（2026） 

令和9 年度 

（2027） 

令和10年度 

（2028） 

令和11 年度 

（2029） 

令和12年度 

（2030） 

令和13年度 

（2031） 

令和14年度 

（2032） 

令和15年度 

（2033） 

令和16年度 

（2034） 

          

          

          

 

第４節 プランの策定方法 

１ 市民意向調査の実施 

「第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン」を策定するにあたり、市内在住の保護者と子ども

本人を対象として、生活実態、教育・保育事業や子育て支援事業の利用状況及びニーズ等、

子育て支援施策への要望・意見などを把握するため、令和 6（20２４）年 1 月に、「第５次夢育

て・たちかわ子ども２１プラン市民意向調査」を実施しました。 

 

（１）調査対象者 

立川市在住者を対象に、以下の６区分に該当する人を対象とした調査を実施しました。 

区分 調査対象 配布件数 

Ⅰ 調査票１ 就学前児童の保護者 2,000 

Ⅱ 調査票２ 小学生の保護者 1,000 

Ⅲ 調査票３ 中学生・高校生世代の保護者 1,000 

Ⅳ 調査票４ 小学５年生子ども本人 222 

Ⅴ 調査票５ 
中学２年生子ども本人 270 

高校２年生世代子ども本人 200 

Ⅵ 調査票６ 
ひとり親（18歳未満の子どもを扶養する配

偶者のいない父または母）家庭の保護者 
400 

  合計 5,092 

 

  

立川市第５次長期総合計画 基本構想 

立川市第５次長期総合計画 前期基本計画 立川市第５次長期総合計画 後期基本計画 

第６次夢育て・たちかわ子ども２１プラン 第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン 
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(２)調査対象者の抽出 

① 区分Ⅰ～Ⅲ、Ⅴの高校 2 年生世代子ども本人 

・宛名管理システムから電算無作為抽出 

② 区分Ⅳ、Ⅴの中学２年生子ども本人 

・任意に選択した市内小学校（３校）の小学５年生 

・任意に選択した市内中学校（２校）の中学２年生 

③ 区分Ⅵ 

・児童育成手当システムから電算無作為抽出 

 

(３)調査方法 

 

 

 

 

 

 

(４)調査期間 

令和６年 1 月 22 日～令和６年 2 月 7 日 

 

(５)回収状況 

区分 調査対象 
配布 
件数 

不在 
返送 

有効配布 
件数 

回収数 回収率 

Ⅰ 調査票１ 就学前児童の保護者 2,000 1 1,999 1,124 56.2％ 

Ⅱ 調査票２ 小学生の保護者 1,000 0 1,000 545 54.5％ 

Ⅲ 調査票３ 中学生・高校生世代の保護者 1,000 1 999 510 ５１．１％ 

Ⅳ 調査票４ 小学５年生子ども本人 222 0 222 153 68.9％ 

Ⅴ 調査票５ 
中学２年生子ども本人 
高校２年生世代子ども本人 

270 
200 

0 
0 

270 
200 

82 
59 

30.4％ 
29.5％ 

Ⅵ 調査票６ 

ひとり親（18歳未満の子ども

を扶養する配偶者のいない父

または母）家庭の保護者 

400 0 400 167 41.8％ 

  合計 5,092 2 5,090 2,640 51.9％ 

 

  

区分 方法 

Ⅰ～Ⅲ 

Ⅴの高校２年生世代子ども本人、Ⅵ 

郵送による配布及び回収（WEB回答も可

とする） 

礼状（兼督促状）の発送 

Ⅳの小学５年生子ども本人 

Ⅴの中学２年生子ども本人 
調査対象となる学校にて WEB 回答 
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２ 策定体制 

「第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン」の策定体制は、外部組織の「夢育て・たちかわ子ども

２１プラン推進会議」と庁内組織である「夢育て・たちかわ子ども21プラン推進本部」「夢育て・たち

かわ子ども２１プラン検討委員会」により構成されています。 

推進会議は、子ども本人、公募市民、学識経験者、児童福祉・学校教育の関係者などにより組

織され、市長の諮問に基づき、第５次プランの素案の策定について協議・検討いただきました。 

推進会議が市長に答申した素案は、分野別個別計画素案ＥＸＰＯ（市民説明会）、パブリックコ

メント（市民意見公募）により、市民の意向や意見の反映に努めるとともに、他の個別・関連計画と

の整合を図るための庁内検討を経て、「第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン」になりました。 

 

 

 

分野別個別計画素案ＥＸＰＯ（市民説明会） 

市民の皆さんに説明をさせていただき、市民意見公募（パブリックコメント）として、ご意見をいただく

機会を創出しました。 

日時 令和７（2025）年４月５日 

場所 立川市役所 

対象者 立川市在住、在勤、在学の方等 

 

市民意見公募（パブリックコメント） 

市民意見公募（パブリックコメント）を実施し、４人から１６件のご意見をいただきました。 

公募期間 令和７（2025）年４月１日～４月 21 日 

提出者数・件数 ４人・１６件 

意見を反映した件数 ０件 
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第２章 本市の子どもと子育て家庭の現状 

第１節 子どもと子育て家庭を取り巻く状況 

１ 社会状況 

（１）総人口 

立川市の人口は増加傾向であり、令和６（2024）年には、１８５,８２５人となっています。 

 
出典：住民基本台帳 

各年 1 月 1 日現在の人口 

平成 27（２０１５）年からは外国人を含む 

 

（２）年齢３区分別人口の見通し 

15 歳未満の年少人口は、今後も構成比・人数とも減少すると予想しています。 

一方で 65 歳以上の老年人口は、構成比・人数ともに増加が続く見通しで、少子化、高齢

化がさらに進展すると予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳 

令和 12（２０30）年以降は立川市第５次長期総合計画策定のための将来人口推計調査 

 

グラフや表中の数値（％）は、少数第２位を四捨五入して表示しているため、 

年齢区分ごとの数値の合計が１００％とならない場合がある。 

2005年 2010年 2015年 2020年 2024年

168,828 174,458 179,090 184,090 185,825

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

（単位：人）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

23.1 24.6 24.7 25.8 27.7 30.5 32.4 33.8

64.8 63.5 64.0 63.3 61.3 57.9 56.0 55.1

12.6 12.1 11.2 10.8 10.5 10.9 10.7 10.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%
(単位：％）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

老年人口（65歳以上） 41,142 45,168 46,082 48,159 51,382 55,881 58,289 59,396

生産年齢人口（15～64歳） 115,525 116,768 119,234 117,989 113,571 106,001 100,637 96,867

年少人口（15歳未満） 22,423 22,154 20,941 20,042 19,542 19,877 19,285 17,998

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000
（単位：人）

総人口の推移 

年齢３区分別人口の推移と推計 年齢３区分別人口比率の推移と推計 
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（３）人口動態の推移 

人口動態の推移をみると、出生・死亡による自然動態はマイナスとなっています。一方、転

入・転出による社会動態については全体的に増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳 

 

（４）世帯数と世帯人員数の推移 

世帯数は増加、平均世帯人員数は減少傾向となっており、単身世帯が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳   

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

転入 12,363 11,629 11,387 11,241 11,916 12,031

転出 -10,848 -10,879 -10,231 -10,018 -10,661 -10,695

社会増減数 1,515 750 1,156 1,223 1,255 1,336

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

-16,000

-12,000

-8,000

-4,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

(単位：人）

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

出生数 1,476 1,388 1,236 1,199 1,170 1,117

死亡数 -1,730 -1,746 -1,833 -1,801 -1,984 -2,033

自然増減数 -254 -358 -597 -602 -814 -842

-1,250

-1,000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

(単位：人）

世帯数と平均世帯人員数の推移 

自然動態 社会動態 

出
生
数
・
死
亡
数 

自
然
増
減
数 

転
入
数
・
転
出
数 

社
会
増
減
数 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

世帯数 86,162 87,091 88,650 89,838 91,270 92,288 93,435 94,682 95,713 96,728

平均世帯人員数 2.08 2.06 2.05 2.03 2.01 1.99 1.98 1.96 1.94 1.92

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

100,000

（単位：人）
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（５）出生数の推移 

出生数は、平成３０（２０１8）年までは１,４００人を超えていましたが、その後は減少傾向とな

っています。 

 

 
出典：住民基本台帳 

 

（６）合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率（１人の女性が生涯に産む子どもの数）は、国と東京都の間の数値で推移

しています。平成２７（２０１５）年から令和元（２０１９）年までは、１．３台で推移していましたが、

令和２（２０２０）年からは、１．１台となっています。 

 

 

 
出典：人口動態統計   

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

出生数 1,424 1,524 1,437 1,423 1,476 1,388 1,236 1,199 1,170 1,117

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700
（単位：人）

1.26

1.38

1.31
1.30

1.36

1.32

1.16
1.14

1.10

1.15

1.24 1.24
1.21

1.2

1.15

1.12

1.08
1.04

1.42
1.45 1.44 1.43 1.42

1.36
1.33

1.3

1.26

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

立川市 東京都 国

合計特殊出生率の推移 

出生数の推移 
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（７）初婚年齢の推移 

立川市の平均初婚年齢は、男性・女性ともに国の平均初婚年齢より高く、東京都の平均初

婚年齢より低くなっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口動態統計 

 

（８）未婚率の推移 

立川市の生涯未婚率（５０歳時点で一度も結婚したことがない人の割合）は、令和２

（2020）年に男性が２４．３％、女性が１５．４％となっており、国・東京都と近い数値となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査   

11.0

15.1
21.0

21.4

24.7 24.3

15.7

19.3
21.2

25.2

22.1
23.3

9.0

12.6

16.0

20.1

23.4
24.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

立川市 東京都 国

（単位：％）

5.5
6.5

9.3

12.5

13.4

15.4

9.7
11.0

12.6

17.4
16.7

18.4

5.1
5.8

7.3

10.6

14.1

15.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

立川市 東京都 国

（単位：％）

女性の平均初婚年齢の推移 男性の平均初婚年齢の推移 

31.8

32.1 32.1

31.7 31.3

31.4 32.1

31.6
31.8

32.3 32.4 32.3 32.3 32.3 32.3
32.1 32.2

32.3

31.1

31.1

31.1 31.1 31.1
31.2

31.0 31.0
31.1

30.0

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

33.0

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

立川市 東京都 国

（単位：歳）

29.7

30.0
29.9

29.7 30.1
29.6

30.2 29.8

30.1

30.5 30.5 30.5 30.4 30.4
30.5

30.4
30.5

30.7

29.4 29.4 29.4 29.4 29.4

29.6

29.4
29.5

29.7

28.5
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29.5

30.0

30.5

31.0

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

立川市 東京都 国

（単位：歳）

男性の未婚率の推移 女性の未婚率の推移 
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（９）第 1 子出産年齢の推移 

出産年齢の５歳階級ごとの分布をみると、立川市はほぼ東京都に近い年齢分布となってい

ます。推移をみると、24 歳以下の割合が減少している一方で、40 歳以上の割合が増加して

います。 

 

立川市の出産年齢の年齢階級別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口動態統計 

 

東京都の出産年齢の年齢階級別割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口動態統計 

   

0.45% 0.44% 0.41% 0.30% 0.28%
4.53% 4.53% 4.14% 3.62% 3.29%

20.1% 20.2% 20.4% 20.0% 19.6%

38.3% 37.9% 37.8% 37.8% 38.3%
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（単位：％）
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（１０）児童虐待 

全国の虐待を受けた子どもの数は、平成２９（２０１７）年度には１３３,７７８人でしたが、令和

３（２０２１）年度には約１．６倍の２０７,６６０人になっています。東京都においても、平成 29（２

０１７）年度には１１,６３５人でしたが、令和３（２０２１）年度には約２倍の２４,０２３人になってい

ます。 

立川市の新規虐待通告受理件数は、令和２（２０２０）年度以降、300件を超えており、令

和３（2021）年度は393件と最も高い数値となっています。 

 

虐待を受けた子どもの年齢構成別の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：福祉行政報告例               出典：東京都福祉局 福祉・衛生 統計年報 

「非該当（虐待相談として受理したが、調査の結果、虐待 

                               非該当となったもの）」を除く 

 

 

新規虐待通告受理件数の推移（立川市) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：立川市子ども家庭部 
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（１１）子どもの経済的な状況（立川市） 

子どもの経済的な状況を判定するため、「生活困難度」という指標を使用しました。これは、

東京都が平成 28 年度に実施した「東京都子供の生活実態調査」にて示された考え方を基本

として反映したものです。 

「生活困難度」は、「１ 収入の状況※１」、「２ 経済的な理由で支払えなかった経験」「３ 子

どもの体験や所有等の状況」という３点について、「第 5 次夢育て・たちかわ子ども２１プラン

市民意向調査」の回答から算出しています。 

立川市の子どもの経済的な状況として、ひとり親家庭を除き、「２ 経済的な理由で支払え

なかった経験」「３ 子どもの体験や所有等の状況」の割合が高いことが特徴となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 「東京都子供の生活実態調査」では世帯所得を質問したため、「所得」となっていますが、「第５次夢育て・たちかわ子

ども２１プラン市民意向調査」では「収入」を質問したため、「収入の状況」としています。 

※２ 「体験の有無」について、「東京都子供の生活実態調査」では５項目ですが、「第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン

市民意向調査」では６項目としています。 

 

各項目に該当する方の割合 

 就学前 
児童家庭 

（n=1,124） 

小学校 
児童家庭 

（n=545） 

中学生・高校
生世代家庭 
（n=510） 

ひとり親 
家庭 

（n=167） 

１ 収入の状況 1.5%   2.6%   3.9%   37.7%   

２ 経済的な理由で支払えなかった経験 16.0％   10.6%   13.3%   34.1%   

３ 子どもの体験や所有等の状況 9.1％   8.1%   13.9%   50.3%   

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン市民意向調査 

  

１ 収入の状況  
「収入はない（０円）」  「１～50 万円未満」  「50～100 万円未満」 
「100～200 万円未満」と回答した方 

２ 経済的な理由で支払えなかった経験 
以下の項目で１つ以上該当  
① 買えない経験 
以下の 2 項目で「よくあった」「ときどきあった」と回答した方 

A 食料  B 衣服  
② 公共料金等の支払い 
以下の７項目で「(支払えない経験が)あった」と回答した方 

A 通信費（ネット含む）  B 電気料金   C ガス料金    D 水道料金 
E 家賃            F 住宅ローン  G その他の債務 

３ 子どもの体験や所有等の状況 
以下の項目で３つ以上該当  
① 体験の有無※２ 
以下の 6 項目で「金銭的な理由で（ない）」に回答した方 

A 自然体験（キャンプ、登山、海水浴など）  B 社会体験（農業体験、ボランティアなど） 
C 動物園・水族館・博物館・美術館見学    D スポーツ観戦又は体験 
E 音楽・演劇鑑賞又は体験            F 遊園地やテーマパークに行く 

② 所有等の状況 
以下の８項目で「経済的な理由で（ない）」に回答した方 

A 毎月お小遣いを渡す                    B 毎年新しい洋服・靴を買う 
C 習い事(音楽、スポーツ、習字等)に通わせる     D 学習塾に通わせる（または家庭教師に来てもらう） 
E お誕生日のお祝いをする                 F １年に１回くらい家族旅行に行く 
G クリスマスのプレゼントや正月のお年玉をあげる  H 子どもの学校行事などへ親が参加する 

１ 収入の状況 

２ 経済的な 
理由で支払 
えなかった 

経験 

３ 子ども 
の体験や 
所有等の 
状況 
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２ 子どもの状況 

（１）学習塾や習い事、部活動の状況 

学習塾については、小学５年生、中学２年生は「行っている」が「行っていない」を上回って

います。高校２年生世代は「行っていない」が大幅に上回っています。 

習い事については、小学５年生は「行っている」が大幅に上回っていますが、中学２年生は

「行っていない」が上回っています。高校２年生世代は「行っていない」が大幅に上回っていま

す。 

 

学習塾に行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第 5 次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

習い事に行っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生（ｎ＝153）、中学２年生（ｎ＝82）、高校２年生世代（ｎ＝59） 

 

出典：第 5 次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

  
 

51.0%
63.4%

28.8%

46.4%
36.6%

69.5%

2.6% 0.0% 1.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

小学５年生 中学２年生 高校２年生世代

無回答
行っていない
行っている

73.2%

41.5%
18.6%

25.5%

57.3%
79.7%

1.3% 1.2% 1.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

小学５年生 中学２年生 高校２年生世代

無回答
行っていない
行っている
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部活動については、中学２年生、高校２年生世代はいずれも「週５回以上」が最も高くなっ

ています。 

 

部活動をしているか 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生（ｎ＝82）、高校２年生世代（ｎ＝59） 

 

 

出典：第 5 次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査   

＜中学２年生＞ 

週に１回

13.4%

週に２回

15.9%

週に３回

6.1%

週に４回

6.1%

週に５回以上

45.1%

部活動はしていない

13.4%

無回答

0.0% 週に１回

13.6%

週に２回

1.7%

週に３回

15.3%

週に４回

11.9%週に５回以上

28.8%

部活動はしていない

27.1%

無回答

1.7%

＜高校２年生世代＞ 
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（２）放課後を過ごす場所 

学習塾や習い事以外に放課後を過ごす場所については、小学５年生は「自分の家で家族と

過ごす」が最も高くなっています。中学２年生は「自分の部屋でひとりで過ごす」「自分の家で

家族と過ごす」が同率となっています。また、高校２年生世代は「自分の部屋でひとりで過ごす」

が最も高くなっています。 

 

学習塾や習い事以外で放課後を過ごす場所 

  ＜小学５年生＞        ＜中学２年生＞         ＜高校２年生世代＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生（ｎ＝153）、中学２年生（ｎ＝82）、高校２年生世代（ｎ＝59） 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

   

 

 

71.9%

37.3%

32.0%

28.8%

13.1%

5.2%

4.6%

3.3%

2.6%

2.6%

1.3%

0.0%

8.5%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80%

自分の家で家族と過ごす

公園や近所の空き地

自分の部屋でひとりで過ごす

友だちの家

学校の体育館や校庭、教室

（クラブ活動・部活動を含む）

放課後子ども教室

（くるプレなど）

児童館、学童保育所

地域の図書館や体育館

ファーストフード店や

ファミレス

ゲームセンターや

カラオケボックス

コンビニやその周り

ボランティアなど地域の活動

その他

無回答

64.6%

64.6%

30.5%

12.2%

12.2%

6.1%

6.1%

2.4%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

1.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

自分の部屋でひとりで過ごす

自分の家で家族と過ごす

学校の体育館や校庭、教室

（クラブ活動・部活動を含む）

友だちの家

ゲームセンター

やカラオケボックス

ファーストフード

店やファミレス

コンビニやその周り

地域の図書館や体育館

公園や近所の空き地

児童館

ボランティアなど地域の活動

アルバイト・仕事

その他

無回答

69.5%

49.2%

32.2%

20.3%

20.3%

18.6%

8.5%

6.8%

5.1%

3.4%

1.7%

0.0%

1.7%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80%

自分の部屋でひとりで過ごす

自分の家で家族と過ごす

学校の体育館や校庭、教室

（クラブ活動・部活動を含む）

ファーストフード店や

ファミレス

ゲームセンターや

カラオケボックス

アルバイト・仕事

地域の図書館や体育館

友だちの家

コンビニやその周り

公園や近所の空き地

ボランティアなど地域の活動

児童館

その他

無回答
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（３）立川市が好きか 

小学５年生は「とても好き」が最も高くなっています。中学２年生、高校２年生世代は「どち

らかというと好き」が最も高くなっています。 

 

立川市が好きか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生（ｎ＝153）、中学２年生（ｎ＝82）、高校２年生世代（ｎ＝59） 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

 

（４）大人になっても立川市に住みたいか 

いずれも「まだわからない」が最も高くなっています。 

 

大人になっても立川市に住みたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生（ｎ＝153）、中学２年生（ｎ＝82）、高校２年生世代（ｎ＝59） 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

  

66.0%

45.1%

39.0%

32.7%

51.2%

54.2%

0.0%

2.4%

5.1%

0.0%

1.2%

0.0%

1.3%

0.0%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学５年生

中学２年生

高校２年生世代

とても好き どちらかというと好き どちらかというときらい きらい 無回答

37.3%

42.7%

40.7%

2.0%

6.1%

6.8%

59.5%

50.0%

49.2%

0.0%

1.2%

1.7%

1.3%

0.0%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学５年生

中学２年生

高校２年生世代

住みたい 住みたくない まだわからない その他 無回答
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（５）経済的な理由でできなかったこと（子ども世代） 

経済的な理由でできなかったことについては、小学５年生は「おこづかいをもらう」、中学２

年生は「家族で旅行に行く」、高校２年生世代は「おこづかいをもらう」「学習塾に通う（英語な

ど）」が最も高くなっています。 

 

経済的な理由でできなかったこと 

   ＜小学５年生＞          ＜中学２年生＞      ＜高校２年生世代＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学５年生（ｎ＝153）、中学２年生（ｎ＝82）、高校２年生世代（ｎ＝59） 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

（６）家族の介護・お世話について 

家族の介護・お世話をしている人の割合は、小学５年生は 3.9％、中学２年生は 0.0％、高

校２年生世代は 5.1％となっています。また、介護・お世話をしている相手については、「祖父」、

介護・お世話をしている理由については「身体障害」が最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

   

7.2%

5.9%

3.3%

2.6%

2.0%

2.0%

1.3%

1.3%

0.7%

0.7%

0.0%

0.0%

1.3%

0% 5% 10%

おこづかいをもらう

家族で旅行に行く

誕生日のお祝いをする

新しい洋服や靴を買ってもらう

クリスマスプレゼントや

お正月のお年玉をもらう

映画・遊園地などの

レジャーに行く

習い事（音楽、スポーツ、

習字など）に通う

習い事で用具を買ったり、

遠征に行ったりすること

学習塾に通う（英語など）

友だちとのつきあい

フリースクール通学や

通信教育を受ける

進学（進学を諦める、

進学先を変更する）

その他

6.1%

4.9%

3.7%

3.7%

2.4%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

0.0%

0.0%

0% 5% 10%

家族で旅行に行く

おこづかいをもらう

学習塾に通う（英語など）

誕生日のお祝いをする

クリスマスプレゼントや

お正月のお年玉をもらう

新しい洋服や靴を買ってもらう

習い事（音楽、スポーツ、

習字など）に通う

映画・遊園地などのレジャーに行く

クラブ活動・部活動、習い事で用具を

買ったり、遠征に行ったりすること

友だちとのつきあい

進学（進学を諦める、

進学先を変更する）

フリースクール通学や

通信教育を受ける

その他

11.9%

11.9%

6.8%

5.1%

3.4%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 5% 10% 15%

おこづかいをもらう

学習塾に通う（英語など）

新しい洋服や靴を買ってもらう

習い事（音楽、スポーツ、

習字など）に通う

家族で旅行に行く

誕生日のお祝いをする

友だちとのつきあい

フリースクール通学や

通信教育を受ける

進学（進学を諦める、

進学先を変更する）

クリスマスプレゼントや

お正月のお年玉をもらう

映画・遊園地などのレジャーに行く

クラブ活動・部活動、習い事で用具を

買ったり、遠征に行ったりすること

その他
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３ 子育て家庭の状況 

（１）子育てに対する感じ方 

全体では「楽しいと感じることが多い」が最も高くなっていますが、ひとり親家庭の保護者は

「楽しいと感じることとつらいと感じることが同じくらい」が最も高くなっています。 

 

子育てに対する感じ方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体（ｎ＝2,346）、就学前児童の保護者（ｎ＝1,124）、小学生の保護者（ｎ＝545）、 

中学生・高校生世代の保護者（ｎ＝510）、ひとり親家庭の保護者（ｎ＝167） 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

   

55.9%

59.7%

56.1%

52.0%

41.3%

35.1%

34.5%

33.6%

34.9%

44.9%

4.0%

3.6%

4.0%

4.5%

5.4%

5.0%

2.2%

6.2%

8.6%

8.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

就学前児童の保護者

小学生の保護者

中学生・高校生世代の保護者

ひとり親家庭の保護者

楽しいと感じることが

多い

楽しいと感じることと

つらいと感じることが

同じくらい

つらいと感じることが

多い

その他・

わからない・

無回答
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（２）女性の就労状況 

女性の就業率は、国と比較して、東京都と立川市は全体的に低くなっています。 

 
女性の年齢別就業率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２（2020）年国勢調査（総務省） 

   

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳

国 14.2% 59.7% 68.9% 64.5% 64.9% 68.5% 70.6% 70.2% 68.0% 57.3% 38.5%

東京都 13.8% 50.4% 60.3% 56.6% 54.4% 56.3% 59.5% 60.4% 59.9% 52.8% 37.8%

立川市 14.8% 49.6% 60.6% 53.7% 52.5% 56.3% 59.1% 58.6% 58.5% 50.7% 34.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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（３）母親の就労状況 

母親の就労状況は就学前児童の保護者では「フルタイムで就労している（産休・育休・介護

休業中ではない）」、小学生の保護者では「パートタイム・アルバイト等（フルタイム以外）で就

労している（産休・育休・介護休業中ではない）」が最も高くなっています。 

 

 

母親の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 
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（４）母親の就労日数・時間 

母親の週当たりの就労日数については、就学前児童の保護者は「５日」が、小学生の保護

者は「６日以上」が最も高くなっています。 

１日当たりの就労時間は、就学前児童の保護者は「７時間」が、小学生の保護者は「８時間」

が最も高くなっています。 

 

 

  母親の就労日数                 母親の就労時間 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第 5 次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 
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無回答

就学前児童の保護者

小学生の保護者

就学前児童の保護者（ｎ＝823） 

小学生の保護者（ｎ＝411） 

 

就学前児童の保護者（ｎ＝823） 

小学生の保護者（ｎ＝411） 
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（５）父親の就労日数・時間 

父親の週当たりの就労日数については、就学前児童の保護者、小学生の保護者いずれも

「５日」が最も高くなっています。 

１日当たりの就労時間は、就学前児童の保護者、小学生の保護者いずれも「10 時間以上」

が最も高くなっています。 

 

 
父親の就労日数               父親の就労時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

出典：第 5 次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 
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就学前児童の保護者（ｎ＝1,081） 

小学生の保護者（ｎ＝516） 

就学前児童の保護者（ｎ＝1,081） 

小学生の保護者（ｎ＝516） 
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（６）未就学児の教育・保育施設の利用状況 

未就学児の教育・保育の利用状況は、年により差がありますが、0歳は令和2年（2020）年、

令和４（2022）年が最も高く、１～２歳は令和元（2019）年以降増加傾向となっています。３

～５歳は各年95％以上を超えており、令和5（2023）年が最も高くなっています。 

 
未就学児の教育・保育施設の利用状況 

 

出典：立川市子ども家庭部 

 

（７）ひとり親家庭 

ひとり親家庭は、母子家庭は平成22（2010）年、父子家庭は平成17（2005）年をピーク

に減少しています。 

 
   母子家庭・父子家庭の世帯数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国勢調査（総務省） 
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４ 子どもの権利について 

（１）自己肯定感 

「あなたは、自分で『自分のことを好きだ』と思いますか」という設問について、全体では「そ

う思う」「まあそう思う」の合計は 65.9％となっています。中学２年生は「そう思わない」が

13.4％と、他の年代と比べて高くなっています。 

 

 

「自分のことを好きだ」と思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
全体（ｎ＝2,640）、就学前児童の保護者（ｎ＝1,124）、小学生の保護者（ｎ＝545）、 

中学生・高校生世代の保護者（ｎ＝510）、ひとり親家庭の保護者（ｎ＝167）、小学５年生（ｎ＝153）、 

中学２年生（ｎ＝82）、高校２年生世代（ｎ＝59） 

 
出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査   
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（２）子どもの権利条約の認知度 

子どもの権利条約の認知度については、全体では「名前だけは知っていた」が 42.3%と最

も高くなっていますが、「内容まで知っていた」は 19.1%にとどまっています。ひとり親家庭、小

学５年生、中学２年生は「知らなかった」が最も高くなっています（ひとり親家庭は「名前だけ

は知っていた」も同率）。 

 
 

子どもの権利条約の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体（ｎ＝2,640）、就学前児童の保護者（ｎ＝1,124）、小学生の保護者（ｎ＝545）、 

中学生・高校生世代の保護者（ｎ＝510）、ひとり親家庭の保護者（ｎ＝167）、小学５年生（ｎ＝153）、 

中学２年生（ｎ＝82）、高校２年生世代（ｎ＝59） 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 
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５ 子育て家庭の経済状況について 

（１）経済的な理由でできなかったこと（保護者） 

経済的な理由でできなかったことについては、ひとり親家庭はいずれも割合が高くなってい

ます。 

 

経済的な理由でできなかったこと（主要項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前児童の保護者（ｎ＝1,124）、小学生の保護者（ｎ＝545）、 

中学生・高校生世代の保護者（ｎ＝510）、ひとり親家庭の保護者（ｎ＝167） 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査   
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就学前児童の保護者 小学生の保護者

中学生・高校生世代の保護者 ひとり親家庭の保護者
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（２）どのような支援制度があるとよいか 

どのような支援制度があるとよいかについては、全体では「塾の授業料や勉強をみてもらう

のにかかる費用の補助」が最も高くなっています。 

 

どのような支援制度があるとよいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前児童の保護者（ｎ＝1,124）、小学生の保護者（ｎ＝545）、 

中学生・高校生世代の保護者（ｎ＝510）、ひとり親家庭の保護者（ｎ＝167） 

 
出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査   
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中学生・高校生世代の保護者 ひとり親家庭の保護者
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第２節 第４次 夢育て・たちかわ子ども21プランの取組状況 

令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までを計画期間とする「第４次夢育て・たちかわ子

ども21プラン」は、プランの理念である「子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに」の実現

に向け、７本の施策目標を設定し、取組を進めました。施策目標ごとに、第４次プランの取組状況と

指標の達成状況を振り返ります。 

 

施策目標１ 子どもの権利を尊重します  

（１）子どもの権利の尊重 

① 子どもの権利についての広報・啓発を充実します 
② 子ども自身からの相談に対応できる体制を整備します 
③ 児童虐待等の人権侵害の予防と早期対応を進めます 
④ 子どもの意見表明と参加の機会を創出します 

・「こどもとおとなのはなしあい in 市議会議場」や子どもの権利ワークショップを実施し、子ども

の権利についての啓発や子どもの意見表明・参加の機会を創出しました。 

・チャイルドラインたちかわの活動支援や人権擁護委員*の周知等を通じて、子どもの相談しやす

い環境を整備しました。 

・子ども支援ネットワーク等を活用し、子どもの支援・見守りを行うとともに、必要に応じて子ども

ショートステイ事業や養育支援訪問事業につなげました。 

・児童館子ども会議を設置し、子どもたち自らが児童館の利用ルール決めを行ったり、子どもスタ

ッフとしてイベント等の企画運営に参画しました。 

 

   

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

①小学5年生 ％ 57.9 70.6 65.0

②中学2年生 ％ 47.5 84.1 60.0

①小学5年生 ％ 65.2 73.8 70.0

②中学2年生 ％ 52.0 65.9 55.0

単位 平成30年度 令和5年度

人 285 1,005

人 9,511 5,383

①受信件数 件 984 1,160

②会話成立件数 件 458 434

件 252 317

人 - 600

新規児童虐待通報受理件数

児童館子ども会議

Ａ:成果指標

子どもの権利条約が尊重されている
と思う児童・生徒の割合

自分のことが好きだと思えると回答
した児童・生徒の割合

Ｂ：主な取組指標

チャイルドラインたちかわ

子どもの権利啓発事業参加者数

道徳授業地区公開講座等参加者数
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施策目標２ ひとりひとりに応じた＜子育ち＞を支援します  

（１）地域における子どもの居場所づくり 

① 子どもたちが、安心して集える地域の遊び場や居場所づくりを進めます 
② 自然や文化・芸術、スポーツなど、多様な体験や活動の機会（場）を創出します 

・令和４（2022）年度から放課後子ども教室くるプレ*を市内の小学校に順次導入し、子どもたち

が安全・安心に伸び伸びと過ごすことができる居場所づくりを推進しました。 

・地域学習館では、子どもを対象にした職場体験事業、社会科、科学、工作、調理など、多方面に

わたる講座を実施しました。 

・ファーレ立川アート鑑賞教室等を通して、子どもが文化・芸術に触れる機会を提供しました。 

・子どもを対象としたスポーツ教室や競技会を開催し、スポーツを体験する機会を創出しました。 

 

 

   

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

％ 64.5 61.9 68.0

単位 平成30年度 令和5年度

①実施日数 日 980 2,294

②児童参加者数
　（延べ）

人 65,070 97,511

③スタッフ参加者数
　（延べ）

人 8,745 16,535

人 450 463

人 1,458 1,424

人 3,229 1,099

地域学習館子ども対象講座  参加者数（延べ）

放課後子ども教室

ファーレ立川アート鑑賞教室参加者数

地域が行うジュニア対象スポーツ事業の参加者数（延べ）

Ａ:成果指標

地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じている市
民の割合

Ｂ：主な取組指標
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（２）青少年の育成・支援 

① 思春期保健対策や相談体制を充実させます 
② 成長に応じた食育を推進します 
③ 将来に備え、社会性や自立心を育みます 
④ 子どもが安心して暮らすことができる環境づくりを進めます 

・性教育講座や、喫煙・飲酒・薬物乱用等の予防・啓発事業、情報モラルやメディア・リテラシー教

育等を実施しました。 

・小中学校で栄養士による食に関する授業支援や若手農業者による緑育・食育授業支援を実施

したほか、親子向けの農業・収穫体験、離乳食教室等を開催しました。 

・保育園における中学生の職場体験や児童館における大学生ボランティアの受け入れなど、子ど

もの社会参加や職業観の育成の機会を創出しました。 

・地域防災訓練では、一部の学校で授業の一環として児童・生徒の訓練参加を図るなど、学校と

連携した訓練を実施しました。 

 

   

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

％ 89.0 92.4 91.0

単位 平成30年度 令和5年度

％ 96.6 56.5

①参加生徒数 人 1,248 1,224

②受入事業者数 事業所 279 376

子ども会加入率 ％ 22.8 10.9

子ども１１０番登録件数 件 1,420 1,439

地域防災訓練参加者数 人 6,917 3,411

職場体験

小・中学校における食育支援指導実施率

Ａ:成果指標

青少年が健全であると感じている市民の割合

Ｂ：主な取組指標
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施策目標３ ひとりひとりに応じた学びを支援します  

（１） “生きる力*”を育む教育の推進 

① 子どもの意欲を大切にした学校教育を推進します 
② 適切な教育支援と計画的な教育環境の整備を実施します 

・学習内容の定着指導や習熟度別の学習指導を実施するため、東京都の加配教員や時間講師

が不足する学校に対して、指導員を派遣しました。 

・令和３（2021）年５月に全児童・生徒１人１台のタブレット PC の整備を完了し、ICT 機器*を活

用した教育を推進しました。 

 

 

 

（２）地域との連携による学校づくり 

① 地域による学校支援を充実させます 
② 開かれた学校づくりを推進します 
③ 学校施設の多様な活用を進めます 

・保護者や地域の中から学校支援ボランティアを募り、授業の見守りや放課後の補習の補助、環

境整備など、学校への支援を行いました。 

・地域と学校が協働して講座を行うなど、立川市民科の取組を充実させました。 

・小学校の校庭や体育館を遊び場として開放したほか、学校教育に支障がない範囲において地

域の行事や催しなどに施設を貸し出し、地域の実情やニーズに応じた活用を促進しました。 

 

   

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

①小学校 ％ 85.7 87.8 90.0

②中学校 ％ 82.2 84.9 90.0

単位 平成30年度 令和5年度

時間 856 202

回 4,982 5,721

人 3,331 3,205

①小学校 件 110 139

②中学校 件 41 60

件 914 1,000

①小学校 人/台 5.8 -

②中学校 人/台 3.9 -

％ - 100.0

就学相談・転学相談受付数

Ａ:成果指標

Ｂ：主な取組指標

学校が楽しいと感じている児童・生
徒の割合

少人数指導員配置時間数

図書館支援指導員授業支援回数

部活動に参加した生徒の人数

教育用コンピュータ１台あたりの児
童・生徒数

児童・生徒用タブレットPC台数/児童・生徒数

教育相談ケース数

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

件 1,454 1,742 1,500

単位 平成30年度 令和5年度

回 168 160

人 14,182 14,372

人 53,829 45,892

Ａ:成果指標

Ｂ：主な取組指標

教育活動の実施にあたり連携・協力を得た事業所・機関・団体・
個人の件数

小中学校が連携した教育活動の実施状況

学校支援を行ったボランティア等の人数（延べ）

校庭開放利用者数（延べ）
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施策目標４ ひとつひとつの家庭に応じた＜子育て＞を支援します  

（１）母と子どもの健康支援 

① 母子保健サービスの充実を図ります 
② 地域保健・小児医療体制の充実を図ります 

・妊婦健康診査事業やこんにちは赤ちゃん事業、乳幼児健康診査事業などを通じて、妊産婦の健

康面をケアするとともに、乳幼児の健全な育成の推進を図りました。 

・平日の準夜間帯の小児医療のセーフティーネットとして、小児初期救急平日準夜間診療事業を

実施しました。 

 

   

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

％ 77.6 86.3 80.0

単位 平成30年度 令和5年度

％ 96.8 107.4

％ 97.6 86.1

①３～４か月児 ％ 99.0 96.9

②１歳６か月児 ％ 97.1 97.9

③３歳児 ％ 97.6 96.7

人 507 293

％ 66.8 61.3

Ａ:成果指標

安心して子どもを産み育てることができると感じている市民の
割合

こんにちは赤ちゃん事業訪問率

妊婦健康診査初回受診率

乳幼児健康診査事業受診率

Ｂ：主な取組指標

小児初期救急平日準夜間診療事業受診者数

幼児歯科健康診査受診率（２歳児）
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（２）家庭における子育てへの支援 

① 子育てに関する相談・情報提供体制の充実と保護者同士の交流を促進します 
② 地域における子育て支援を充実します 
③ 子育てに伴う経済的負担の軽減を図ります 

・子ども総合相談窓口では、子どもと子育てに関する相談に対応し、必要なサービスにつなぎました。 

・保護者の孤独感や不安感を解消し、子ども同士の交流を促すため、子育てひろばを開設し、育

児相談や情報提供、講座等を行いました。 

・法令等に基づき、児童手当等の支給を行いました。また、医療費については、令和５（2023）年

４月から高校生等医療費助成事業（マル青）を開始し、10 月からは市の独自施策として、義務

教育就学児医療費助成事業（マル子）と高校生等医療費助成事業（マル青）の所得制限と自己

負担額の撤廃を行い、発行の申請があったすべての対象児童に医療証を発行しました。 

 

  

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

％ 59.4 59.7 61.0

単位 平成30年度 令和5年度

件 436 455

団体 15 5

子育てひろば利用者数 ①大人（延べ） 人 42,135 32,489

②子ども（延べ） 人 47,070 35,860

①援助会員数 人 325 267

②活動件数（延べ） 件 7,722 5,516

施設 16 18

人 12,940 10,605

Ｂ：主な取組指標

Ａ:成果指標

子育てを楽しいと感じることが多い保護者（未就学児）の割合

子ども総合相談受付件数（延べ）

新規子育てサークル登録者数

赤ちゃんふらっと設置施設数

児童手当受給者数

ファミリー・サポート・センター
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施策目標５ 子育てと仕事の両立を支援します  

（１）保育施設の量と質の確保 

① 待機児童の解消と保育の質の向上を図ります 
・民営化による定員増により、待機児童の解消に向けた取組を進めました。 

・研修会の開催や第三者評価*、東京都の指導検査、巡回指導等により、保育の質の向上に取り

組みました。 

 

 

（２）学童保育所の量と質の確保 

① 放課後等の居場所を確保します 
・ランドセル来館事業や放課後子ども教室くるプレ*を実施するとともに、夏季休業期間中の待機

児童対策としてサマー学童保育所の充実を図りました。 

 

 

（３）保育サービスの推進 

① 多様な保育サービスを推進します 
・令和元（2019）年 10 月から３～５歳児クラスの児童と住民税非課税世帯の０～２歳児クラスの

児童について、保育料を無償化しました。また、保育園の給食費にかかる負担について、市独自

の補助を実施しました。 

   

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

人 48 26 0

単位 平成30年度 令和5年度

①認可 施設 11 14

②認証 施設 2 2

人 2,561 2,563

人 4,185 4,278

幼稚園受け入れ可能数（定員ベース）

保育施設受け入れ可能数（定員ベース）

市内の保育園の第三者評価受審数

待機児童数（当該年度4月1日時点）

Ｂ：主な取組指標

Ａ:成果指標

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

人 210 220 0

単位 平成30年度 令和5年度

人 1,800 2,054

人 127 163

Ａ:成果指標

学童保育所待機児童数（当該年度4月1日時点）

Ｂ：主な取組指標

学童保育利用可能数

ランドセル来館の利用者数

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

人 54,693 88,186 60,000

単位 平成30年度 令和5年度

人 1,473 1,138

人 - 26,143

人 256 386

Ｂ：主な取組指標

施設型病児保育の利用状況（延べ）

幼児教育無償化の対象者数（延べ）

幼稚園預かり保育を定期的に利用している園児数

Ａ:成果指標

幼稚園一時預かりの利用者数
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（４）ワーク・ライフ・バランスの推進 

① ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりを推進します 
・ワーク・ライフ・バランス推進事業所の認定を進めたほか、パパママ学級や地域学習館における

講座を実施し、父親の育児参加の促進を行いました。 

 

 

 

施策目標６ 配慮を必要とする子どもや家庭を支援します  

（１）途切れのない成長支援 

① 発達に支援や配慮が必要な子どもとその家庭の支援環境の整備を進めます 
② 障害のある子どもとその家庭への支援を進めます 
③ 関係機関の連携による継続的な相談・支援体制を確立します 
④ 困難を抱える若者の自立支援を推進します 

・平成 31（2019）年度からサポートファイルの運用を開始し、就学相談*説明会で紹介するなど、

周知に努めました。 

・子ども・若者自立支援ネットワーク会議や研修を通して、関係機関や団体の連携を強化しました。 

   

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

事業所 18 28 30

単位 平成30年度 令和5年度

パパママ学級事業参加者数 人 631 539

人 80 146地域学習館イクメン講座の参加者数(延べ）

Ａ:成果指標

ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定数

Ｂ：主な取組指標

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

件 - 132 2,600

単位 平成30年度 令和5年度

件 378 397

①実施回数 回 336 255

②参加者数(延べ） 人 1,634 859

人 1,815 1,619

①障害者・保護者・介護
者

人 31 28

②ジュニア・リーダー等 人 - -

就学支援シートの提出件数 件 244 225

件 67 126

ふれあいの広場参加者数

子ども・若者自立支援ネットワーク事業に参加する支援機関・団
体につながったケースの件数

Ａ:成果指標

サポートファイルの利用件数

Ｂ：主な取組指標

発達相談新規受付数

発達支援親子グループ事業

児童育成手当（障害）支給対象者数
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（２）配慮を必要とする家庭への支援 

① ひとり親家庭の自立に向けた支援を推進します 
② 子どもの養育が困難な家庭の支援を推進します 

・法令等に基づき手当や医療費の助成を行ったほか、令和４（2022）年度から養育費確保支援

事業を開始しました。 

・様々な要因により、養育支援が必要な家庭を専門職が訪問し、専門的相談支援を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標７ 地域のあらゆる構成員が連携・協力して事業を推進します  

（１）協働による事業の推進 

① 子育ち・子育て支援のための人材育成を進めます 
② 地域に根ざした子育ち・子育て支援活動とネットワークづくりを進めます 

・ジュニアリーダー研修等を実施し、子ども会連合会による育成活動を支援しました。 

・「こどもとおとなのはなしあい in 市議会議場」や、「キッズドリームチャレンジ」等、企業や団体と

連携して子どもや保護者を応援するイベント等を行いました。 

 

 

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

％ 64.5 61.9 68.0

単位 平成30年度 令和5年度

①中学生 人 154 85

②高校生 人 98 102

③育成者・指導者 人 2,166 1,282

人 156 133

％ 55.5 53.1

団体 55 54

地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じている市
民の割合（再掲）

Ｂ：主な取組指標

子ども未来センターの協働事務室登録団体数

生涯学習市民リーダー登録者数（延べ）

社会教育関係団体のうち親子参加可となっている団体の割合

ジュニア・リーダーの人数

Ａ:成果指標

単位 平成30年度 令和5年度 令和6年度(目標値）

世帯 53 110 80

単位 平成30年度 令和5年度

人 30,408 26,544

件 8 0

件 609 1,145

①実施回数 回 36 36

②参加者数(延べ） 人 439 336

人 34 14

子ども支援ネットワーク進行管理継続ケース総数

子育て支援啓発事業対象者別交流会

通訳協力員配置数

Ａ:成果指標

養育支援訪問事業（専門的相談支援）の訪問実家庭数

Ｂ：主な取組指標

母子自立支援プログラム策定件数

児童育成手当支給対象者数
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第３章 プランの基本的な考え方 

第１節 基本理念（あるべき姿） 

 

子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに 

 

第２節 ３つの基本的な視点 

基本理念の実現にあたっては、次の３つの視点を大切にします。 

 

その１ 

子どもや若者の声を聴き、当事者の気持ちを大切にして、 

子どもの権利を尊重する視点 

 

このプランの基本的な視点の第 1 として、子どもたちの声を聴き、当事者の気持ちを大切

に考え、子どもの権利を尊重することを最初に据えます。その理由としては、このプランが

｢子どもの総合計画｣であり、それぞれの子どもが地域で生活する市民の一人として、自分

らしく成長していってほしいという大きな願いがあるからです。 

子どもたちが夢を育み、自分らしく成長していくためには、すべての人が子どもの権利に

ついて深く理解し、尊重する視点をもつ必要があります。また、社会的背景や家庭環境によ

り子どもたちの成長がさまたげられてしまうことなく、ひとりひとりの想いや権利を尊重する

ことができる社会の実現が必要です。 

日本が平成６（1994）年に批准した「子どもの権利条約」では、子どもの権利を実現する

上で最も大切な考え方として、次の４つの原則が示されています。こども基本法にも取り入

れられています。 

 

｢人種や、障害の有無、家庭の状況など、どんな理由でも差別をされないこと｣ 

「その子どもにとって最も良いことは何かを第一に考えること」 

｢命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できること｣ 

｢自分の意見を自由に表現でき、それが十分に考慮されること｣ 

 

これらの考え方を基本として、市民としてひとしく健やかに成長することができる環境を整

えていくことは、社会全体の使命であり、立川市が目指すまちづくりにつながります。 

これがこのプランの第１の基本的な視点です。   



第３章 プランの基本的な考え方 

45 

その２ 

子育ち・親育ちへの支援を基本とした、 

次世代の幸せにつながるまちづくりの視点 

 

子どもは、親だけに育てられるわけではなく、周囲の環境とのかかわりの中で生まれなが

らにして自分で育っていく力を持っています。子どもの健やかな育ちを実現するためには、

家庭だけでなく地域や様々な人とのかかわりや多様な経験などを通じて、子ども自身の育

つ力を最大限に生かし、主体的に成長できる環境を整えていくこと、すなわち「子育ち」へ

の支援を強化していくことが重要です。 

また、「子育ちは親育ち」というように、大人も子どもを育てる日々の中で様々なことを知

り、経験し、成長していきます。子どもたちが健やかに育っていくために、同時進行で親への

支援も重要であり、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげ、子どもとのかかわりの

中で自分自身の変化を楽しめるような「親育ち」への支援を充実させることも必要です。 

このような「子育ち・親育ち」を支援するにあたっては、それぞれの子どもに関係する家

庭・学校・地域がパートナーとして連携を深めていくことがとても重要です。たとえば、学校

の運営に地域も家庭もかかわるしくみがあることで、子どもは社会性をより豊かに育むこと

ができます。さらに、学校以外の子どもの居場所や、学校を卒業した若者への支援も、「子

育ち・親育ち」に必要な要素になります。これらの支援を充実させ、安心して子育てができ、

子どもがのびのびと成長できる環境を整えます。 

これが第２の基本的な視点です。 

 

その３ 

多様な主体が連携し、協働して事業を実現する視点 

 

このプランを、より効果的で持続可能なものにしていくためには、協働の視点が不可欠で

す。国や自治体との広域的な連携、さらに市民、団体、企業など、子どもを取り巻く様々な

主体がそれぞれの役割を担いながら協働、連携することで、子育てを社会全体で支援して

いくことができるようになります。 

また、子ども自身や子育ての当事者をはじめとした市民が、積極的に意見や要望を提言

し、参画・関与していくことも重要です。子どもや親が安心して意見を伝え、対話ができる

場をつくり、市民、団体、企業と行政が、課題解決に向けて議論を重ねることにより、真の意

味での協働を実現することができます。地域においてお互いが結びつくことにより、安心し

て暮らし続けられるやさしい社会につながります。 

これが第３の基本的な視点です。 



   

46 

第３節 ７つの施策目標 

施策目標１ 子どもの権利を尊重します 

 

立川の子どもたちが自分の思いや願いをきちんと伝えることができるよう、日常のあらゆる

場面において子どもの権利を尊重します。 

 

［１］子どもの権利の尊重 

 

 

施策目標２ ひとりひとりに応じた〈子育ち〉を支援します 

 

すべての子どもがひとりの人間として、心もからだも成長し、豊かな人間関係や体験を通し

て自立していくことを支援します。 

 

［１］地域における子どもの居場所づくり 

［２］青少年の育成・支援 

 

 

施策目標３ ひとりひとりに応じた学びの場づくりを支援します 

 

ひとりひとりのニーズに応じた学びの場づくりを支援するとともに、家庭や地域の力を集め

て学校を応援します。 

 

［１］“生きる力*”を育む教育の推進 

［２］家庭・地域との連携による学校づくり 

 

 

施策目標４ ひとつひとつの家庭に応じた〈子育て〉を支援します 

 

親の気持ちに寄り添う共感を基本として、子育てをまちぐるみで応援します。また、子育て

家庭の孤立化を防ぐために、各種施策を充実することにより、家庭での子育てを支援します。 

 

［１］妊産婦及び乳幼児等の健康支援 

［２］家庭における子育てへの支援   
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施策目標５ 子育てと仕事の両立を支援します 

 

子育てと仕事の両立を支援し、社会参加を促進するため、保育サービスの充実を図るとと

もに、すべての人が子育てを支援するという考えのもと、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け

た環境づくりを行います。 

 

［１］保育施設の量と質の確保 

［２］学童保育所の量と質の確保 

［３］保育サービスの推進 

［４］ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

施策目標６ 配慮を必要とする子どもや家庭を支援します 

 

すべての子どもが温かく見守られ、安心して成長できるよう、様々な事情によって配慮が必

要な子どもや家庭を切れ目なく支援します。 

 

［１］途切れのない成長支援 

［２］配慮を必要とする家庭への支援 

 

 

施策目標７ 地域のあらゆる構成員が連携・協力して事業を推進します 

 

行政を含む地域の構成員が、それぞれの役割を担いながら対等な立場で対話を重ね、真

の意味での｢協働｣を目指し、事業を持続的に担っていきます。 

 

［１］協働による事業の推進 
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第４節 施策の体系 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 プランの施策内容 
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第４章 プランの施策内容 

 
＜施策目標ごとの取組項目・成果指標等の記載について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組項目の表の記載について＞ 

① 取組 No. 取組項目名                       ◆今後の方向性◆ 

② 取組内容  

③ 担当課  

 

①･･･取組 No.、取組項目名、今後の方向性（継続、充実、新規、改善）を示しています。 

②･･･取組内容を示しています。以下のマークで取組の特色を示しています。 

主に子どもが主体となって進めることを目指す取組 

主に市民が主体となって進めることを目指す取組 

特に市民と行政が協働して進めることを目指す取組 

子どもの現在・将来が貧困等の生まれ育った環境によって左右されず、夢や希望を持つ

ことができるよう応援する取組 

③･･･行政の担当課を示しています。 

 

なお、第５章では量の見込みを記載していますが、これは本章で整理された取組項目の一部について、供

給方針等を定めたものです。  

施策 
目標 

・・・施策目標１～７を示しています。 

・・・各施策目標の基本事業を示しています。 １ 

・・・基本事業ごとの現状をデータ等で示しています。 現状 

・・・取組の方向性を示しています。 
取組の
方向性 

・・・取組の方向性ごとに、取組内容等を表形式で示しています。 
取組 
項目 

・・・基本事業ごとに成果指標（現状、目標値）を示しています。 
成果 
指標 

子ども 

市民 

協働 

応援 
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施策目標１ 子どもの権利を尊重します 

１ 子どもの権利の尊重 

 
 
 
 

●子どもの最善の利益が実現する社会づくりを進めるためには、社会全体が、子どもの権

利(人権)を尊重し、子どもを権利の主体として認識することが大切です。あわせて、子

どもの意見表明・意見反映の機会を拡充する必要があります。 

●子どもをとりまく生活環境や社会が急速に変化する中で、児童虐待やいじめ、不登校、

子どもの貧困、インターネットや SNS などによるトラブルなど、子どもの育ちをめぐる問

題が顕在化しています。 

●虐待・いじめなどによる子どもの人権侵害を防止するとともに、相談・支援のしくみづく

りが求められています。 
 

 

（１）子どもの権利尊重の認識 

子どもの権利尊重については、９割を超える保護者が「（ある程度）尊重している」に回答し

ています。子ども本人の意見の中で「小学５年生」では「あまり尊重されていない」と「わからな

い」の回答が、他の区分より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

現状 
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その他（尊重していない、子どもの権利を考えたことがない、無回答）

あまり尊重していない

（ある程度）尊重している

その他（わからない、無回答）

あまり尊重されていない

（ある程度）尊重されている
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（２）悩みごとや困っていることの内容 

子ども自身の悩みの内容については、「なやみや困っていることはない」を除くと、「受験・進

路や将来のこと」が最も高く、小学５年生、中学２年生、高校２年生世代で各々２１.６％、４１.

５％、７２.９％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

 
 
 
 

① 子どもの権利についての広報・啓発を充実します。 

② 子ども自身からの相談に対応できる体制を整備します。 

③ 児童虐待等の人権侵害の予防と早期対応を進めます。 

④ 子どもの意見表明・意見反映の機会を創出します。 

 
   

19.0% 21.6%

25.6%

41.5%

18.6%

72.9%

0%

10%

20%
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90%

100%

友だちとの関係 受験・進路や将来のこと

小学５年生 中学２年生 高校２年生世代

取組の 
方向性 
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①子どもの権利についての広報・啓発の充実 

１ 子どもの権利の広報・啓発 ◆継続◆ 

取組内容 

すべての人が子どもの権利について広く知り、深く理解してもらうために、リーフレット

の作成や講座の開催など、広報・啓発活動を推進します。また、子ども自ら「子どもの

権利」を学習する機会に関する活動を推進します。 

担当課 子ども政策課 

２ 学校における人権教育の実施 ◆継続◆ 

取組内容 
様々な人権課題に対する正しい理解を深め、人権尊重の理念を定着させ、あらゆる偏

見や差別をなくす教育の充実を図ります。 

担当課 指導課 

３ 子どもの権利条例の制定 ◆新規◆ 

取組内容 
一人ひとりの想いや権利を尊重することができる社会の実現のため、子どもの権利条

例の制定に向け準備を進めます。 

担当課 子ども政策課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

取組 
項目 

協働 子ども 

協働 応援 子ども 

＊夢たちコラム＊ 20 年間の思いをカタチに！～子どもの権利条例づくりに向けて～ 

子どもの権利＝Children's rights それはど
の子も生まれながらに持っているあたりまえのこ
と。私たちはプランの推進にあたって「子どもたち
誰もが幸せになるよう配慮することは大人の義
務であり、子どもの権利である」という子どもの
権利条約の理念に基づいて子育ち・子育てを応
援してきた。 

第１次の計画づくりで策定市民委員会から提
案された、ぜひ実現して欲しい市民提案重点プ
ロジェクトのひとつに「子どもの権利に関する条
例の制定に、市民参加のもとで取り組む」があっ
た。しかし、子どもの権利の尊重を基盤にした本
プランでありながら未だ実現に至っていない。 

子どもを取り巻く厳しい社会状況を鑑み、歴
代の推進会議の中では条例づくりの必要性や熱
い想いが語られ続け、委員たちの思いがひとつ
になっても施策の一文になることは無く、計画策
定の度に歯がゆい思いをしてきた。 

立川の子どもたちが少しでも自己肯定感を持
って生きられるように…と施策でつなぎ、綱渡り
のような状況で子どもの参加や意見表明の場を
死守してきた感がある。 

計画の進捗状況を点検し、提言し、次の計画
を策定する会議の場には必ず子ども委員が居て
生活の中で感じた率直な意見を述べてくれた。
子どもの自己肯定感調査も数年置きに実施さ
れ、子どもの声を聴くチャイルドラインも冒険遊
び場も、子ども・若者の居場所も、市民の地道な
努力で続いている。市民と行政の協働で立ち上
げたウドラ基金により「こどもとおとなのはなしあ
い in 市議会議場」も定着してきた。 

そして「こどもまんなか」が当たり前のように叫
ばれるようになった今、「子どもの権利条例の制
定」がやっと新規取組の施策に掲げられた。 

 

「私たち抜きで、私たちのことを語るなかれ」
（アフリカの諺）どおり、子どもたちの意見をしっ
かり聴き、子どもたちと共に立川らしい子どもの
権利に関する条例をつくっていきたい。 
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②子ども自身からの相談に対応できる体制の整備 

４ 学校における相談体制の確保 ◆継続◆ 

取組内容 

スクールカウンセラー*制度の活用や学校支援員*の活用により、学校において子ども

たちが相談しやすい環境を確保し、スクールソーシャルワーカー*など相談先の周知を

図ります。 

担当課 指導課 

５ 
子ども自身も利用しやすく、必要な支援につながる教育相談*の

実施 
◆継続◆ 

取組内容 

市内在住の幼児、小学生、中学生、高校生とその保護者を対象に、教育上の悩みや不

安事に対し、心理の専門家によるカウンセリングや心理療法等を行うとともに、多様な

関係機関との切れ目のない連携を充実し、子どもや保護者の不安や悩みの解消につ

なげます。 

担当課 教育支援課 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

応援 

＊夢たちコラム＊ 学校での相談体制 

私には学校で 1 番好きな場所がある。 

カウンセリングルームだ。 

どんな気持ちの時に訪れてもスクールカウンセ
ラー*と話して少し幸せになって帰れる。 

私にとって学校における安全基地だ。 

しかし、予約が取りづらく利用したい時に利用
できなかったことも多々ある。 

近年いじめや若者の自殺が社会問題になり学
校も悩みがある生徒にカウンセリングを進める
等生徒の精神面のケアに力を入れている。 

一方でカウンセリングルームを利用したい生
徒の数にスクールカウンセラーの数が追いつい
ていない現状がある。 

私は私立の高校に通っていてそこでは２人の
スクールカウンセラーが日替わりで毎日いるのだ
がそれでも予約が２週間後まで空いていないこ
ともある。 

立川市の公立中学校だと週に１回しかスクー
ルカウンセラーが学校に訪れないこともあるよう
で、生徒が気軽に利用できていないことが問題
である。そこで私はより生徒が悩みを抱えないた
めにはどうすれば良いのか考えた。 

悩みや話したいことを抱える私たちは誰かに
話を聞いて欲しいという気持ちでカウンセリング
ルームを利用してる。 

私としては話を聞いてもらえるならば、スクー
ルカウンセラーではない人でも良い。 

そこでスクールカウンセラーの他に話を聞いて
くれる人が学校に常駐していると良いなと考え
た。臨床心理士や精神科医の資格を持ってない
人でも話を聞いてくれるならばそれだけで救わ
れる生徒が沢山いると思う。 

立川市には是非とも学校での相談体制を充
実してもらいたい。 
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６ 
人権尊重について子どもを対象とした啓発活動や「こどもの人権

110 番」など相談先の周知 
◆継続◆ 

取組内容 

人権擁護委員*による人権教室や人権の花運動、人権作文コンテストなどを通して、お

互いの人権を尊重することの大切さについて理解を深める活動を行うとともに、「こど

もの人権 110 番」など相談先を周知し、子ども自身の相談につなげます。 

担当課 くらし相談課 

７ 子ども・若者向けの消費生活相談*の実現 ◆継続◆ 

取組内容 

トラブルに巻き込まれた子どもや若者自身からの相談にも応じやすくするとともに、市

ホームページ等利用し、子ども・若者が巻き込まれやすい消費者トラブルなどを掲載

し、子ども・若者の消費者被害の未然・拡大防止に努めます。 

担当課 くらし相談課 

８ チャイルドライン等の支援 ◆継続◆ 

取組内容 
チャイルドライン等、子どもたちの声を受け止め、一緒に考える市民団体の取組を支援

します。 

担当課 子ども政策課 

９ 子どもからの権利保護・救済、いのちに関する相談窓口の設置 ◆継続◆ 

取組内容 

子どもの権利保護・救済に関する相談窓口を設け、子ども自身からの相談にも応じや

すくするとともに、関係機関が連携して、子どもに配慮した救済手段の提供に努めま

す。 

担当課 子ども家庭センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民 

応援 
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③児童虐待等の人権侵害の予防と早期対応 

10 児童虐待の未然防止・早期発見 ◆継続◆ 

取組内容 

子ども支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を活用し、幼稚園や保育園、児

童館、学童保育所、小中学校、医療機関などの関係機関のほか、民生委員・児童委員

や保護司など、地域において活動している方々と連携して情報の共有に努めます。ま

た、児童虐待への理解促進に向けて周知啓発を行うとともに、家庭訪問などの見守り

を通して、児童虐待の防止や早期発見・早期対応などに取り組みます。なお、虐待通告

専用電話・オレンジリボンダイヤル*についても継続して周知します。 

 

担当課 子ども家庭センター 

11 いじめの防止と早期発見・早期対応 ◆継続◆ 

取組内容 

いじめ防止条例に基づき、弁護士等による「いじめ防止授業」を実施するとともに、子

ども、保護者等を含むすべての大人に対し、いじめの防止等に関する広報・啓発に取

り組みます。また、いじめの早期発見・早期対応のために、いじめアンケート調査を定

期的に実施するとともに、連絡・相談体制の整備として多様な関係機関との切れ目の

ない連携を充実します。 

担当課 指導課、教育支援課 

 
   

応援 協働 
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＊夢たちコラム＊ 「死にたかった子ども」から、死にたい子どもたちと、

すべての大人たちへ 

チャイルドラインや子ども家庭センターには、
「死にたい」という子どもの声が寄せられることが
あるといいます。市民意向調査で自分が好きだ
と答えられる子どもが全体の約半数いる裏に
は、そうした現実もあるのです。  

 

私は両親から虐待を受けて育ち、学校では小
学校高学年から中学１年生にかけていじめを受
けました。地方だったことや今のような相談シス
テムがなかったこと、知識のない子どもだったこ
とから、どこにも助けを求められず、ただ痛みを
消すために感覚を切り離し、心を守るために感
情を極限まで薄め、記憶を抑圧して耐えるだけ
の日々でした。 

いじめのことを先生に相談しても根本的な解
決にはならず、家のことを先生に相談すれば家
に連絡が行き、それがきっかけで虐待が激化す
る。そんなことの繰り返しの中で、いつしか大人
を頼ることを諦めてしまいました。 

殴られ、なじられ、脅され、茶化され、侮辱さ
れ、嘲笑された日々。あの頃、私は確かに「死に
たかった子ども」でした。 

今こうして生き延びて大人になりましたが、理
想や目標があって生き延びたわけではありませ
ん。本当に死ぬのは結局怖くて、惰性で生き永ら
えてしまった死に損ないのような存在。それが今
の私です。もしあの頃、学校とも家庭とも違う相
談先があれば、助けを求められる先があれば、
何かが違っていたのかもしれません。 

今なら家や学校以外の居場所や、SNS、チャ
イルドラインのような相談窓口といった選択肢は
私が子どもだった頃より確実に増えています。で
すが、だからと言って今の子どもたちが恵まれて
いると言いたいわけではありません。子どもの心
の悩みは時代環境によって比較していいもので
はないからです。 

子どもたちの「死にたい」気持ちを思春期特有
のものだと矮小化してはいけません。自分が子
どもの頃は、と比べてもいけません。それらは大
人による子どもへの加害とすら言えるでしょう。
「死にたい」とやっとの思いで声を絞り出した子
どもがいるという現実。それがすべてです。 

既存の相談窓口は受け皿として持続可能性を
担保しつつ、体制を拡充するべきです。 

 

彼ら彼女らの声を、そして声すら上げられない
子どもたちの苦痛に耐えるだけの日々を、決して
無いものにしてはなりません。それに手を差し伸
べることが大人である私たちに課せられた責任
であり、責務であると考えます。 
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④子どもの意見表明・意見反映の機会の創出 

12 中学生の主張大会の開催 ◆継続◆ 

取組内容 

市内の中学生が、日常生活の中において考えていることや経験したことを発表するこ

とで、子どもたちの自立心や社会性を育むとともに、中学生の意識や考え方に対する

大人の理解と関心を高めることをねらいとして、｢中学生の主張大会｣を開催します。 

 

担当課 子ども育成課 

13 子どもが市政等に関する意見を表明する機会の提供 ◆継続◆ 

取組内容 

子どもが市政等について意見を表明する場として、若者世代対象のタウンミーティン

グやこどもとおとなのはなしあい in 市議会議場、子ども委員会などを実施します。ま

た、市ホームページ等により、市政等について、子どもにもわかりやすく伝わるように

努めます。 

担当課 改革推進課、子ども政策課、子ども育成課 

14 計画や施設運営に関する子どもの意見を活かせるしくみの充実 ◆改善◆ 

取組内容 

子どもにかかわる施策や環境整備など、世代間で合意形成が必要な分野において

は、子どもの参画や意見の反映に努めます。また、図書館や地域学習館などの公共施

設の運営や行事、イベント等の企画に、子どもの意見を取り入れるしくみづくりを検討

し、意見が反映されるよう努めます。 

担当課 子ども政策課、生涯学習推進センター、図書館 

   

子ども 協働 

子ども 

子ども 
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15 公共の課題に子どもと大人が一緒に取り組む機会の設定 ◆継続◆ 

取組内容 
学校や地域と連携し、ごみの減量と分別・２R+R*、美化清掃、環境保全などについて、

子どもと大人が一緒に考え、検討・行動する機会を設定します。 

担当課 環境政策課、ごみ対策課 

16 子どもの意見を反映した児童館等の運営 ◆継続◆ 

取組内容 

児童館をはじめとした子どもの居場所の利用について、子どもたちの視点や意見を取

り入れるとともに、子どもたちが達成感を味わい、チャレンジする気持ちを高めるた

め、子ども自身が行事を企画・運営する機会を提供します。 

担当課 子ども育成課 

17 若者会議の設置 ◆新規◆ 

取組内容 
次代を担う若者の意見を聞く場として、若者会議を設置します。この会議から受けた

提言については、予算化・事業化する取組を行います。 

担当課 企画政策課 

 
 
 
 
 
 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

自分の「子どもの権利」は尊重されてい

る・ある程度尊重されていると回答した

児童・生徒の割合 

① 小学５年生 

② 中学２年生 

① ７０.６％ 

② ８４.１％ 

① ９０.０％ 

② ９０.０％ 

「自分のことが好きだ」と思う・まあそ

う思うと回答した児童・生徒の割合 

① 小学５年生 

② 中学２年生 

① ７３.８％ 

② ６５.９％ 

① ７５.０％ 

② ７５.０％ 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン市民意向調査 

 

 

成果 
指標 

協働 子ども 

子ども 

応援 



  

60 

施策目標２ ひとりひとりに応じた＜子育ち＞を支援します 

１ 地域における子どもの居場所づくり 

 
 
 
 

●社会環境の変化等により、外で子どもが集団で遊んだり、安心して過ごせる居場所が減

少しています。 

●子どもが心身とも健やかに成長するためには、遊びを通じた子ども同士の交流や自然と

の触れ合い、文化・芸術・スポーツ活動など、心が豊かになる体験を積み重ねることが欠

かせません。 

●自然や文化・芸術、スポーツなど、様々な体験や子どもの主体的な学び・活動の支援も

重要な取組です。 

●中学生・高校生も含め、子どもたちがのびのびと自由に遊べ、仲間や異世代が気軽に集

まり交流できる安全・安心な居場所づくりを、家庭・地域・行政が協働して進める必要が

あります。 
 

（１）子育てしやすい社会に必要なこと 

子育てしやすい社会に必要なことについては、すべての世代の家庭で「児童手当など、子育

てに関する経済的な支援の充実」が最も高くなっています。 

居場所については、就学前家庭の保護者、小学生の保護者では、「遊び場（公園、プレーパ

ーク*、校庭開放など）の充実」が、中学生・高校生世代の保護者、ひとり親家庭の保護者では

「中学生・高校生が利用できる魅力的な施設」が最も高くなっています。 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査   

 子育てしやすい社会に必要なこと 居場所 

就学前児童の 

保護者 

児童手当など、子育てに関

する経済的な支援の充実 
69.8% 

遊び場（公園、プレーパー

ク*、校庭開放など）の充実 
25.4% 

小学生の保護者 
児童手当など、子育てに関

する経済的な支援の充実 
64.4% 

遊び場（公園、プレーパー

ク*、校庭開放など）の充実 
30.1% 

中学生・高校生 

世代の保護者 

児童手当など、子育てに関

する経済的な支援の充実 
54.1% 

中学生・高校生が利用でき

る魅力的な施設 
35.1% 

ひとり親家庭 

の保護者 

児童手当など、子育てに関

する経済的な支援の充実 
75.4% 

中学生・高校生が利用でき

る魅力的な施設  
23.4% 

現状 
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（２）あったらいいなと思う場所 

最も多い回答は、小学５年生、中学２年生で「ゲームやインターネットができる部屋」、高校

２年生世代で「静かに勉強できる部屋」となっています。２番目に多いのは、いずれも「友だち

と自由におしゃべりができる場所」となっています。 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 
 

（３）地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じている市民の割合 

地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じている市民の割合は、令和５（2023）

年度では６１.9％となっています。なお、最近５年の動向をみると、令和３（2021）年度の６

７.0％をピークにやや減少傾向となっています。 

 

 
出典：令和 6 年度市政に関するアンケート集計結果（令和 5 年度実績） 

 
 
 
 

① 子どもたちが、安心して集える地域の遊び場や居場所づくりを進めます。 

② 自然や文化・芸術、スポーツなど、多様な体験や活動の機会（場）を創出します。   

61.9%

63.7%

67.0%

65.3%

63.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2023年度

2022年度

2021年度

2020年度

2019年度

 １位 ２位 

小学５年生 
ゲームやインターネット

ができる部屋          
52.9％ 

友だちと自由におしゃべり

ができる場所         
50.3％ 

中学２年生 
ゲームやインターネット

ができる部屋          
54.9％ 

友だちと自由におしゃべり

ができる場所         
51.2％ 

高校２年生世代 静かに勉強できる部屋  54.2％ 
友だちと自由におしゃべり

ができる場所         
39.0％ 

取組の 
方向性 
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①安心して集える地域の遊び場や居場所づくり 

18 子どもの遊びを応援する市民活動の支援 ◆継続◆ 

取組内容 

学校等を利用して行う放課後子ども教室くるプレ*において、地域交流デーを継続して

実施します。 

また、プレーパーク*など、子どもの自由な遊びや｢やってみたい｣を応援する地域の活

動を支援します。 

担当課 子ども政策課、子ども育成課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

取組 
項目 

子ども 市民 

＊夢たちコラム＊ まちの中に必要な居場所 プレーパーク* 

●遊びのチカラを信じて 

放課後子ども教室*やプレーパーク*（冒険遊び
場）の遊びの中で、たくさん感動をもらっている。 

放課後子ども教室では、  

砂場で、泥団子を見事に！きれいに！作って
満足げに見せてくれる子ども 

６人しかいないけれど３人対３人で、足でライ
ンを引きながらベースもなく、野球のゲームを楽
しむ子どもたち 

ひとりで、何度も何度もバスケットゴールへシ
ュートを繰り返す子ども 

折り紙や雑紙を使って、自分の思い描くもの
を集中して作製する子ども 

プレーパークでは、 

かまどの火に興味津々で、せっせと小枝を集
め手伝う子ども 

ハンモックに身体を埋めて、自分で揺らしなが
ら気持ちよさそうに休んでいる子ども 

ピタゴラ装置の周りに徐々に子どもたちが集
まり、遊びを無限に広げる子どもたち 

ターザンロープやスラックライン（ロープ渡り）
は大人気で「たのしいー」と声を上げる子どもた
ち 

これらはすべて、子どもの「やってみたい！」
「遊びたい！」という気持ちを実現させている。 

そこで子どもたちが見せてくれる表情・表現に
私も喜びをもらっている。 

遊びは、子どもたちにとって食事や睡眠、排せ
つとともに必要なものだ。外遊びによって基礎体
力や運動能力、素材遊びによって創造力や柔軟
性、異年齢や仲間遊びによって社会性やコミュ
ニケーション能力を養う。そして、国際化・多様
性・変化する社会の中で、数値では測れない非
認知能力を養う上でも重要とされている。 

 

●子どもの遊びを応援したい、大人も、ね 

日本での常設のプレーパークは、１９７９年、都
市化が進んだまちの中で【子どもたちが安心して
遊べる場所がないこと】に不安を抱いた方たちに
よって、世田谷区で始められた。【子どもの自由
な発想で、遊び、学び、つくり続ける遊び場】に賛
同する市民活動などによってプレーパークは各
地で行われている。NPO 法人日本遊び場づくり
協会の調査（２０２０年）によると、４５８団体が活
動している。 

しかし、４０年以上たって、【子どもたちが安心
して遊べる場】は十分に確保されているだろう
か？「○○してはいけません」など禁止事項の多
い公園はどうだろう？高齢化した団地の中の公
園で遊んでいたら「うるさい」と怒られた。「もう、
あそこでは遊ばない」と言っていた子ども・・・。 

物理的な場所だけの問題だけでなく、無駄と
思われるようなことも許せる心のあり様も大切。
プレーパークに遊びに来てください。子どもの笑
顔を見ながらゆったりと過ごしませんか？ 
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19 中学生・高校生・若者の居場所づくり ◆継続◆ 

取組内容 

児童館などの既存施設を活用し、中学生・高校生等の意見も聞きながら、気軽に集え

る居場所づくりを進めるとともに、自発的な活動を支援します。 

 

担当課 子ども育成課 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
   

子ども 応援 

＊夢たちコラム＊ 中高生から考える居場所 

みなさんは「中高生の居場所」についてどう感
じていますか。 

「居場所」とは、自分が安心できてその場にい
て心地よいと思うことができる場所のことだと定
義づけられています。今回は、私が生活している
中で感じた「中高生の居場所」について考えたい
と思います。 

私たちは普段学校に通っており、その中でも
部活動に入っている人は平日のほとんどの時間
を学校で過ごすことが多いです。その一方で、部
活動に入っていない人や短縮授業日は、家やそ
れ以外の場所で過ごしています。 

私の周りの友人達は、通っている学習塾で勉
強をする人もいますが、カフェなどの飲食店を利
用している人が多い印象です。その他にもよく挙
げられる図書館や児童館、公園などは、学生が
公共施設の中で足を運びやすい場所です。しか
し、図書館は大人も利用できるため勉強スペー
スを確保できないことがあったり、児童館は放課
後に気軽に立ち寄れるような場所になかったりし
ます。公園は気候が良い日は過ごせますが、雨
の日や寒い日は利用が難しく、小さな子ども達
が遊んでいる中での利用は遠慮することも多い
です。また、市民会館などは、利用の仕方が難し
いため中高生が気軽に借りることができません。 

SNS では学生などの飲食店の長期滞在につ
いても話題が上がっています。商業施設の若者
の利用の仕方についても厳しい状況になってい
るのも現状です。 

このように、普段の生活から子どもだけで自由
に過ごすことができる空間は、とても少ないと感
じます。中高生になると家族との関係も変わり、
自宅以外でのプライベートを過ごせる居場所は
本当に大切なものです。 

そこで、私は中高生に焦点を当てた居場所づ
くりを発信していきたいです。駅などの中高生が
立ち寄りやすい場所にスペースを確保し、生徒
手帳等の身分証明書を見せれば利用できるよう
になれば、様々な学校の中高生とかかわる機会
となり、多くの中高生が利用するのではないかと
思います。 

中高生は自立を学ぶ期間でもあります。だか
らこそ、責任を持つことで自由に使える「居場所」
となる場所が、中高生にとっての生活の場の１つ
になるのではないでしょうか。 
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20 放課後子ども教室*や地域における居場所づくりの展開 ◆充実◆ 

取組内容 

学校等を利用して行う放課後子ども教室くるプレ*を市内小学校全校で実施するとと

もに事業の充実に努めます。また、学童保育所及び放課後子ども教室*について、連携

や一体的な取組を進めます。 

また、地域学習館等において学校の長期休業等の居場所確保に努めます。 

地域の居場所づくり事業を継続するとともに、地域の子ども食堂への支援に努めま

す。 

担当課 子ども育成課、子ども政策課、生涯学習推進センター、地域福祉課 

21 児童館と地域との連携 ◆継続◆ 

取組内容 

児童館において、地域の子どもにかかわる団体等と連携・協力し、地域の青少年健全

育成活動や子ども会、地域まつりへの参加等、子どもの育成活動を展開します。 

 

担当課 子ども育成課 

   

子ども 協働 応援 

協働 
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②多様な体験や活動の機会（場）の創出 

22 様々な学習体験や文化に触れる機会の提供 ◆継続◆ 

取組内容 
子どもを対象とした講座や文化推進事業、ワークショップなどを開催し、自然や科学、

歴史、文化・芸術など様々な体験をする機会を提供します。 

担当課 地域文化課、生涯学習推進センター 

23 環境学習の推進 ◆継続◆ 

取組内容 
環境問題について、五感を使い、意識と知識を深める機会を広げます。 

 

担当課 環境政策課、クリーンセンター、生涯学習推進センター 

24 地域における文化・芸術活動の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

生涯学習市民リーダー*などの地域の人材を活用するとともに、ファーレ倶楽部*など

のボランティア団体の文化活動を支援することにより、子どもが自然や文化・芸術に触

れる機会を広げます。 

担当課 地域文化課、生涯学習推進センター 

25 子どもたちへのスポーツ体験機会の提供 ◆充実◆ 

取組内容 

スポーツイベント・教室、大会などを開催し、子どもたちがスポーツにふれる機会とす

るほか、学校の校庭・体育館をスポーツ団体の定期利用や子どもたちの遊び場として

提供します。 

また、地区体育会による各地区の小学校など身近な場所でのスポーツ教室の開催や、

地域の団体との協力による子ども達のクラブを対象として交流大会等を実施します。

加えて、プロスポーツチーム等と連携し、見るスポーツの体験も提供してスポーツの

魅力を伝えます。 

担当課 スポーツ振興課 

  

子ども 

子ども 協働 

子ども 市民 

子ども 市民 
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成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

地域で子どもを育てる取組・活動が活

発であると感じている市民の割合 
６１.９％ ６８.０％ 

出典：令和６年度市政に関するアンケート   

成果 
指標 

＊夢たちコラム＊ 誰でも集える地域の居場所 

住民が主体となって「やりたいこと、やってみ
たいこと」を実現する地域の居場所「地域福祉ア
ンテナショップ」が立川のまちには複数あります。
各アンテナショップでの活動は多彩で、人との触
れ合いやモノづくりなど、様々な活動を通して多
世代交流と体験ができる場所となっています。夏
祭りやクリスマス会などの季節のイベントや「子
どもの孤食を防ぎたい」「学校へ行きづらい子に
も来て欲しい」という想いからの食の支援や活
動も行われています。地域の人がボランティアで
活躍していて、誰でも好きな時間にふらっと立ち
寄って、過ごせる場所です。 

自治会加入率の低下や、PTA の廃止など、子
育て世代でもライフスタイルの多様化による地域
のつながりの希薄化が進んでいます。地域のつ
ながりが薄れることにより、子どもたちが地域の
中で遊び、学び合う機会が少なくなっています。
一方で、不登校やひきこもりなどの問題からも、
家庭や学校以外での居場所づくりの取組が各地
で広がっています。 

 

立川市では、誰もが活躍できる地域の居場所
を点在させることで、望まない孤立を防ぐ、地域
のつながりづくりを進めています。住民が気軽に
立ち寄り、相談や交流ができる地域の拠点が「地
域福祉アンテナショップ」です。人とのかかわりが
苦手な方が、社会とかかわる体験の場として利
用したりすることもあります。 

「地域福祉アンテナショップ」以外でも、団体や
個人でイベントや地域食堂などの活動が行われ
ています。無くてはならない活動ですが、継続的
な運営には資金と活動するメンバーの確保が大
きな課題となっています。 

一人ひとりの状況が違う中で、子どもたちが安
心して過ごせる場所は、多様であることが望まれ
ます。現在は、大人たちだけで活動内容を決め
ているところがほとんどですが、大人目線で考え
るだけではなく、子どもたち自身がやりたいこと、
楽しいと思うことを一緒に考えて実行できること
を目指します。誰もが気軽に立ち寄って、多くの
体験ができ「ここに居ていいんだ」と思える場所
がまちのあちこちにある、そんな立川市になるよ
う、活動を進めていきます。 
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２ 青少年の育成・支援 

 
 
 
 

●少子化や核家族化、情報化の進展により子どもの育つ環境は変化し、限られた人間関

係の中で社会性や自立心を自然に身に付ける機会が得られにくくなっています。 

●子どもたちが、将来の家庭や社会生活に希望を持って、自分らしい未来を築いていける

ように、他者への配慮や社会性、自らの意志と責任で行動する力を身に付け、自立して

歩み出せるための支援が求められています。 

●学校や地域と連携して、様々な生活的・社会的な体験の機会をつくり出すとともに、心

身ともに成長が著しい思春期における心と体の問題に関して、健康教育を実施し、相談

体制を強化する必要があります。 

●子どもたちが事故や事件に巻き込まれないよう、交通安全対策や地域における防犯活

動など、子どもの安全・安心を確保する取組が重要です。 

 

 

（１）あなたは悩みがあったときに、だれに相談しますか 

小学５年生、高校２年生世代で「父母」、中学２年生で「学校の友だち」が最も多くなってい

ます。なお、「相談する人がいない」は小学５年生で５.０％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 
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（２）日々をどのように感じていますか 

子ども本人全体では 54.4％が楽しいと回答していますが、区分別でみると、高校２年生世

代が 35.6％と低くなっています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 
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① 思春期保健対策や相談体制を充実させます。 

② 成長に応じた食育を推進します。 

③ 成長に応じた社会性や自立心を育みます。 

④ 子どもが安心して暮らすことができる環境づくりを進めます。 

 
 
 
 

①思春期保健対策や相談体制の充実 

26 思春期の保健教育の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

自分の身体や健康に関心を持ち、自らを大切にする意識を育むとともに、望まない妊

娠や性感染症を防ぐため、各教科等の指導に基づき、子どもの成長に応じた性に対す

る正しい理解を含む保健教育を進めます。 

また、人権教育において、思春期・青年期における交際相手からの暴力の防止を啓発

します。 

担当課 男女平等推進課、指導課 

27 喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する啓発 ◆継続◆ 

取組内容 

喫煙・飲酒・薬物に関する教育を充実するとともに、関係諸機関・団体と連携し、防止を

目的としたキャンペーンや講座などを実施します。 

また、各教科等の指導内容に基づき、喫煙・飲酒・薬物に関する教育を充実します。 

 

担当課 健康推進課、子ども育成課、学務課、指導課、生涯学習推進センター 

28 情報教育の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

ICT 機器*を活用した教育を推進するとともに、個人情報の保護や著作権の尊重、危

険回避の方法など、情報モラル教育やメディア・リテラシー教育(情報を適切に選択し

活用する能力の育成)を推進します。 

担当課 学務課、指導課 

４ (再掲）学校における相談体制の確保 ◆継続◆ 

取組内容 

スクールカウンセラー*制度の活用や学校支援員*の活用により、学校において子ども

たちが相談しやすい環境を確保し、スクールソーシャルワーカー*など相談先の周知を

図ります。 

担当課 指導課 

   

取組 
項目 

取組の 
方向性 

協働 

協働 

応援 
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②成長に応じた食育の推進 

29 乳幼児期からの食育と家庭に向けた啓発 ◆継続◆ 

取組内容 

パパママ学級や離乳食教室、乳幼児健康診査などを通じ、乳幼児期からの食育を推

進します。 

保育園等においては、栄養計画を毎年策定し、食に関する体験機会を提供するととも

に、家庭に向けたおたよりやホームページ等により、食の重要性を啓発します。 

担当課 保育課、子ども家庭センター 

30 小中学校における食育の推進 ◆充実◆ 

取組内容 

児童・生徒が「食」への関心を高め、食べることの大切さを理解し、望ましい食習慣と食

に関する正しい知識を身に付けることができるよう、栄養士による給食時間の学校訪

問や給食を教材とした食に関する授業支援等を実施します。 

担当課 学校給食課 

31 保育園や学校における食物アレルギーへの対応 ◆充実◆ 

取組内容 

食物アレルギーのある子どもが、保育園等や学校において安心して過ごせるよう、医

師の診断のもと、保護者と保育士や教員、栄養士、調理担当者等が十分連携して対応

します。また、教員等を対象とした食物アレルギー対応研修などを進めます。 

担当課 保育課、学務課、指導課、学校給食課 

32 地域における食育の推進 ◆充実◆ 

取組内容 

子どもと大人が共に食への理解を深めるため、関係団体等と連携して、食事づくりな

どの体験型事業を実施します。 

農作物の収穫体験や市内産食材を使用しての親子料理教室、小学校での食育・緑育

授業を通じて、地産地消や都市農業の大切さを伝えます。 

 

担当課 くらし相談課、農業振興課、健康推進課、生涯学習推進センター 

 

  

子ども 市民 協働 応援 
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③成長に応じた社会性や自立心の育成 

33 乳幼児と触れ合う機会の充実 ◆継続◆ 

取組内容 
生命の大切さや子育ての楽しさを体感するため、幼稚園や保育園等における育児体

験学習において、乳幼児と触れ合い交流する場を提供します。 

担当課 保育課 

34 職業体験やボランティア体験の機会の拡大 ◆継続◆ 

取組内容 

将来に向けた職業観を養うため、地域の事業者の協力により、職業体験やボランティ

ア体験の機会を増やします。 

また、職業体験やボランティア体験を通して、幼稚園や保育園、乳幼児の育ちについて

関心を高められるよう努めます。 

担当課 子ども家庭センター、子ども育成課、保育課、指導課、生涯学習推進センター 

35 地域における青少年健全育成 ◆継続◆ 

取組内容 

青少年健全育成地区委員会*などの地域団体や学校との連携を通じて、地域全体で青

少年健全育成に取り組むことができるように支援します。また、子どもや子育て家庭を

見守る民生委員・児童委員の活動を支援します。 

担当課 子ども育成課、地域福祉課 

36 若者の自立支援 ◆新規◆ 

取組内容 

社会生活を営む上で困難を抱える義務教育後の子ども・若者を行政、ＮＰＯ、社会福

祉法人などの支援機関・団体によるネットワークを活用して、就労(一般・福祉)、就学、

公的支援(生活保護等)につなげます。 

担当課 子ども育成課 

37 子ども会活動の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

体験活動や社会奉仕活動、異年齢交流などを通じて、 社会性や生きる力*を育むた

め、子ども会等を支援します。また、子ども会連合会と連携して、指導者や育成者の発

掘・養成、子ども会活動のＰＲ、新規会員の加入促進に取り組みます。 

 

担当課 子ども育成課 

38 青少年の非行や犯罪の防止 ◆継続◆ 

取組内容 

非行や犯罪の防止を推進する更生福祉協力員*の活動を支援します。また、学校教育

と社会教育の連携による非行防止や更正への理解を啓発する活動、社会を明るくす

る運動を支援します。 

担当課 地域福祉課 

  

協働 

子ども 協働 

協働 応援 

応援 

子ども 協働 

協働 応援 
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④子どもが安心して暮らすことができる環境づくり 

39 交通安全対策の実施 ◆継続◆ 

取組内容 

学校やＰＴＡ、警察等が連携し、自転車安全運転免許証交付事業や交通安全教室を実

施するとともに、交通安全啓発教材や黄色い帽子などを配付します。 

通学路の安全を確保するため、安全点検の実施や交通安全施設の設置に取り組みま

す。また、学校の安全教育に関する計画に基づき、交通安全に関する指導を充実しま

す。 

担当課 交通企画課、道路課、学務課、指導課 

40 地域における防犯活動の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

地域の防犯意識向上のため、あいあいパトロール*隊や自治会連合会等の防犯活動

に取り組む地域団体へ支援をするとともに、情報交換や連携を図ります。また、自治会

防犯カメラ整備事業補助金の周知を行い、地域の安全・安心のための活動を支援し、

身近な地域における犯罪抑止と防犯対策を推進します。 

地域市民によるこどもの人権 110 番事業、あいさつ運動などを支援します。 

犯罪被害等から子どもを守るため、安全教育に努めるとともに、防犯ブザーの貸与や

見守りメール*の配信などに取り組みます。 

 

担当課 危機管理課、子ども育成課、学務課、指導課 

41 子どもが安心して学習できる学校の環境づくり ◆継続◆ 

取組内容 

１人１台タブレット PC の整備に伴い、タブレット PC の故障、破損などの修理対応やヘ

ルプデスクの設置により、学校におけるタブレット PC 等の教育ＩＣＴ環境の円滑な活

用をサポートします。 

学習系システムにおいては AI デジタルドリルなどを導入し、ICT を活用した教育の

質の向上や情報活用能力の育成を実現します。 

また、子どもたちが安全に学校で過ごし安心して学習に取り組めるように、修繕やバリ

アフリー化等の環境整備を進めます。 

 

担当課 教育総務課、学務課   

市民 協働 

応援 

協働 
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42 災害時の安全確保 ◆継続◆ 

取組内容 

家庭・学校・地域が連携して、計画的・体系的に、学校等における防災教育を実施する

とともに、学校等を会場として実施する地域防災訓練を活用して体験訓練の機会を確

保します。また、災害時には自ら身を守れるよう啓発や訓練を進めます。 

保育園など各施設では、安全計画に基づいて様々な想定での訓練を行い、職員の災

害対応力を高めます。 

 

担当課 防災課、子ども家庭センター、子ども育成課、保育課、指導課 

 
 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

日々を「楽しい・まあ楽しい」と感じる

と回答した児童・生徒の割合 

① 小学５年生 

② 中学２年生 

③ 高校２年生 

① ９０.９％ 

② ９３.９％  

③ ７６.３％ 

① ９５.０％ 

② ９５.０％ 

③ ８０.０％ 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン市民意向調査 

成果 
指標 

子ども 市民 協働 
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施策目標３ ひとりひとりに応じた学びの場づくりを支援します 

１ “生きる力”を育む教育の推進 

 
 
 
 

●子どもたちが、自らの可能性を信じ、困難な場面に立ち向かい、未来を切り拓いていく

ためには、「生きる力*」を育むことが大切です。 

●子ども自らの学ぶ意欲を大切にしつつ、個性を伸ばしながら物事に対する判断力や豊

かで自立的な心を養うことができるよう、学校・家庭・地域が連携して多様な教育活動

に取り組む必要があります。 

●様々な困難を抱える子ども一人ひとりのニーズに応じて、適切な支援が可能な教育体

制の充実を図るとともに、安全で快適な教育環境を整備することも重要です。 

 

 

（１）令和５（２０２３）年度 立川市民科の取組 

小中学校では、地域や保護者の協力を得て、地域に根ざした学習に取り組んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【小学校１年】「あきをたのしもう」 

秋ならではの自然物を使った遊びを楽し

むため、地域の方にゲストティーチャーを

お願いし、公園でどんぐり拾いを行いまし

た。今年は、拾ったどんぐりをその場で独

楽にして、楽しむこともできました。どのど

んぐりが回しやすいか、楊子をどう刺した

らバランスが良いか、試行しながら制作を

楽しむことができました。 

 

現状 

【小学校２年】「あの人にあいたいな」 

まちたんけんで見つけたお店に、インタビ

ューをしました。それぞれのお店について

知りたいことを出し合い、役割分担をし

て、臨みました。道具の大きさや匂いなど、

実際に見て、初めて分かることがたくさん

ありました。学習のまとめとして、新聞にま

とめ、保護者への発表も行いました。 

お店のよさや、お

店の人のねがい

を、インタビュー

して調べよう！ 

【小学校３年】「地域の魅力を伝えよう」 

立川市にはどのような魅力があるのか、

魅力を伝えたいという思いをもち、タブレ

ットＰＣで調べたり、見学したりして得た

情報を整理・分析し、スライドにまとめ、

学習発表会で発表しました。 

食材が混ざらな

いように、部屋が

分けられている

んだね。 

給食センターに

は、1000人分作れ
る鍋があるんだ。 

【小学校５年】「立川シビックプライド」 

地域の企業の方から、プラモデルの作り方

を学びました。立川市には様々な企業が

あることを知り、そこから立川シビックプラ

イドの学習につなげる学習活動を行いまし

た。 

【小学校６年】「救命講習」 

立川市の消防署の方から、心肺蘇生

法について教えていただきました。

AED の使い方や心肺蘇生法を学ぶ

ことを通して、理科の「人の体のつく

り」や保健の学習につなげる学習活動

を行いました。 

【小学校４年】「地域安全マップを作ろう」 

子どもたちが住む栄町にある、安全な場

所と危険な場所を調べ、「入りにくく、周り

から見えやすい場所は安全」という視点で

ＩＣＴを活用してまとめました。調べたこと

を２年生に伝えました。 

地域のこと

をもっと知

りたいな。 

いざというと

きのために、

しっかり練習

しておこう。 
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出典：立川市教育委員会 

 
 
 
 
 

① 子どもの意欲を大切にした学校教育を推進します。 

② 適切な教育支援と計画的な教育環境の整備を実施します。   

取組の 
方向性 

【中学校１年】自分の進路を考える    

ハローワーク立川の方から職業について

の講話を伺い、「自分の興味のある分野

は何か」「どこに気持ちが向いているの

か」などを知ることができた。また、どのよ

うな職業があるのかを知り、将来につい

て考えるきっかけとなった。 

【中学校２年】「職場体験」 

地域の商店や民間企業、公的事業所など

の職場で実際に仕事をしました。勤労を

通じて人と人との関わりや進路への興味

や関心を高め、社会性を身に付けると同

時に、自分の生き方を考える機会としまし

た。 

【中学校３年】「京都市と立川市を比較

しよう」 

事前に立川市の情報と京都市の情報

について下調べを行った上で、観光地

としての京都の取組を実際に見学しま

した。「これは立川にもあるといい」「こ

んな取組をすれば立川にも観光客がた

くさん来るのではないか」と気づきが生

まれ、新しい角度から立川市をみつめ

ることができました。 

立川市と京都市

の観光客数には

大きな差がある

ね。 
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①子どもの意欲を大切にした学校教育の推進 

43 確かな学力の定着 ◆継続◆ 

取組内容 
児童・生徒一人ひとりの学習の進度や興味・関心、発達段階等に応じた学びを実現す

るとともに、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善を推進します。 

担当課 指導課 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

取組 
項目 

＊夢たちコラム＊ 子どもに合った授業のあり方 

私は、英語を学ぶことは大事だと思います。中
学校にあがれば、英語の授業が難しくなり、レベ
ルが上がると思っていました。けれど、私が思っ
ていたものとは違いました。 

中学１年生の始め、英語の授業はアルファベッ
トを覚えることから始まり、ほとんどの授業が日
本語で行われました。ALT の先生がいる授業も
あったけれど、英文を読むだけで ALT の先生が
授業を担当することはありませんでした。 

中学３年生になって、ALT の先生が代わり、
新しい英語の先生も入りました。けれどやはり授
業の行い方は変わらず、日本語のままでした。 

個人的には、もう少し英語を増やしてほしい、
レベル別のクラス分けをしてほしいと思っていま
す。私はどちらかと言えば英語ができる方です。
学校の英語はほとんどわかってしまいます。簡単
に理解ができるし、知っていることの方が多いで
す。 

ただ、私はもう少し日常で役に立つような、自
然な話し方やネイティブなフレーズを学校で教え
てほしいと思いました。学校での教育内容は日
本で決まっていると思います。なので授業内容
を変更してほしいとは思いません。ただ、もう少
し学び方を工夫してほしいと思います。 

例えば、英語の短編映画や短編アニメなどの
動画を流す、などです。赤ちゃんが言葉を覚えて
いく様に、留学生が母国語以外の言葉を話せる
ようになる様に、動きや状況、言葉を一緒に見続
ければ英語を得意とする人は増えると思います。 

私や私の周りの友人は来年度の受験に向けて
勉強を頑張っています。中学３年生の授業に追
いつけるように、置いていかれないように頑張っ
ています。ですが中には「翻訳機能があるから英
語はできなくてもセーフ」と話している友人は少
なくありません。 

21 世紀、現代、世界の技術は発達し、翻訳が
できるアプリや機械はたくさんあります。けれど、
機械を通して言葉を受け取るより、目を見て話
せた方が良いと思います。 

私は 2025 年度から中学３年生になります。
中学３年生が日本の考え方や教育を一変できる
とはとても思いません。けれど、この作文を通し
て私の意見が広く伝わり少しずつ、少しでも、日
本の英語教育が変わることを願っています。 
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44 多様な教育活動の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

東京都、国の研究校の指定制度などを活用し、知・徳・体に関する指導の充実や特色

ある教育活動に取り組みます。また、地域の実情を踏まえ、国際理解教育や環境教

育、歴史を踏まえた郷土学習やキャリア教育を関連付けた立川市民科等を推進しま

す。 

担当課 指導課 

２ （再掲）学校における人権教育の実施 ◆継続◆ 

取組内容 
様々な人権課題に対する正しい理解を深め、人権尊重の理念を定着させ、あらゆる偏

見や差別をなくす教育の充実を図ります。 

担当課 指導課 

28 （再掲）情報教育の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

ICT 機器*を活用した教育を推進するとともに、個人情報の保護や著作権の尊重、危

険回避の方法など、情報モラル教育やメディア・リテラシー教育(情報を適切に選択し

活用する能力の育成)を推進します。 

担当課 学務課、指導課 

30 （再掲）小中学校における食育の推進  ◆充実◆ 

取組内容 

児童・生徒が「食」への関心を高め、食べることの大切さを理解し、望ましい食習慣と食

に関する正しい知識を身に付けることができるよう、栄養士による給食時間の学校訪

問や給食を教材とした食に関する授業支援等を実施します。 

担当課 学校給食課 

45 読書活動の推進 ◆継続◆ 

取組内容 
学校図書館のさらなる活用を目指し、地域の図書館と連携して、子どもたちの読書活

動を推進するとともに、調べ学習や知的好奇心を満たす活動を支援します。 

担当課 学務課、指導課、図書館 

46 学校における文化・芸術活動の推進 ◆継続◆ 

取組内容 
文化・芸術に触れる体験や文化・芸術活動の発表の機会を充実することにより、豊か

な感性や情操を育みます。 

担当課 指導課 
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②適切な教育支援と計画的な教育環境の整備を実施 

47 特別支援教育*における相談の充実 ◆継続◆ 

取組内容 

児童・生徒、保護者に対し、就学時にとどまらず、中学校卒業後の進路までを見据えた

情報提供や支援内容の提案を行うとともに、多様な関係機関との切れ目のない連携

体制をより一層充実させていきます。 

担当課 教育支援課 

48 学校における特別支援教育*の体制の充実と取組への支援 ◆継続◆ 

取組内容 

障害の有無にかかわらず、共に学び合い理解し合うことを追求しつつ、小中学校にお

ける通常の学級や通級による指導、特別支援学級といった連続性のある多様な学び

の場を用意し、合理的配慮の下、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・

支援を行うことができる学習環境や体制づくりを推進します。 

また、都立特別支援学校と連携した研修等の充実に取り組み、学校における組織的・

計画的な特別支援教育*の指導の充実につなげます。 

担当課 指導課、教育支援課 

49 特別支援教育*の理解・啓発 ◆継続◆ 

取組内容 

インクルーシブ教育システム*の構築の一環として、各校の実態に応じて、通常の学級

や特別支援学級、特別支援学校の児童・生徒の「交流及び共同学習」の内容の充実に

取り組むともに、共生社会の形成に向け、特別支援教育*に関して児童・生徒、保護者、

地域への理解を深めます。 

担当課 教育支援課 

50 就学前から就学後までの情報共有のしくみづくり ◆継続◆ 

取組内容 

就学支援シート*や保育所児童保育要録、幼稚園幼児指導要録等を活用して、園児の

状況を学校へ引き継ぐことにより、配慮や支援の必要な児童が安心して生活できるよ

うにします。 

担当課 教育支援課、保育課 
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４ （再掲）学校における相談体制の確保 ◆継続◆ 

取組内容 

スクールカウンセラー*制度の活用や学校支援員*の活用により、学校において子ども

たちが相談しやすい環境を確保し、スクールソーシャルワーカー*など相談先の周知を

図ります。 

担当課 指導課 

５ 
（再掲）子ども自身も利用しやすく、必要な支援につながる教育

相談*の実施 
◆継続◆ 

取組内容 

市内在住の幼児、小学生、中学生、高校生とその保護者を対象に、教育上の悩みや不

安事に対し、心理の専門家によるカウンセリングや心理療法等を行うとともに、多様な

関係機関との切れ目のない連携を充実し、子どもや保護者の不安や悩みの解消につ

なげます。 

担当課 教育支援課 

11 （再掲）いじめの防止と早期発見・早期対応 ◆継続◆ 

取組内容 

いじめ防止条例に基づき、弁護士等による「いじめ防止授業」を実施するとともに、子

ども、保護者等を含むすべての大人に対し、いじめの防止等に関する広報・啓発に取

り組みます。また、いじめの早期発見・早期対応のために、いじめアンケート調査を定

期的に実施するとともに、連絡・相談体制の整備として多様な関係機関との切れ目の

ない連携を充実します。 

担当課 指導課、教育支援課 

51 不登校等の児童・生徒への支援体制の強化 ◆継続◆ 

取組内容 

教育支援センター*や不登校対応巡回教員*・スクールソーシャルワーカー*等の専門人

材を活用し、児童・生徒が抱えるいじめや不登校などの多様な課題に対応します。ま

た、連絡・相談体制の整備として多様な関係機関との切れ目のない連携を充実しま

す。 

不登校及び不登校傾向の児童・生徒に対し、個別や小集団での指導を行い、児童・生

徒の教育機会の確保に取り組みます。 

担当課 指導課、教育支援課 

41 （再掲）子どもが安心して学習できる学校の環境づくり ◆継続◆ 

取組内容 

１人１台タブレット PC の整備に伴い、タブレット PC の故障、破損などの修理対応やヘ

ルプデスクの設置により、学校におけるタブレット PC 等の教育ＩＣＴ環境の円滑な活

用をサポートします。 

学習系システムにおいては AI デジタルドリルなどを導入し、ICT を活用した教育の

質の向上や情報活用能力の育成を実現します。 

また、子どもたちが安全に学校で過ごし安心して学習に取り組めるように、修繕やバリ

アフリー化等の環境整備を進めます。 

担当課 教育総務課、学務課 

   

応援 

応援 
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成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

毎日楽しく学校に通っていると回答した児

童・生徒の割合  

① 小学生 

② 中学生 

① ８７.８％ 

② ８４.９％ 

① ９０.０％ 

② ８７.０％ 

出典：学校評価児童・生徒アンケート 

 

 
   

成果 
指標 
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２ 家庭・地域との連携による学校づくり 

 
 
 
 

●学校教育を通じてより良い社会性を育むために、学校だけがその役割を担うのではな

く、地域の多様な資源を活用し、家庭や地域と連携協力の下で進めていくことが大切で

す。 

●家庭や地域が学校の教育活動を支援し、地域全体で子どもを見守り・育むための学校

づくりを進める必要があります。 

●学校の教育内容などの情報を発信・公開し、積極的に学校施設を地域へ開放するとと

もに、保護者や地域の意向を反映した学校運営に取り組み、さらに開かれた学校づくり

を進めることも重要です。 

 

 

（１）コミュニティ・スクール実施状況 

コミュニティ・スクールは、平成３０年度に立川第五中学校区・立川第八中学校区で先行し

て実施し、平成３１年度からは市内全校で開始されました。地域住民や保護者とともに、地域

の特性を生かした学校運営を推進しています。 

 

 
 
 
 

① 地域による学校支援を充実させます。 

② 開かれた学校づくりを推進します。 

③ 学校施設の多様な活用を進めます。   

現状 

取組の 
方向性 
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①地域による学校支援の充実 

52 地域ボランティアの活用 ◆継続◆ 

取組内容 

学校において地域の教育力を生かすため、保護者や地域の中から学校支援ボランテ

ィアを募り、生活や学習の支援、部活動の指導、環境整備、登下校時の見守りなどにお

ける活用を進めます。また、ボランティアの育成・登録や学校との調整など、活用のしく

みづくりを進めるとともに、地域と学校との連携を強化します。 

 

担当課 指導課、生涯学習推進センター 

53 学校・家庭・地域の連携 ◆継続◆ 

取組内容 

学校教育を通じてより良い社会を創るために、地域人材や物的資源を活用して、学

校・家庭・地域が連携した教育を推進し、地域全体で子どもたちの成長を支えます。 

 

担当課 指導課 

54 幼稚園・保育園と小学校、小学校と中学校の連携 ◆継続◆ 

取組内容 

幼稚園・保育園・小学校が互いの役割や教育・保育の内容を理解し、子ども同士や職

員同士が交流する機会を設け、就学前と小学校の教育の円滑な接続を進めます。ま

た、小中学校についても、相互の情報交換と交流を通じ、円滑な接続を目指します。 

担当課 指導課、保育課 

55 児童・生徒の自主的な取組の支援 ◆継続◆ 

取組内容 
校内や地域の課題の解決に向け、児童会・生徒会活動など、児童・生徒の立場から自

発的自治的に取り組む活動を支援し、学校生活の充実や改善を進めます。 

担当課 指導課 

   

取組 
項目 

市民 協働 応援 

協働 
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②開かれた学校づくり 

56 
コミュニティ・スクールや学校評価の活用による地域参画の学校

運営 
◆継続◆ 

取組内容 

コミュニティ・スクールとして、地域学校協働本部*と一体となり、地域や市内外の多様

な資源を、授業や児童・生徒への支援等に積極的に活用し、地域と連携した教育活動

をより一層推進します。また、教職員による自己評価、子どもや家庭・地域による外部

アンケート、学校運営協議会*委員による外部評価を実施し、教育活動の改善に反映さ

せます。 

担当課 指導課 

57 学校の運営状況等に関する積極的な情報提供 ◆継続◆ 

取組内容 

ホームページ等において、学校の教育活動に関する情報を広く発信するとともに、学

校公開や立川教育フォーラム*を開催し、学校の運営等に関する地域の理解と連携を

深めます。 

担当課 指導課 

 

＊夢たちコラム＊ 子どもはみんな輝いている 

生まれたばかりの赤ちゃん、よちよち歩きの幼
児、大きなランドセルを背負った１年生。子どもは
みんな様々な輝く面を持っています。 

その時々に合わせて喜怒哀楽の表情をしっか
り素直に表しています。 

特別に教えなくても、子どもは素直な目で親
の背中を見て、聞いて、感じて良いことも悪いこ
ともしっかり受け止めています。親は気がつかな
くても、知らなくても子どもは様々な刺激を受け
成長しています。 

外からの刺激に反射して子どもが光り輝いて
います。小さいけどたくさんの面を持っている子
どもたち。家庭、学校だけでなく、地域の大人た
ちとも接して、様々な輝きを見せて欲しいと願っ
ています。 

 

子どもは、家庭、学校、地域ではまったく違う
面を見せていることがあります。どの面が本当の
面なのかと思うこともありますが、でも、どの面も
その時は素直な心で表した本当の面なのでしょ
う。 

一年、一年、成長していくなかで、いつか、自
分の中から自然と輝きを増していく子どもたち。
そんな光輝く子どもを早く見たいなと、少し離れ
た地域の大人の目から、また、子育ては遥か昔
に終わり、孫たちの子守もだいぶ昔にお呼びが
かからなくなった現在、地域で接する子どもたち
に、自然と目を向けてしまいます。 

朝の登校する子どもたちの顔を見ながら、「お
はよう。いってらっしゃい」の声をかけて、今日は
元気がないと心配したりして。 

そんな子どもたちの元気な声に力をもらい、キ
ラキラ輝いている子どもたちの見守りを今日もし
ている私です。 

子ども 協働 
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③学校施設の多様な活用 

58 学校の地域開放の促進 ◆継続◆ 

取組内容 
学校教育に支障がない範囲において、地域の行事や催しなど、地域の実情やニーズ

に応じた積極的な活用を促進します。 

担当課 子ども育成課、教育総務課 

59 学校施設を活用した居場所づくり ◆継続◆ 

取組内容 
学校施設について、学童保育所や放課後子ども教室くるプレ*など、子どもたちの安全

で快適な居場所として、有効活用を進めます。 

担当課 子ども育成課、教育総務課 

 
 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

保護者や地域との連携による学校

経営を行っていると回答した保護

者の割合 

① 小学校 

② 中学校 

① ８３.５％ 

② ７８.４％ 

① ８５.０％ 

② ８０.０％ 

出典：立川市教育委員会 

成果 
指標 

市民 協働 

応援 
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施策目標４ ひとつひとつの家庭に応じた＜子育て＞を支援します 

１ 妊産婦及び乳幼児等の健康支援 

 
 
 
 

●子どもを望むすべての家庭が、安心して妊娠・出産・子育てができるように、妊娠前から

一貫した相談・支援体制の整備が求められています。 

●すべての妊婦に面談を行い、母子保健・子育てに関する情報提供や相談などの支援を

行うとともに、妊婦健康診査や保健師等による家庭訪問、産後の心身のケアなどを通じ

て、妊産婦の不安や孤立感を軽減する必要があります。 

●乳幼児健康診査や各種相談・支援事業を推進することで、乳幼児の健やかな成長・発

達を支援する必要があります。 

●子どもが健やかに安心して育つためには、小児医療体制の維持や予防接種の勧奨、乳

幼児の事故の防止や感染症対策なども重要です。 

 

 

（１）立川市で安心して子どもを産み育てることができる環境と思うか 

立川市において、安心して子どもを産み育てることができる環境と思うかについては、「思う」

「どちらかといえばそう思う」の割合は、令和５（20２３）年度では８６.３％となっており、平成３

１（20１９）年度の８１.１%と比較すると、５.２ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：令和 6 年度市政に関するアンケート集計結果（令和 5 年度実績） 

   

現状 

30.3%

25.8%

28.1%

22.6%

22.1%

56.0%

57.2%

59.9%

61.7%

59.0%

8.6%

11.6%

8.1%

10.3%

10.1%

2.0%

3.0%

1.7%

2.2%

3.5%

3.1%

2.3%

2.2%

3.1%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2023年度

2022年度

2021年度

2020年度

2019年度

思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

思わない

思わない 無回答
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（２）立川市の主な母子保健サービス 

安心して妊娠し、出産・子育てできるよう、妊娠期から切れ目のない寄り添った支援を進め

ます。また、乳幼児健康診査等を通じて乳幼児の発育や発達を確認し、乳幼児期の成長を支

援しています。 

 

事業名 対象 事業内容 

母子健康手帳交付 妊婦 

妊娠届出時に、母子健康手帳や妊婦健康診査
受診票、妊婦超音波検査受診票ならびに妊婦
子宮頸がん検診受診票などの必要な書類をお
渡ししています。 

妊婦サポート面接 妊婦 

健康会館では妊娠届出をされた、すべての妊婦
に保健師・助産師による相談や子育てサービス
の紹介を行っております。なお、妊婦サポート面
接（初回）を受けた方には、ギフトをお贈りしてい
ます。 

妊婦のための支援給付 妊婦 令和７年４月からの新制度 

パパママ学級 
妊娠されている方(16
週以降・初産)とパー
トナー 

妊娠 ・出産 ・育児などについて学ぶ教室です。
育児の仲間をつくる機会にもなります。 

妊婦歯科健康診査 妊婦 
市内指定歯科医療機関にて公費負担で受けら
れます。 

妊婦健康診査 妊婦 

指定医療機関で対象となる健康診査を公費負
担で受けられます（14 回分）。都外の医療機関
や助産所で受診した場合は、申請により費用の
一部を助成しています。また、多胎児を妊娠した
妊婦を対象に、通常 14 回の健康診査の助成に
ついて、追加で受診する健康診査にかかる費用
を最大５回分助成します。 

新生児聴覚検査 
新生児 
（生後 50 日までの
児） 

指定医療機関にて一部公費負担で受けられま
す。都外の医療機関にて自費（保険適用外）で
行った場合は、申請により検査費用の一部を助
成しています。 

妊産婦・乳幼児保健指
導 

経済的な理由で受診
が困難な妊産婦及び
乳幼児 

診察などの保健指導を指定医療機関にて公費
負担により受けられます。 

母子栄養食品支給 
経済的な理由で生活
に困っている妊産婦
及び乳幼児 

粉ミルク引換券を交付しています。 

妊産婦・新生児訪問指
導 
こんにちは赤ちゃん 

妊婦・産婦・新生児
(乳児) 

赤ちゃんのいるすべての家庭を保健師や助産
師が訪問し、子育てに関する情報の提供・相談
を行っています。 

産後ケア 

体調不良や育児不
安、ご家族などからの
援助が受けられない
母児（母児ともに医療
行為の必要がない） 

助産師から、乳児ケア、育児・授乳相談、休息や
食事の提供などを行います。宿泊、日帰りデイ
サービス、自宅訪問を利用することができます。 
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出典：立川市保健医療部 

   

事業名 対象 事業内容 

ファーストバースデーサ
ポート事業 

１歳前後の子どもを育
児中の家庭 

１歳を迎える子どもがいる家庭に、子育て状況
を把握するためのアンケートを送付しています。
アンケートに回答した家庭には、「育児パッケー
ジ」をお贈りしています。 

多胎児家庭支援（移動
経費補助）事業 

３歳未満の多胎育児
中の家庭 

申請があった家庭に、市保健師や助産師による
面接を通じて育児状況を把握しています。面接
を実施した家庭には、乳幼児健診や予防接種な
どの母子保健事業を利用する際にタクシー移動
で利用できる商品券を支給しています。 

3～4 か月児健康診査 
産婦（産後）健康診査 

3～4 か月児及びそ
の母親（６か月になる
日の前まで） 

身体測定、内科健診、産婦健診、育児・栄養・授
乳等に関する相談を行っています。（健診の結
果、必要となった乳児には経過観察を行ってい
ます。） 

6・9 か月児健康診査 
6～7 か月児及び 9
～10 か月児 

身体測定、医師による診察等を指定医療機関に
て公費負担で受けられます。 

1 歳 6 か月児健康診査 
1 歳 6 か月児(2 歳の
誕生日前まで) 

身体測定、内科健診、歯科健診、眼科検査、育
児・栄養・歯科等に関する相談を行っています。 

幼児歯科相談 

初回健診：2 歳児(3
歳の誕生日前まで) 
くり返し健診：2 歳
半、3 歳半 

歯科健診等を行っています。初回健診は、２歳
児を対象に行い、健診結果及びご希望により、
フッ素塗布やくり返し健診を行っています。 

3 歳児健康診査 
3 歳児(4 歳の誕生日
前まで) 

身体測定、内科健診、歯科健診、眼科検査、育
児・栄養・歯科等に関する相談を行っています。 

らくらくゴックン 
（離乳食準備教室） 

４～５か月児とその保
護者 

離乳食の進め方・知っていると役立つこと・気を
つけるポイントなどを学ぶ教室です。 

カミカミ教室 
（離乳食後期教室） 

８～10 か月児とその
保護者 

9 か月以降の離乳食について、回数や内容、目
安量などのポイント、手づかみ食べなど、離乳食
の悩みを解決するための教室です。 

キラキラ☆歯育て 
（親子歯みがき教室） 

1 歳～1 歳 2 か月児
(第 1 子)とその保護
者 

この時期に大切な栄養と虫歯予防について学
び、歯磨きの実習を行っています。 

親と子の健康相談 
妊婦、子ども（就学前
まで）やその保護者 

身長や体重の測定、発育や発達、育児、母乳や
離乳食、歯に関して相談を行っています。 
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① 母子保健サービスの充実を図ります。 

② 地域保健・小児医療体制の充実を図ります。 

 

 
 
 
 

①母子保健サービスの充実 

60 妊婦健診や保健指導による母の健康支援 ◆継続◆ 

取組内容 

妊婦健康診査をはじめ、各種健康診査の受診を促進するとともに、受診結果を把握

し、必要に応じて個別の支援を必要とする妊産婦に対する保健指導を進めます。 

 

担当課 子ども家庭センター 

61 母子健康手帳を通じた育児支援 ◆継続◆ 

取組内容 

母子健康手帳交付時に、安心して妊娠・出産・育児ができるよう、すべての妊婦に保健

師等による妊婦サポート面接で相談や子育てサービスの紹介を行います。また、妊

娠・出産時から就学後までの一貫した子どもの健康管理や情報提供のため、母子健康

手帳や母子健康手帳アプリの活用方法を検討します。 

担当課 子ども家庭センター、学務課 

62 パパママ学級等の開催 ◆継続◆ 

取組内容 

妊娠期の不安を解消するとともに、妊婦やパートナー同士の交流の機会を通じて友達

づくりをしながら、妊娠・出産・育児について学ぶパパママ学級を開催します。また、保

育園等において、プレパパ・プレママ向けの体験保育などを実施します。 

担当課 子ども家庭センター、保育課 

63 こんにちは赤ちゃん（乳児家庭全戸訪問）事業の取組 ◆継続◆ 

取組内容 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を助産師や保健師が訪問し、体重測定や

子育て支援の情報提供をはじめ、育児の相談や産婦の健康相談など、様々な相談に

対応するとともに、支援が必要な家庭については、適切なサービスの提供につなげま

す。また、産後ケア事業を通じて産婦の心身のケアや育児のサポート等を行うことが

できるよう支援します。 

担当課 子ども家庭センター 

 

  

取組 
項目 

取組の 
方向性 

応援 

応援 
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64 乳幼児健診等を通じた子どもの健康支援 ◆継続◆ 

取組内容 

乳幼児健康診査や各種相談を通じ、乳幼児の発育や発達の確認を行い、健全な育成

と疾病等の早期発見を行います。また、電話や訪問活動を通じて健診未受診児の現

況把握を強化し、支援が必要な家庭や保護が必要な乳幼児の発見に取り組みます。

また、所在が確認できない未受診児については、子ども支援ネットワークを活用し、そ

の所在の確認に努めます。 

担当課 子ども家庭センター 

65 産前・産後の妊産婦への支援 ◆継続◆ 

取組内容 

産前・産後の時期は、精神的に不安定になりやすく、身体的にも負担がかかるため、妊

産婦訪問や赤ちゃん訪問などを通じて妊産婦の健康状態等を把握し、関係部門や医

療機関と連携して支援を行います。また、産後ケア事業や育児支援ヘルパー事業*、シ

ョートステイ事業などを通じて安心して子育てできるよう支援します。 

担当課 子ども家庭センター 

66 生活リズムの重要性を学ぶ場の提供 ◆継続◆ 

取組内容 

子どもたちが健やかに成長するためには、適切な運動や調和がとれた食事、十分な休

養・睡眠など、生活リズムが大切であることを踏まえ、保健指導や育児相談に対応する

とともに、生活リズムの大切さをわかりやすく伝える講座やイベントを実施します。 

担当課 子ども家庭センター 

67 子どもを望む家庭への情報の提供 ◆継続◆ 

取組内容 

これから子どもを育てたいと考えている家庭に、妊娠・出産・子育てに関する情報や出

産・育児経験者との交流の機会を提供します。また、希望する家庭には、体験保育の

機会を提供するとともに、その後に続く子育ての不安や相談等に対応します。 

不妊等に係る情報提供や不妊治療費の一部助成に努めます。 

担当課 子ども家庭センター、保育課 

  

応援 

応援 

応援 
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②地域保健・小児医療体制の充実 

68 小児医療体制の整備 ◆継続◆ 

取組内容 

休日及び平日夜間の小児初期救急診療を継続するとともに、休日・夜間に開設してい

る小児医療機関の情報を提供します。また、身近な地域において日常的な診療や健康

管理を担う、かかりつけ医の普及啓発を進めます。 

担当課 健康推進課 

69 歯と口の健康づくりの推進 ◆継続◆ 

取組内容 
歯科健康診査を通じ、乳幼児期から学齢期までの虫歯予防を推進します。また、学校

等と協力して、歯と口の健康に対する意識向上に努めます。 

担当課 子ども家庭センター、学務課 

70 予防接種や感染症対策の適正な実施 ◆継続◆ 

取組内容 

予防接種法に基づき、適正かつ安全な予防接種の実施を進めます。感染症対策とし

て、関係機関と連携し接種を勧奨するとともに、保護者の相談に随時対応するなど、情

報提供に努めます。また、季節性インフルエンザの発病や重症化予防、子育て世代へ

の経済的負担の軽減のためインフルエンザワクチンの接種について費用助成を行い

ます。 

担当課 健康推進課 

 
 
 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

安心して子どもを産み育てること

ができると感じている市民の割合 
８６.３％ ８８.０％ 

出典：令和６年度市政に関するアンケート 

 

   

成果 
指標 

応援 
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２ 家庭における子育てへの支援 

 
 
 
 
 

●核家族化の進行と地域のつながりの希薄化により、身近な地域に相談相手がいないな

ど、子育てに不安や負担感を抱えたり、社会からの孤立感や疎外感を持つ保護者が増

加しています。 

●地域においては、子どもを育てるすべての家庭を対象に、子育ての不安や孤立感を軽

減するため、情報提供や相談機能の充実、保護者同士の交流の場づくりなどが求めら

れています。 

●幼稚園・保育園・認定こども園などの子育て関係機関や団体が、その機能や専門的な知

見を生かして、地域における子育て支援事業を展開することも必要です。 

●地域の人々が積極的に子育て支援にかかわることにより、互いに助けあう地域づくりを

進めていく必要があります。 

●国や東京都の制度に基づき、子育てに対する経済的な負担を軽減することも重要です。 

 

 

（１）子育て中に困っていることや悩んでいること（就学前児童の保護者） 

就学前児童の保護者のうち、「子育てによる身体の疲れが大きい」「日常生活でのしつけや

常識」の２項目について、「ある」と回答した人の比率が約５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査   

現状 

8.2%

13.4%

16.6%

18.7%

20.2%

22.2%

22.3%

26.2%

26.8%

27.5%

30.2%

31.9%

34.1%

35.4%

38.4%

42.1%

43.4%

44.1%

47.0%

47.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

いじめ、非行・暴力の心配

幼稚園や保育園、学校に行きたがらない

子どもの友人関係

子どもの学習や成績

地域や幼稚園・保育園、学校の活動

子どもの進路

子どもの親同士のつきあい

子どもを叱りすぎたり、世話をしなかったりしてしまう

子どもの健康状態

子育てを自分ひとりでしなければならない

住居がせまい

子どもの発育・発達

スマートフォン等でのSNSやゲームの使い方

子育ての苦労を周囲に理解してほしい

子どもの生活習慣

子育てによる精神的な疲れが大きい

家での態度（言葉づかい、遊び、生活時間）

子育てで仕事や用事が十分にできない

日常生活でのしつけや常識

子育てによる身体の疲れが大きい
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① 子育てに関する相談・情報提供体制の充実と保護者同士の交流を促進します。 

② 地域における子育て支援を充実します。 

③ 子育てに伴う経済的負担の軽減を図ります。 

 
 
 
 

①子育てに関する相談・情報提供体制の充実と保護者同士の交流の促進  

71 利用者支援事業の充実 ◆充実◆ 

取組内容 

子育てに関する相談に対応するとともに、個々の状況に応じ、幼稚園・保育園等の教

育・保育施設や子育て支援事業等に関する情報を提供し、必要なサービスにつなぎま

す。また、子ども家庭センターが中心となり、利用者支援事業従事者のための研修や

関係機関相互の連携のための体制づくりを進めます。 

幼稚園・保育園等の教育・保育施設や子育て支援事業等に関する情報を提供し、必要

なサービスにつなぎます。 

担当課 子ども家庭センター、保育課 

72 子育て情報のわかりやすい提供と市民活動の支援 ◆継続◆ 

取組内容 

広報紙やリーフレット、インターネットなどを活用して、子育てに関する情報がわかりや

すく届くように工夫するとともに、子育て・子育ちに関する情報を収集・発信する市民

の活動を支援します。 

担当課 子ども家庭センター 

73 
子育ての不安を和らげる講座や交流会の開催と子育てサークル

等仲間づくりの促進 
◆継続◆ 

取組内容 

ペアレントプログラム*など、保護者の育児不安やストレスを軽減するための家庭教育

講座を開催します。また、多胎児や発達が気になる子どもの保護者、ひとり親家庭など

を対象にしたおしゃべり会を定期的に開催し、子育ての不安を和らげます。 

児童館の親子サークル事業を通じて、親子の触れ合いや親同士の仲間づくりを促進

します。 

担当課 子ども家庭センター、児童発達支援センター、子ども育成課、生涯学習推進センター 

 

 

  

取組 
項目 

取組の 
方向性 

協働 応援 

協働 応援 

市民 応援 
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74 子育てひろば事業の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

乳幼児を育てている保護者の孤立感や不安感の解消、子どもや保護者同士の交流を

促すため、子育てひろばを開設し、育児相談や情報の提供、子育て講座等を行うとと

もに、関係機関と連携し、課題を抱えた親子を支援します。 

また、地域のニーズに対応し、多世代交流や相談対応力等を強化するとともに、常設

子育てひろばのない地域で出張・出前ひろばを開設します。 

担当課 子ども家庭センター 

75 ファミリーフレンド事業（傾聴ボランティア）の取組 ◆改善◆ 

取組内容 

身近に親族や知り合いがなく、孤立感や不安感を抱えた乳幼児を育てている家庭を

ボランティアが訪問し、保護者の話を傾聴し、不安やストレスを和らげます。 

 

担当課 子ども家庭センター 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

＊夢たちコラム＊ 子育てをもっとシェアできる立川に 

子育てにマニュアルはなく、正解もない。まさ
に試行錯誤・紆余曲折をしながら、その時々の成
長や状況に合わせて最適解を見つけていく。そ
んな日々が子育てをしていると続いていきます。
しかし、これが今の時代、どんなに大変なことか、
一人の母親として強く痛感をしています。昔のよ
うに子育てを教えてくれる先輩もいなければ、近
所に子育てを共有できる仲間も少ない。情報だ
けは溢れかえり、何が正しいのか、自分たちに合
っているのか、わからないまま子育てはいきなり
始まります。また、長時間労働などの社会環境や
子育てに対する理解はまだまだ整っていない
中、女性の社会進出は進み、男性の育休推進も
強く叫ばれるようになりました。家庭内の子育て
は物理的・精神的にも孤立しやすくなり、家庭の
外では仕事や時間に追われながら、ママもパパ
もそれぞれが足を踏ん張って家族のために頑張
っている、それが今の子育てです。 

以前、イベントを開催した時に３ヶ月のお子さ
んを抱えたママが「母親なのにうまく子育てでき
ない…」と涙を流されたことがありました。「抱っ
この仕方は合っているだろうか？」「うちの子は
よく泣くけど大丈夫なのだろうか？」、そんな些
細な疑問や不安が少しずつ溜まっていき、気持
ちと一緒に涙が溢れたようでした。こういった不
安は、このママだけでなく多くのママたちが抱え
ていますし、私自身もその一人でした。 

しかし「わかる！うちも！」「〇〇がおすすめだ
よ」など、他愛もない会話や情報交換をしていく
中で少しずつ心はほぐれ、さっきまでの悩みが嘘
のように笑顔になれることも多くありました。まさ
に子育てをシェアすることで安心感が持てたり、
気持ちが前向きになれたりしたのです。もちろん
すべてのケースや人に当てはまるものではあり
ませんが、こういった環境が孤独な子育てを救う
１つの大きな手段であることは間違いありませ
ん。 

「今だからこそ、こういった環境が必要である」
「何かが起こる前にやるべきである」という思い
から、現在は『産前産後シェア』という企画を継
続的に開催しています。立川市と子育て支援者
が連携し持続可能な形として取り組んでいくこと
で、ママやパパたちが「親になれてよかった」と感
じられる、いつか子どもたちが「生まれてきてよ
かった」と感じられる、そんな街になっていくこと
を切に願い、今後も活動を進めていきたいと思
います。 

協働 応援 

応援 
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②地域における子育て支援の充実  

76 保育園や幼稚園による地域子育て支援事業の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

市立保育園において、子育てひろばと連携した出前保育や相談事業、園庭開放などの

地域交流事業を実施します。また、私立保育園や幼稚園が実施する地域子育て支援

事業を支援します。 

担当課 保育課 

77 一時預かり・緊急一時保育の充実 ◆継続◆ 

取組内容 

育児に伴う保護者の心理的・身体的負担の軽減など、一時的な保育ニーズに対応する

ため、一時預かり保育を実施します。また、保護者の病気や出産など、やむを得ない事

情による突発的な保育ニーズに対応するため、緊急一時保育を実施します。 

 

担当課 保育課 

78 
ファミリー・サポート・センター事業*による地域の助けあいの

促進 
◆継続◆ 

取組内容 

地域の助けあいにより子育て支援を進めるファミリー・サポート・センター事業*につい

て、援助内容や利用方法などの広報を充実し、利用を促進するとともに、援助会員の

確保と研修の充実に努めます。 

担当課 子ども家庭センター 

79 子育て支援員*の活用 ◆継続◆ 

取組内容 

地域型保育事業や一時預かり保育などの子育て支援分野において、育児経験者が活

躍することを目的とした｢子育て支援員*」制度の活用を進めます。 

また、子育て支援員研修の実習生の受け入れにより、「子育て支援員*」制度の活用を

推進します。 

担当課 子ども家庭センター、保育課 

 

  

応援 

協働 応援 

応援 

協働 
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80 ブックスタートやおはなし会の開催 ◆継続◆ 

取組内容 

市民ボランティアによるブックスタート事業*や、図書館・児童関連施設でのおはなし会

など、絵本の読み聞かせや手遊び等を通して、親子の触れ合いや子どもの健やかな

成長を支援します。 

担当課 子ども家庭センター、図書館 

81 地域資源を活用した子育て関連事業の推進 ◆充実◆ 

取組内容 

市内公共施設等において、子育て関連事業を展開することにより、世代間交流を促進

します。また、空き店舗等を活用した子育て関連施設の設置を検討します。 

 

担当課 子ども家庭センター、子ども育成課 

82 子どもや子育て家庭が外出しやすい環境づくり ◆継続◆ 

取組内容 

東京都福祉のまちづくり条例*等に基づき、ユニバーサルデザインの公共施設への導

入と民間施設への普及・啓発に取り組みます。また、東京都の｢赤ちゃん・ふらっと事業

*｣を推進するなど、授乳やおむつ替えができる設備の整備とわかりやすい表示に努め

るとともに、自立支援協議会と連携しながら、障害のある子どもも地域で支える体制

づくりを推進します。 

担当課 子ども家庭センター、福祉総務課、障害福祉課 

  

協働 

協働 

協働 
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③子育てに伴う経済的負担の軽減  

83 児童手当の支給 ◆継続◆ 

取組内容 

18 歳に達する日が属する年度末までの児童を養育する保護者等に対し、児童の年齢

に応じ、児童一人当たり、月額 1 万円～１万５千円（第 3 子以降の児童は 3 万円）を支

給します。 

担当課 子ども政策課 

84 医療費の助成 ◆継続◆ 

取組内容 
東京都の制度を基本に、高校生等世代までの子どもを養育している保護者等に対し、

医療費の助成を行います。 

担当課 子ども政策課 

85 保育料等の負担軽減 ◆改善◆ 

取組内容 

幼児教育・保育施設については、東京都の財政支援を活用し保護者負担の軽減を図

ります。また、給食費について、家庭の所得の状況等に関する基準により一部免除や

補足給付による支援を行います。 

学童保育所については、各家庭の所得状況等に応じ、保育料の負担軽減や間食費の

補助を行います。 

担当課 子ども育成課、保育課 

86 児童・生徒の教育費・学校給食費等の負担軽減 ◆継続◆ 

取組内容 

各家庭の所得などに応じ、小中学生がいる世帯に、学用品費や校外活動費等を援助

します。日光移動教室・修学旅行に参加する児童・生徒の保護者に補助金を交付しま

す。小学校給食費の無償化を実施します。中学校給食費については、国や東京都の補

助制度の動向を注視するなかで、今後の無償化の実施を検討します。また、社会福祉

協議会などが行っている教育に関する貸付制度の情報を提供します。 

生活保護世帯の児童・生徒を対象に、学童服や修学旅行支度金等を給付します。 

 

担当課 学務課、学校給食課、生活福祉課 

   

応援 

応援 

応援 

応援 
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87 出産費用の助成や保険料の減免 ◆継続◆ 

取組内容 

経済的な理由で病院又は助産所に入院できない方に対し、児童福祉法による指定を

受けた病院・助産所での出産費用を助成します。 

国民健康保険の加入者が出産した際に、出産育児一時金*の支給、出産費用の貸付や

一定期間保険料の免除を行います。また、未就学児の保険料（均等割額）の免除を行

います。 

担当課 生活福祉課、保険年金課 

88 子育て世帯への居住支援 ◆継続◆ 

取組内容 

市営住宅の入居募集時に、多子世帯向けの募集枠を設けるとともに、東京都や都市

再生機構などが行っている子育て世帯向けの優遇制度の情報を提供します。また、民

間賃貸住宅を活用した支援についても、調査・研究します。 

担当課 住宅課 

89 幼児教育・保育の無償化 ◆改善◆ 

取組内容 

３歳から５歳の子どもと住民税非課税世帯の０歳から２歳の子どもが、幼児教育・保育

施設等を利用する際の利用料を無償化します。また、市独自に保育園の給食費への

補助と幼稚園の園児補助金の上乗せ補助を行うとともに、東京都の財政支援を活用

して保護者負担の軽減を図ります。 

担当課 保育課 

 
 
 
 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

子育てを楽しいと感じることが多

い保護者（未就学児）の割合 
５９.７％ ６１.０％ 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども２１プラン市民意向調査 

 

成果 
指標 

応援 

応援 

応援 
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施策目標５ 子育てと仕事の両立を支援します 

１ 保育施設の量と質の確保 

 
 
 
 

●様々な雇用形態による共働き世帯が増加し、幼児教育・保育施設も多様化する中で、

定期的に利用したいと考える事業では認可保育園が最も多くなっています。 

●子育てをサポートするための就労環境の整備を企業に働きかけるとともに、社会全体で

働き方を見直し、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すことが求められています。 

●子どもを育てながら安心して働き続けるためには、希望する幼児教育・保育施設を利用

できる環境をつくることが必要です。 

●量の拡充だけではなく、幼児教育・保育の質が一層重要となります。幼稚園教育要領や

保育所保育指針等に基づいた研修等に取り組み、保育環境や保育の質を向上させてい

くことが求められています。 

 

 

（１）立川市の保育理念 

「子ども一人ひとりの育つ力を大切にし、のびやかな環境の中で、生きる喜びを生涯にわた

って持ち続けられるようにします」を立川市の保育理念とします。   

現状 
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（２）待機児童数の推移 

令和２（20２０）年度以降、増減はありながらも減少を続け、令和２（20２０）年度の４７人に

対して令和６（20２４）年度は９人と大幅に減少しています。待機児童は、主に 0～２歳児で生

じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          出典：立川市子ども家庭部 

 

（３）教育・保育の量の推移 

教育・保育の量の推移では、３～５歳児は年々縮小しており、０歳児及び１～２歳児は微減

傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：立川市子ども家庭部 
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①待機児童の解消と保育の質の向上を図ります。 

 

 

 

 
 
 

①待機児童の解消と保育の質の向上 

90 幼児教育・保育の量の確保 ◆継続◆ 

取組内容 
地域における幼児教育・保育の需要量や施設の配置バランス等を考慮し、必要な施設

や事業の量の確保を計画的に進めます。 

担当課 保育課 

91 育児休業明け入園予約の実施 ◆継続◆ 

取組内容 

育児休業の取得を促進するために、育児休業明けの乳幼児が年度の途中からでも入

園が可能となるよう、入園予約制度を実施してきましたが、厚労省の育児休業給付金

の延長認定に係る審査が厳格化されたことの主旨を鑑み、令和７年度向け入所から０

歳児クラスのみの募集としました。継続する０歳児クラスは今後の応募状況をみて制

度の存続について検討します。 

担当課 保育課 

92 幼児教育・保育の質の向上 ◆充実◆ 

取組内容 

幼稚園教育要領や保育所保育指針等に基づき、研修等や自己評価の取組を進めま

す。また公立・民間保育所での第三者評価*受審を進めるとともに、指導検査や巡回保

育を実施し、保育の質の向上を図ります。 

担当課 保育課 

 
 
 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

保育所待機児童数 

（当該年度４月１日時点） 
２６人 ０人 

出典：立川市子ども家庭部   

取組 
項目 

取組の 
方向性 

成果 
指標 

応援 
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２ 学童保育所の量と質の確保 

 
 
 
 

●様々な雇用形態による共働き世帯が増加する中、子どもが小学校に入学した後の支援

は、その重要性がさらに増しています。 

●本市では、学童保育所の申請率が徐々に上昇し地域によっては、待機児童が増えるな

ど偏りも見られるため、ニーズに応じた整備を行うだけでなく、公共施設マネジメントの

視点も踏まえた施設整備が必要です。 

●量の拡充だけではなく、学童保育所指導員の専門性向上や提供する事業内容の見直し

を進め、学童保育所の質を向上させていくことも求められています。 

 

 

（１）学童保育所の定員と待機者の推移 

学童保育所の利用可能数と待機者数は、年度により変動があります。令和６（20２４）年度

はそれぞれ２,０５４人、２５６人でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：立川市子ども家庭部 

 
 
 
 

① 放課後等の居場所を確保します。   
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①放課後等の居場所の確保 

93 学童保育所の量の確保 ◆新規◆ 

取組内容 
放課後に保護者が保育困難な児童を安全に保育するため、学童保育所の整備を進

め、待機児童の解消を目指します。 

担当課 子ども育成課 

94 学童保育所の質の向上 ◆新規◆ 

取組内容 
学童保育所指導員の専門性と資質の向上を推進し、障害児や医療的ケア児の保育や

三季休業中の昼食提供など、学童保育の質の向上に取り組みます。 

担当課 子ども育成課 

 
 

 
 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

学童保育所待機児童数 

（当該年度４月１日時点） 
２２０人 ０人 

出典：立川市子ども家庭部   

取組 
項目 

成果 
指標 

応援 

応援 
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３ 保育サービスの推進 

 
 
 
 

●子どもの人数は将来的には減少していく反面、家族形態や就労形態の変化が進んでい

るため、保育ニーズは多様化していくことが予測されます。 

●子どもが急な病気の際の病児・病後児保育や、延長保育、休日保育などの多様な保育

サービスを充実していくことが求められています。また、現在保育サービスを利用してい

ない未就園児のいる家庭を支援していくことも必要です。 

●子どもの心身への負担も考慮しながら、子どもの立場で考えていくことも大切です。 

 

 

（１）病児保育室の利用の推移 

「施設型病児保育」は令和２（２０２０）年度にコロナ禍の影響で利用が大きく落ち込んだも

のの徐々に回復し、令和５（20２３）年度は１,138 人となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：立川市子ども家庭部 

 
 
 
 
 

① 多様な保育サービスを推進します。   
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①多様な保育サービスの推進 

95 働き方に応じた保育サービスの提供 ◆継続◆ 

取組内容 
東京都が待機児童対策として実施する「ベビーシッター利用支援事業*」を活用し、乳

幼児を抱えた保護者の負担軽減と利便性向上を図ります。 

担当課 保育課 

96 幼稚園における一時預かり保育の推進 ◆継続◆ 

取組内容 
幼稚園児の保護者の就労等を支援するため、幼稚園において、通常の教育時間の前

後や夏休みなどの長期休業期間中の一時預かり保育を推進します。 

担当課 保育課 

97 病児・病後児保育の拡充 ◆改善◆ 

取組内容 

市内２か所の診療所において、保護者の就労等により看護できない、病気や病気の回

復期にある児童を一時的に預かるとともに、病児保育のためのベビーシッターの利用

補助についても検討を進めます。また、ファミリー・サポート・センター事業*においては

病後児の預かりを継続して行います。 

担当課 保育課、子ども家庭センター 

98 幼稚園・保育園等の連携 ◆継続◆ 

取組内容 

幼児教育・保育を充実させるため、合同研修や交流保育などによる幼稚園や保育園等

の連携を進めます。また、幼稚園・保育園等がそれぞれの特徴を生かしながら、多様

な教育・保育サービスを柔軟に提供できるよう支援します。 

担当課 保育課 

89 （再掲）幼児教育・保育の無償化 ◆改善◆ 

取組内容 

３歳から５歳の子どもと住民税非課税世帯の０歳から２歳の子どもが、幼児教育・保育

施設等を利用する際の利用料を無償化します。また、市独自に保育園の給食費への

補助と幼稚園の園児補助金の上乗せ補助を行うとともに、東京都の財政支援を活用

して保護者負担の軽減を図ります。 

担当課 保育課 

 
 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

幼稚園一時預かりの利用者数 ８８，１８６人 ９０,０００人 

出典：立川市子ども家庭部   

取組 
項目 

成果 
指標 

応援 

応援 

応援 

応援 
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４ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
 
 
 

●「働き方改革」が進む現在において、ワーク・ライフ・バランスはさらに重要性を増してい

ます。 

●今までの固定概念にとらわれず、すべての人が子育てしやすい環境をつくり出すため、

家庭のニーズに応じた役割分担や父親のさらなる育児参加が求められています。 

●子育て中の保護者のための働きやすい環境づくりや、女性が継続して働けるしくみの充

実、再就職や起業の支援等を、関係機関と連携しながら行うことが必要です。 

 

 

（１）配偶者の子育てへの満足度（主に子育てを行っている人別／就学前児童の保護者） 

配偶者の子育てへの満足度については、主に子育てを行っている方が「母親」の方が低く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

 
 
 

① ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりを推進します。   
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①ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくり 

99 子育てしやすい職場環境づくりの促進 ◆継続◆ 

取組内容 

ポケット労働法、パートタイム労働ガイドブックを配布し、市内事業所が、育児や介護

のための休暇・休業の取得促進や多様な働き方など就労環境を整備できるよう周知

活動を実施します。また、子育て期においても働き続けられる環境整備など、家庭生

活と仕事の両立に取り組む事業所を「ワーク・ライフ・バランス推進事業所」として認定

します。 

担当課 男女平等推進課、産業観光課 

100 働き方の見直しや父親の家事育児参加の推進 ◆継続◆ 

取組内容 

一人ひとりが意欲を持って働きながら、豊かさを実感して暮らせるよう、男女が働きや

すく、家庭における役割を担い合うような環境づくりの推進に向けた啓発に努めます。 

 

担当課 男女平等推進課、子ども家庭センター、生涯学習推進センター 

101 就労・再就職支援 ◆継続◆ 

取組内容 

女性の就業・再就職や起業を支援するため、関係機関と連携して、セミナーの開催や

情報の提供を行い、新たな一歩を支援します。 

ポケット労働法及びパートタイム労働ガイドブックの配布により、就労中または就労を

目指す人が円滑に就労・再就職できるよう周知活動を実施します。 

担当課 男女平等推進課、産業観光課 

 
   

取組 
項目 

応援 

協働 

応援 
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成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

ワーク・ライフ・バランス推進事業

所認定数 
２８事業所 ４５事業所 

出典：立川市政策財務部 

成果 
指標 

＊夢たちコラム＊ 子育て世代のワーク・ライフ・バランス 

近年、働き方の多様化が進む中で、ワーク・ラ
イフ・バランスの保ち方にも多様性が求められて
います。特に子育て世代にとって、仕事と家庭の
両立は重要な課題です。私の住んでいる地域の
人と話している中で見えてきた現状と課題につ
いて考えてみます。 

 

多様化する働き方とその影響 

働き方改革やリモートワークの普及により、働
く環境が大きく変わりました。この変化により、仕
事と家庭を両立させるための選択肢が増えた一
方で、すべての人がそれを活用できているわけ
ではありません。例えば、フレックス勤務や時短
勤務が導入されても、実際には業務量が減ら
ず、短い時間で同じ成果を求められることに苦し
む声も聞かれます。 

 

子どもの行事との両立の壁 

子育て中の親にとって、子どもの行事や突発
的な対応は避けられません。しかし、職場の事情
によりそれを優先できない状況が発生すること
もあります。これがストレスや不満の原因となり、
子育て世代の離職を招くケースもあります。子ど
もの成長を支えるために必要な時間を確保する
ことは、個人だけでなく社会全体で支援していく
べき課題です。 

必要な情報が届かない現状 

ハローワークや市区町村のホームページで
は、ワーク・ライフ・バランスを考えた企業の情報
が提供されています。しかし、この情報が必要な
人たちに届いていないという現実があります。同
様に、市が主催するワーク・ライフ・バランス推進
のためのセミナーについても、企業側でその存
在を知らないケースが多いことが課題です。 

 

個々に合った働き方を模索するために 

これらの課題を受けて、重要なのは一つの方
法に縛られるのではなく、個々の家庭に合った働
き方を見つけることです。そのためには、働き手
が自分に合った企業や制度を見つけやすい環境
づくりが必要です。また、企業側も自社のワーク・
ライフ・バランスの強みや課題を把握し、それを
従業員にどう活かすかを考えることが求められ
ます。 

 

おわりに 

ワーク・ライフ・バランスの実現は、個人の努力
だけでは達成できません。社会全体で意識を高
め、情報を適切に共有し、支え合う環境を整える
ことが不可欠です。これからの社会では、誰もが
安心して仕事と家庭を両立できる環境が広がっ
ていくことを期待しています。私たち一人ひとり
が声を上げ、行動を起こすことで、未来の子育て
世代にとってより良い環境をつくり出せるでしょ
う。 
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施策目標６ 配慮を必要とする子どもや家庭を支援します 

１ 途切れのない成長支援 

 
 
 
 

●発達障害は、早期の気づきと適切な療育が重要です。そのため、乳幼児健診や幼稚園、

保育園、学校等の場において早期の気づきに努めるとともに、不安を抱える保護者の気

持ちに寄り添いながら、関係機関が連携し、適切な支援につなげていく必要があります。 

●様々な障害や個性にかかわらず、お互いの違いを認め合い共に生きていくために、幼

児期の子どもから保護者も含めた市民への啓発も重要です。 

●いじめや不登校、障害、経済的な貧困などの様々な事情から、ニートやひきこもりなど、

社会参加や就労に困難を抱える若者たちの存在が社会問題になっています。 

●そのような一人ひとりの状況に応じた相談・支援のために、教育や雇用、福祉・医療など、

異なる分野の施設や機関が連携し、包括的な支援体制を築いていく必要があります。 

 

 

（１）子ども家庭支援センター（現児童発達支援センター）の発達相談から就学支援につな

がった件数 

子ども家庭支援センター（現児童発達支援センター）の発達相談では、発達に支援や配慮

が必要な子どもとその保護者に相談支援を行いました。電話、来所は令和５（2023）年度で

は 1,727 件となっており、増加する相談支援に対応しています。 

発達相談から就学支援につながった件数は、令和５（2023）年度で 69 件となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：立川市子ども家庭部 
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① 発達に課題がある子どもとその家庭の支援環境の整備を進めます。 

② 障害のある子どもとその家庭への支援を進めます。 

③ 関係機関の連携による継続的な相談・支援体制を確立します。 

④ 困難を抱える若者の自立支援を推進します。 
  
 
 
 

①発達に課題がある子どもとその家庭の支援環境の整備 

102 早期の気づきから支援につなげるしくみづくり ◆継続◆ 

取組内容 

途切れのない発達支援の拠点となる「児童発達支援センター」では、発達において支

援や配慮が必要な乳幼児を早期に支援するために乳幼児健康診査との連携や５歳児

相談*などにおいて、早期の気づきに向けた取組を継続します。また、療育施設や医療

機関等と連携し、必要な支援につなげます。 

担当課 児童発達支援センター、子ども家庭センター 

103 発達相談の専門性の強化と身近な相談場所の確保 ◆継続◆ 

取組内容 

途切れのない発達支援の拠点となる「児童発達支援センター」では、相談機能の中で

公認心理師などの専門職を配置し、発達相談に取り組みます。また、PT、OT、ST*に

よる専門相談も実施します。研修や巡回保育相談による助言指導を受け、保育園等が

身近で気軽な相談や情報提供の場として機能するよう、職員のスキルアップに努めま

す。 

担当課 児童発達支援センター、子ども家庭センター、保育課 

104 発達支援親子グループ事業の実施 ◆継続◆ 

取組内容 

発達に支援や配慮が必要な１～５歳児を対象とした発達支援親子グループ事業を実

施し、親と子の遊び等を通して対象児への理解を深め、成長を支援します。 

 

担当課 児童発達支援センター 

105 ドリーム学園*の機能強化 ◆継続◆ 

取組内容 

心身の発達に支援や配慮が必要な２～５歳児を対象に、通園による療育を実施すると

ともに、保護者同士、家族等の集う場を設け、学習会などを実施して家族支援を行い

ます。 

担当課 児童発達支援センター   

取組 
項目 

取組の 
方向性 

協働 

協働 

協働 
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106 幼稚園・保育園等への巡回相談と専門研修の実施 ◆充実◆ 

取組内容 

子どもの発達に関する専門相談員が幼稚園や保育園、学童保育所等を巡回し、発達

が気になる子どもの集団における生活について、現場において指導・助言をします。ま

た、発達障害などの専門的な研修や事例検討会を実施します。 

担当課 児童発達支援センター、子ども育成課、保育課 

47 （再掲）特別支援教育*における相談の充実 ◆継続◆ 

取組内容 

児童・生徒、保護者に対し、就学時にとどまらず、中学校卒業後の進路までを見据えた

情報提供や支援内容の提案を行うとともに、多様な関係機関との切れ目のない連携

体制をより一層充実させていきます。 

担当課 教育支援課 

107 地域における発達支援に関する啓発 ◆継続◆ 

取組内容 

保護者や支援者、一般市民が支援や配慮を必要とする子どもたちへの理解を深め、

地域において支えていくことができるように、啓発に取り組みます。 

途切れのない発達支援の拠点となる「児童発達支援センター」では、地域支援事業の

中で啓発事業を検討します。 

担当課 児童発達支援センター、子ども育成課、教育支援課、生涯学習推進センター 

108 児童発達支援センターの機能充実 ◆充実◆ 

取組内容 
途切れのない発達支援の拠点となる「児童発達支援センター」について、役割や機能

を検討し、機能を充実します。 

担当課 児童発達支援センター、子ども家庭センター、障害福祉課、教育支援課 

 

  

協働 応援 

協働 
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第４次夢育て・たちかわ子ども２１プランでは「児童発達支援センターの設置」を取組項目としていまし

た。令和７年５月に開設した立川市子育て支援・保健センター（愛称：はぐぐるりん）内に、児

童発達支援センターが設置され、今後は安定的な運営を目指します。 

※児童発達支援センターとは 

就学前の児童を対象にした療育事業をはじめ、子どもの発達に関する様々な相談や家族支援を行う

など、発達支援に関する中核的な役割を担う機関です。 

 

  ～～子育て支援・保健センターの紹介～～ 

「児童発達支援センター」の機能のほか、すべての妊産婦と子ども、子育て世帯に対し、

母子保健と児童福祉の両面から一体的に支援を行う「子ども家庭センター」の機能、就学

相談*や教育相談*の機能を備えた施設です。 

また、健診事業や休日診療など、市民の健康を支える拠点の機能のほか、災害時には医

療救護対策本部を設置します。 

 

 

 

 

   

＊夢たちコラム＊ 切れ目ない支援を目指して：保育現場からの提言 

早いもので私が保育の仕事にかかわって約
40 年の時間が経過しました。この期間で一番印
象に残っていることは、平成 29 年に立川市と協
力して学童保育所を併設する保育所を改築させ
ていただいたことです。当時、学童保育所が少な
く、困っていた保護者のニーズに答える事が実
現し感動的でした。 

さて、時代の流れとともに保育内容が子どもの
権利や尊厳に留意するものに変化し、保育士の
配置基準が改善され、処遇改善が進みより良い
保育環境を整える事ができることを嬉しく思いま
す。 

一方で以前に比べて発達に凸凹がある子が
多くなり、現場は個別の保育を求められます。保
護者の同意を得た上で、集団の中でなじみにく
い子に対しては、（医師の意見書等が必要）加配
の職員を配置できますが、加配が認められるハ
ードルは高いため、実際の配置は一部に限られ
ます。 

また、保育士の「不適切な保育」が話題にな
り、突発的な行動をしてしまう子についての対応 

を担う加配の職員は重責を求められるため、担
当保育士が限られてしまいます。小学校に入学
すると支援学級・通級などがあり、子どもの発達
に合わせた環境が準備されています。保育所の
場合、同じ場所で過ごさなければならないため、
本人も周りの子どもたちも難しい環境に置かれ
てしまいます。児童発達支援の施設はあります
が、保育所と離れた場所にあるため、通所するに
も保護者に負担がかかります。 

すべての子に「切れ目ない支援」を考えるため
には、保育所の敷地内に児童発達支援の施設を
併設することで、加配の必要な子がその日の状
況に合わせて、園の集団保育に参加するのか、
個別で過ごしていくのかを柔軟に対応できるの
が理想です。現場の保育士の課題に答えられる
ことで、子どもも保護者も保育士も笑顔になり、
小学校への就学もスムーズになるでしょう。 

最後に、私の働く保育園の理念の中に、地域
のオアシスになるよう努力をするという項目があ
ります。今後、地域のオアシスになるために児童
発達支援の併設ができることを目標に頑張ろう
と思います。 

 取組項目：児童発達支援センターの設置 
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②障害のある子どもとその家庭への支援 

109 障害のある子どもとその家庭への生活支援・経済的支援 ◆継続◆ 

取組内容 

障害のある子どもとその家庭に対し、ショートステイ、ホームヘルプなどの障害福祉サ

ービスや、障害児通所支援等のサービスを提供し、日常生活を支援します。また、手当

や医療費の助成、補装具・日常生活用具の給付により、経済的な支援を行います。ま

た、障害のある子どもや、その保護者が交流できる場を支援します。 

担当課 子ども政策課、障害福祉課 

110 幼稚園・保育園等における一人ひとりに配慮した保育や学びの提供 ◆改善◆ 

取組内容 

幼稚園や保育園等において、保育士等の加配などにより、障害のある子どもの受入れ

に取り組み、一人ひとりに配慮した保育や学びを提供します。また、医療的ケアを必要

とする子どもの保育園や学童保育所等の受入れについて調整し、関係部署と連携し

て支援体制の充実を図ります。特に学童保育所において、引き続き、障害のある児童

の受入れに取り組むとともに、総合福祉センター学童保育所においては、一人ひとり

の成長にあわせた自立への支援を行います。 

担当課 子ども育成課、保育課 

111 障害のある小中学生の教育費の軽減 ◆継続◆ 

取組内容 

特別支援学級等に在籍する小中学生の保護者に対して、それぞれの認定区分に応

じ、学用品や通学費等の教育費の一部を支給し、経済的な負担を軽減します。 

 

担当課 教育支援課 

112 障害のある子どもの余暇活動や交流機会の提供 ◆継続◆ 

取組内容 

障害のある子どもの社会参加を促し、障害者同士の相互理解と親睦を深めるため、一

般公募及び市内の障害者団体に呼びかけ日帰りのレクリエーションを実施します。 

障害者スポーツへの理解や障害者のスポーツ実施につながるイベント等を開催する

ほか、障害者施設に訪問してスポーツ教室を実施します。 

担当課 障害福祉課、スポーツ振興課 

113 医療的ケア児への支援 ◆新規◆ 

取組内容 

医療的ケア児の地域生活を支援するため、関係機関の協議の場を設置し、適切な支

援の方策等について検討します。行政の医療的ケア児等コーディネーター*を配置し、

他分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげる

とともに、民間事業所に配置されている医療的ケア児等コーディネーター*と連携して

支援を行います。 

担当課 障害福祉課、保育課、子ども育成課、教育支援課 

  

応援 

応援 

応援 
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③関係機関の連携による継続的な相談・支援体制の確立 

114 サポートファイルの活用 ◆継続◆ 

取組内容 

子どもが適切な支援につながりやすくするよう、子どもが生まれてから成人期までの

成長の過程や、生活の様子等を記録することができるサポートファイルの活用を推進

します。また、利活用しやすいファイルとなるよう検討します。 

担当課 児童発達支援センター、教育支援課 

50 （再掲）就学前から就学後までの情報共有のしくみづくり ◆継続◆ 

取組内容 

就学支援シート*や保育所児童保育要録、幼稚園幼児指導要録等を活用して、園児の

状況を学校へ引き継ぐことにより、配慮や支援の必要な児童が安心して生活できるよ

うにします。 

担当課 教育支援課、保育課 

115 
発達障害等に対する幼稚園教諭・保育士・学校教員・学童保育所

指導員の相互理解と連携 
◆継続◆ 

取組内容 

幼稚園教諭・保育士・学校教員・学童保育所指導員を対象に、発達障害等に対する適

切な支援に関して、知識・技能を共有するための合同研修等や事例研究等の機会を

設け、幼・保・小の相互理解と連携を進めます。また、幼稚園・保育園・学校・学童保育

所で情報を共有し、途切れのない発達支援に努めます。 

担当課 子ども育成課、保育課、指導課、教育支援課 

 

   

協働 

応援 



  

114 

④困難を抱える若者の自立支援 

116 子ども・若者自立支援ネットワークの運営 ◆充実◆ 

取組内容 

保健・医療・福祉・教育・雇用などの関係機関によるネットワークを構築し、社会生活を

営む上で困難を抱える若者や障害のある子どもを必要な支援につなげます。 

経済的なゆとりがないなど、様々な事情で学習をする習慣を身に着けることが難しい

中学生を対象に学習支援を実施します。また、学習や生活面などにおいて悩みを抱え

る方の相談に応じ、適切な窓口へ案内します。 

担当課 子ども育成課、産業観光課、障害福祉課、生活福祉課、指導課 

117 若者の就労支援 ◆充実◆ 

取組内容 

若者を含む就労に困難を抱える方を対象に、就労に関する情報の提供や職業相談、

セミナーや職場体験の実施、就職後のフォローアップなどの支援を行います。 

経済的に困窮し、最低限の生活を維持することができなくなるおそれのある方等を対

象に就労するための方法や職場での定着を目指し支援を行います。また、一般就労

への移行が困難な方には一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を支援し

ます。 

担当課 産業観光課、生活福祉課 

118 フリースペース*等の支援 ◆継続◆ 

取組内容 

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子どもや若者が、自分自身の｢居場所｣を見

い出し、多様な活動の場として活用することができるよう、フリースペース*等の活動

を支援します。 

担当課 子ども育成課 

   

応援 

応援 

応援 
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成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

発達に関する新規相談件数 ３９７件 ４３０件 

発達相談延べ件数/ 

発達相談利用者数（年中及び年長

児） 

１,８６０件/５７６人 ２,０５０件 

出典：立川市子ども家庭部   

成果 
指標 

＊夢たちコラム＊ 若者の「はじめて はたらく」 

「普段家から出ないので来た人に挨拶をする
のはとても緊張して疲れたけれど、おじぎを返し
てもらったときはとても嬉しかったし、やりがいが
あるなと思いました」 これは市内のあるイベント
運営のボランティアに参加した若者が教えてくれ
た感想です。 

立川市が実施した「子どもの自己肯定感など
に関する調査（令和３年度）」では、「自分は人か
ら必要とされているか」という質問に対し、中学２
年生の 35%が「あまりそう思わない」、12％が
「そう思わない」と回答しています。この 12％は、
人数にして 120 人以上になります。もちろん「人
から必要とされている」と思うことがすべてだと
は思いません。ただ、立川市の 120 人以上の中
学２年生が「人から必要とされていると思わな
い」と感じている現状に対し、私たちは目を背け
ずに真剣に向き合うべきではないでしょうか。 

哲学者の内山節は、著書の中で、フランスの
農村に暮らす子どもたちを考察し、彼らが村の
中でそれぞれの「仕事」を持つことにより、村の一
員としての誇りを持って過ごすことができてい
る、と述べています。自分の行動が誰かの役に立
った経験や、自分が必要とされているという感覚
は、自分自身をポジティブに捉えることにつなが
ります。もしかしたら、冒頭のボランティアに参加
した若者も、来場者の方の反応を見て、そうした
ことを感じたのかもしれません。 

そんな中、立川市では「はじめて はたらく」を
キーワードに、若者一人ひとりが一歩踏み出す機
会を応援する取り組みが広がっています。きっか
けは、「はたらく」に対して様々なハードルを感
じ、社会参加の経験を得られてない若者の存在
でした。この取り組みの「はたらく」には、立川市
内の小学校でのボランティアや地域食堂のお手
伝い、地域企業でのしごと体験やアルバイトなど
様々なものが含まれます。好きや得意、やってみ
たいという思い、そしてそのときの体調などを踏
まえて、それぞれが自分の意志で参加できる場
を地域の中に作っていく活動です。初対面の人
からの「ありがとう」が本人にとって大きな意味を
持つことがあります。地域の方々も、どうすれば
若者が参加しやすくなるのかを本人たちに聞き
ながら試行錯誤を重ねています。 

地域でともに暮らす若者をみんなで応援する
輪が、「はじめて はたらく」を中心にこれからも
さらに広がっていくことを願っています。 
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２ 配慮を必要とする家庭への支援 

 
 
 
 

●ひとり親家庭については、経済的な自立や家事・育児に関する困難など、母子家庭・父

子家庭それぞれが抱える課題があります。 

●ひとり親家庭が安定した生活を営めるよう、相談機能や情報提供を充実するとともに、

就業支援や生活資金等の貸付、家事・育児の援助など、経済的・精神的な支援が必要

です。 

●子育てに関する不安感や生活の困窮などの要因により、養育が困難な状況にある家庭

については、子どもの最善の利益をより重視した相談・支援体制の充実が求められてい

ます。 

●国際化の進展に伴う外国にルーツをもつ子どもや、家事や家族の世話などを日常的に

行っているヤングケアラー*への支援も重要です。 

 

 

（１）子育ての悩み（ひとり親家庭の保護者） 

ひとり親家庭の保護者は、他の世帯区分と比較して、「子育てを自分ひとりでしなければな

らない」「子どもの発育・発達」「幼稚園や保育園、学校に行きたがらない」「いじめ、非行・暴

力の心配」が多くなっているのが特徴です。 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン市民意向調査 

 

（就学前児童の保護者、小学生の保護者、中学生・高校生世代の保護者と比較して 

ひとり親家庭の保護者のポイントが高い項目を上から順に抽出）   

現状 
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① ひとり親家庭の自立に向けた支援を推進します。 

② 子どもの養育が困難な家庭の支援を推進します。 

 
 
 

①ひとり親家庭の自立に向けた支援 

119 ひとり親家庭のための情報提供や相談等の充実 ◆継続◆ 

取組内容 

ひとり親家庭に対して、利用可能な制度や支援の情報を提供するとともに、母子・父子

自立支援員*が関係機関と連携し、生活や就業、子どもの教育、福祉資金の貸付など

の総合的な相談に対応します。 

また、配偶者等の暴力から逃れるため、緊急に保護が必要な女性や同伴の児童が一

時的に母子生活支援施設*等に居室を確保して、安全を図ります。 

担当課 男女平等推進課、くらし相談課、子ども政策課、生活福祉課 

120 孤立傾向にあるひとり親家庭等の見守り支援 ◆継続◆ 

取組内容 

市内に居住し、幼稚園や保育園などを利用していないひとり親家庭等について、４か

月に１回の訪問により継続して見守るとともに、子育てに役立つ情報を提供します。 

 

担当課 子ども家庭センター 

121 子育て・生活支援によるひとり親家庭等の自立促進 ◆継続◆ 

取組内容 

家事・育児援助が必要なひとり親家庭に、ホームヘルパーを派遣し、自立に向け日常

生活を支援します。また、配偶者のない女性等で、養育している児童の養育に課題が

ある場合、居室の提供を行い、自立及び生活の支援を行います。 

担当課 子ども政策課、生活福祉課 

122 ひとり親家庭等に対する経済的な支援 ◆継続◆ 

取組内容 

児童扶養手当や児童育成手当の支給、ひとり親家庭等の医療費の助成、母子及び父

子・女性福祉資金の貸付などを通じ、ひとり親家庭等を経済的に支援します。また、水

道・下水道料金の減免や JR 定期券の割引など、関係機関・団体の制度等についても

周知に努めます。 

担当課 子ども政策課 

 
   

取組 
項目 

取組の 
方向性 

応援 

応援 

応援 

応援 
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123 養育費確保の支援 ◆継続◆ 

取組内容 

離婚等に伴う養育費については、子どもの利益が優先され、適切に確保されるよう、

母子・父子自立支援員*が助言するとともに、東京都ひとり親家庭支援センター「はあ

と」*や法テラスなどの相談窓口を紹介するなど、養育費のしくみに関する周知・啓発に

努めます。また、養育費の履行を確保するための公正証書等の作成経費や、保証会社

との養育費保証契約に必要な経費の一部を助成します。 

担当課 子ども政策課 

124 ひとり親の就業支援 ◆継続◆ 

取組内容 

高等職業訓練促進給付金や自立支援教育訓練給付金の支給により、職業訓練・資格

取得を促進するとともに、母子・父子自立支援員*が相談者一人ひとりの自立支援プロ

グラムを作成し、ハローワークと連携して、自立に向けた就業を支援します。 

 

担当課 子ども政策課 

125 母子寡婦福祉団体との連携 ◆継続◆ 

取組内容 

ひとり親家庭の交流や社会的な自立に取り組む母子寡婦福祉団体を支援するため、

補助金を交付するとともに、ひとり親家庭の見守り支援のための連携強化に努めま

す。 

担当課 子ども政策課 

 

 

 

 

 

   

応援 

協働 応援 

応援 
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②子どもの養育が困難な家庭の支援 

10 （再掲）児童虐待の未然防止・早期発見 ◆継続◆ 

取組内容 

子ども支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）を活用し、幼稚園や保育園、児

童館、学童保育所、小中学校、医療機関などの関係機関のほか、民生委員・児童委員

や保護司など、地域において活動している方々と連携して情報の共有に努めます。ま

た、児童虐待への理解促進に向けて周知啓発を行うとともに、家庭訪問などの見守り

を通して、児童虐待の防止や早期発見・早期対応などに取り組みます。なお、虐待通告

専用電話・オレンジリボンダイヤル*についても継続して周知します。 

担当課 子ども家庭センター 

73 
（再掲）子育ての不安を和らげる講座や交流会の開催と子育てサ

ークル等仲間づくりの促進 
◆継続◆ 

取組内容 

ペアレントプログラム*など、保護者の育児不安やストレスを軽減するための家庭教育

講座を開催します。また、多胎児や発達が気になる子どもの保護者、ひとり親家庭など

を対象にしたおしゃべり会を定期的に開催し、子育ての不安を和らげます。 

児童館の親子サークル事業を通じて、親子の触れ合いや親同士の仲間づくりを促進

します。 

担当課 子ども家庭センター、児童発達支援センター、子ども育成課、生涯学習推進センター 

126 支援が必要な家庭の早期把握と関連課等の連携 ◆継続◆ 

取組内容 

乳幼児健診や小中学校入学など、子どもや保護者と接する機会を活用し、支援が必要

な家庭の早期把握に努めるとともに、関連課や関係機関が情報を共有し連携すること

により、見守りや必要な支援につなげます。また、子どもと妊産婦の福祉に関し、必要

な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じて必要な支

援を行います。 

担当課 子ども家庭センター、学務課、教育支援課 

127 所在が確認できない子どもへの対応 ◆継続◆ 

取組内容 

住民登録があるにもかかわらず、乳幼児健診の未受診者や未就園児、不就学等で、

福祉サービス等を利用していないなどの状況を確認できず、訪問によっても所在確認

できない子どもについて、子ども支援ネットワークの活用や、東京出入国在留管理局

に出入国を確認するほか、他の区市町村や児童相談所等とも情報を共有し、所在の

確認に努めます。 

担当課 子ども家庭センター、学務課 

128 養育支援訪問による支援 ◆継続◆ 

取組内容 

様々な要因により、養育支援が特に必要であると判断した家庭を保健師等が訪問し、

専門的相談支援を行うとともに、必要に応じ、養育支援計画を作成し、育児・家事援助

のためのヘルパーを派遣します。 

担当課 子ども家庭センター 

 

  

応援 

応援 

応援 

協働 応援 

市民 応援 
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＊夢たちコラム＊ 「昨日何食べた？」 

かかわっている小学生Ａさんとの会話です。 

私「昨日夕ご飯何食べたの？」 

子「冷食。ママがね、寝ちゃっているから B（き
ょうだい）の分も一緒に作ってあげて一緒に食べ
たの。Ｂはチャーハンが好きなんだよね。冷食ね、
たくさん買って、冷凍庫に賞味期限を見ながらい
れているんだ。チャーハンが残ったのはちゃんと
わかるところに置いとくんだ。」 

私「冷食おいしいよね。今朝は何にしたの？」 

子「肉まん。チンして。前の日の残りをチンする
こともあるんだよ。Ｂの分も用意するけど食べな
かったりするから困るんだよね。Ｂの相手をして
いると私、学校遅刻しちゃうから。ママはそのま
まＢを保育園に連れて行っちゃうけど。」 

 

このような会話を「すごいね、がんばっている
ね、ママさん助かるね」で終わらせていいのでし
ょうか。 

Ａさんは自分がやらねば自分ときょうだいの食
事はない、という状況に一時的かもしれません
が、置かれています。そして、ママさんが「ダメな
人」、Aさんは「がんばりやさん」と決めることもで
きません。 

 

「手伝い」と「ケア」の違いは何でしょうか。 

ヤングケアラーは「一般に、本来大人が担うと
想定されているような家事や家族の世話などを
日常的に行っていることで、負担を抱える、もし
くは、子どもの権利が侵害されている可能性が
ある 18 歳未満の子ども」とされています。 

子どもの権利条約 第27条には「生活水準の
確保：子どもは、心やからだのすこやかな成長に
必要な生活を送る権利をもっています。親（保護
者）はそのための第一の責任者ですが、親の力
だけで子どもの暮らしが守れないときは国も協
力します。」 

「国が協力する」、つまり、子どもたちに支援を
届けるには、「ケア」にあたる状況に子どもたちが
置かれている、ということを身近な大人が気づく
ことから始まります。 

家の状況を知られたくない、日常だから困っ
ていない、と子どもたちは思い、積極的な発信を
しないことがほとんどですが、真実は冒頭のよう
な何気ない会話に含まれます。 

何気ない会話を子どもたちにしてもらうために
は、子どもたちに「気にかけているよ」と関心を示
さなくてはなりません。そして私たち大人はその
会話に含まれる真実にアンテナを張って、支援が
必要な状況ではないか自然な形で聞き取り、ま
た会っておしゃべりする約束をすることが重要で
す。 

 

「昨日何食べた？」何気ない会話をしてもらえ
る大人になりたいです。 
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129 子どもショートステイ事業による保護者の負担軽減 ◆継続◆ 

取組内容 

入院や仕事、育児疲れなどの理由により、保護者が一時的に子どもを養育できない場

合、児童養護施設において一時的に子どもを預かり、宿泊や食事を提供することによ

って、子育てによる保護者の身体的・精神的な負担を軽減します。 

担当課 子ども家庭センター 

130 養育家庭や児童養護施設等の支援 ◆継続◆ 

取組内容 

養育家庭体験発表会等の機会を捉え、家庭で暮らすことができない子どもを養育す

る養育家庭(里親)や児童養護施設、フレンドホーム*の現状を市民に周知するため、東

京都による交流・情報交換の場づくりや相談・支援体制の整備、養育家庭の募集を支

援します。 

担当課 子ども家庭センター 

131 経済的に困窮している家庭の子どもに対する支援 ◆充実◆ 

取組内容 

経済的に困窮している家庭の子どもに対し、生活支援や学習支援、居場所づくりなど、

地域と連携して進めます。 

一定の基準を満たした家庭に、高校・大学の入学試験に備えるために必要な学習塾や

受験料の貸付支援を行っています。 

 

担当課 生活福祉課、子ども家庭センター、子ども育成課、福祉総務課、地域福祉課 

85 （再掲）保育料等の負担軽減 ◆改善◆ 

取組内容 

幼児教育・保育施設については、東京都の財政支援を活用し保護者負担の軽減を図

ります。また、給食費について、家庭の所得の状況等に関する基準により一部免除や

補足給付による支援を行います。 

学童保育所については、各家庭の所得状況等に応じ、保育料の負担軽減や間食費の

補助を行います。 

担当課 子ども育成課、保育課 

86 （再掲）児童・生徒の教育費・学校給食費等の負担軽減 ◆継続◆ 

取組内容 

各家庭の所得などに応じ、小中学生がいる世帯に、学用品費や校外活動費等を援助

します。日光移動教室・修学旅行に参加する児童・生徒の保護者に補助金を交付しま

す。小学校給食費の無償化を実施します。中学校給食費については、国や東京都の補

助制度の動向を注視するなかで、今後の無償化の実施を検討します。また、社会福祉

協議会などが行っている教育に関する貸付制度の情報を提供します。 

生活保護世帯の児童・生徒を対象に、学童服や修学旅行支度金等を給付します。 

 

担当課 学務課、学校給食課、生活福祉課 

  

応援 

応援 

協働 応援 

応援 

応援 
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132 帰国又は外国人の児童・生徒に対する支援 ◆継続◆ 

取組内容 

帰国や外国人の児童・生徒のうち、日本語の理解が十分ではない子どもたちのため

に、通訳協力員*を配置し、授業の通訳や学校・家庭間の連絡書類の翻訳等を行うとと

もに、関係機関と連携してさらなる学習支援を検討します。また、外国人学校に通学す

る外国籍の子どもの保護者を対象に、授業料等の補助金を交付します。 

担当課 指導課、市民協働課 

133 ヤングケアラー*への相談・支援 ◆新規◆ 

取組内容 

困りごとがあっても相談できない、または本人や家族に自覚がなく問題が表面化しな

い等の理由により、解決しないまま長期化することを予防するために、身近な関係機

関が本人の困りに気づき、つながることで支援、見守りができる体制づくりに努めま

す。 

担当課 地域福祉課、子ども家庭センター、指導課 

 

 

 
 
 

成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

養育支援訪問事業改善率（改善世帯

数/対象世帯数) 
４０．９％ ５０．０％ 

出典：立川市子ども家庭部 

成果 
指標 

応援 

協働 応援 
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施策目標７ 地域のあらゆる構成員が連携・協力して事業を推進します 

１ 協働による事業の推進 

 
 
 
 

●子どもの権利の尊重や＜子育ち＞＜学び＞＜子育て＞の支援、配慮が必要な子どもや

家庭の支援を推進するためには、行政や家庭、地域の市民、保育園・幼稚園・学校、医

療機関、事業所など、地域の様々な構成員が積極的にかかわることが必要です。 

●そのためには、地域全体が協力して子どもを育むという、共通した認識を広めるととも

に、子育ち・子育て支援者として活動する人材を育成・確保することが重要です。 

●本市においては、子育ち・子育てにかかわる団体やグループが多数存在しており、それ

ぞれが主体的な活動を展開しています。こうした団体同士が相互に交流することにより、

それぞれの活動が活性化することで、地域の特性を生かした新たな子育ち・子育て支援

の展開が期待されます。 

 

 

（１）地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じている市民の割合（再掲） 

地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じている市民の割合は、令和５（20２３）

年度では６１.9％となっています。なお、最近５年の動向をみると、令和３（20２１）年度の６

７.0％をピークにやや減少傾向となっています。 

 

 
出典：令和 6 年度市政に関するアンケート集計結果（令和 5 年度実績） 
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① 子育ち・子育て支援のための人材育成を進めます。 

② 地域に根ざした子育ち・子育て支援活動の推進とネットワークづくりを進めます。 

 

 
 
 

①子育ち・子育て支援のための人材育成 

134 地域の子育て支援者の育成 ◆継続◆ 

取組内容 
子育ち・子育て支援に関する講座や研修等を開催し、地域の子育て支援者の育成とス

キルアップに取り組みます。 

担当課 子ども政策課、子ども家庭センター 

135 地域を担う青少年の育成活動の支援 ◆継続◆ 

取組内容 

将来の地域を担う人材の育成として、年少リーダーからジュニア・リーダー、青年リー

ダー、育成者・指導者へ導く、子ども会連合会による育成活動を支援します。 

 

担当課 子ども育成課 

136 青少年の地域活動への参加促進 ◆継続◆ 

取組内容 

地域行事やボランティア活動などに、高校生や大学生が参画しやすい環境づくりを進

めます。また、地域と連携して、中学生・高校生によるジュニア・リーダー団体の自主運

営を支援するとともに、地域において活躍できる機会の拡充に努めます。 

 

担当課 子ども育成課、生涯学習推進センター   

取組 
項目 

取組の 
方向性 

市民 協働 

市民 協働 

市民 協働 
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②地域に根ざした子育ち・子育て支援活動の推進とネットワークづくり 

137 ウドラ夢たち基金*との連携 ◆継続◆ 

取組内容 
市民団体ウドラ夢たち基金*と連携して、市内の子どもたちの夢をかたちにする取組を

進めます。 

担当課 子ども政策課 

138 多様な事業主体の連携による子育ち・子育て支援 ◆継続◆ 

取組内容 

地域が主体となった子育ち・子育て支援を促進し、すべての人が子どもの気持ち、意

見を尊重した育ちを支えるという意識を高めます。また、企業や大学等の民間組織、

地域の市民・団体と連携し、地域の特性を生かした居場所づくりなど、子育て支援の充

実に努めます。 

担当課 子ども政策課、子ども家庭センター、男女平等推進課、市民協働課、地域福祉課 

52 （再掲）地域ボランティアの活用 ◆継続◆ 

取組内容 

学校において地域の教育力を生かすため、保護者や地域の中から学校支援ボランテ

ィアを募り、生活や学習の支援、部活動の指導、環境整備、登下校時の見守りなどにお

ける活用を進めます。また、ボランティアの育成・登録や学校との調整など、活用のしく

みづくりを進めるとともに、地域と学校との連携を強化します。 

 

担当課 指導課、生涯学習推進センター 

53 （再掲）学校・家庭・地域の連携 ◆継続◆ 

取組内容 

学校教育を通じてより良い社会を創るために、地域人材や物的資源を活用して、学

校・家庭・地域が連携した教育を推進し、地域全体で子どもたちの成長を支えます。 

 

担当課 指導課 

139 子育ち・子育て支援団体の活動情報の収集と発信 ◆継続◆ 

取組内容 
子育ち・子育てにかかわるグループや団体の活動情報を収集し、既存団体や活動に参

加したい市民等に提供します。 

担当課 子ども政策課、子ども家庭センター、市民協働課、生涯学習推進センター 

140 子育ち・子育て支援団体のネットワーク化に向けた支援 ◆継続◆ 

取組内容 
子育ち・子育てにかかわるグループや団体が交流する機会を設け、活動のネットワーク

化を支援し、団体間の支援・連携、経験やノウハウの共有・活用を進めます。 

担当課 子ども政策課、子ども家庭センター、市民協働課 

   

協働 

協働 

協働 

市民 協働 応援 

協働 

協働 
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成果指標 
現状 

（令和５（2023）年度） 

目標値 

（令和 11（2029）年度） 

地域で子どもを育てる取組・活動が

活発であると感じている市民の割

合（再掲） 

６１.９％ ６８.０％ 

出典：令和６年度市政に関するアンケート 

 

 

成果 
指標 

＊夢たちコラム＊ 地域における子ども関係団体間でのネットワーク 

構築のすすめ 

ワンストップで子どもからの相談を受けられる
窓口があったらな・・・」、「被虐や不登校等の
様々な事情で困っている子どもを、管轄とか施
設を越えて大人みんなで支援できたらいいの
に・・・」 

弁護士として子どもと向き合う仕事をしている
と、こんな風に思うことが多々あります。子どもを
守りたいと思っている大人は沢山いて、あらゆる
団体が子どもと向き合う活動をしているのに、地
域の中で分散していて団体間での横のつながり
がなかったり、団体の中でも児童福祉や学校問
題等で扱う分野が違うことから情報や経験を共
有できていなかったりするのです。 

例えば、私の所属する東京三弁護士会多摩支
部では、子ども本人やその周りの大人から子ど
もについての相談を受ける「子どもの悩みごと相
談」（電話相談・LINE 相談）を行っていますが、
相談内容が法律問題ではないため弁護士が役
に立てないけど何とかこの子を医療や福祉につ
なげたいと思うことが度々あります。また、私が
運営に携わっている NPO 法人が 2024 年に多
摩地域に開設した子どもシェルター（子どもの一
時的な避難場所）では、入居する子どもの多くが
虐待を受けた子たちですが、家にも帰れない中
で子どもの退所先がなかなか決まらずシェルタ
ー暮らしが長くなってしまうということがありま
す。その度に伝手を辿るしかないのですが、一人
で紹介できる社会資源には自ずと限りがあり、
選択肢が提示できなければ子どもにとってベス
トな選択なのかもわかりません。 

子どもの権利条約で定められている子どもの
権利のうち、「守られる権利」というのは「大人に
は子どもを守る責務がある」ことをも意味しま
す。当たり前のことですが、子どもたち一人ひと
りが大事にされなければなりません。それを実現
するためには、子どもの権利に関する条例や子
どもが安心してありのままの自分でいられる居
場所が必要不可欠ですが、そういった居場所を
必要としている子どもに必要な支援・情報提供を
することができるということも重要です。 

そのためには、大人が子どもを守る責務を果
たすためにも、同じ地域で子どもと向き合う活動
をしている団体間において情報や経験、ノウハウ
を共有し連携できるようネットワークを構築する
ことが必要だと考えます。そして、立川市が市内
の団体を把握できるのであれば、全国的にも先
進的な取組となりますが、かかるネットワークづく
りを立川市に先導していただきたいです。 
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第５章 教育・保育等の量の見込みと確保方策 

     （子ども・子育て支援事業計画) 

 

第１節 教育・保育提供区域の設定 

１ 本市の教育・保育提供区域 

本市が定める教育・保育提供区域は、適正な需給調整と安定的なサービスの提供が可能

となるよう、市内全域を１区域として設定します。ただし、施設や事業の整備にあたっては、地

域ごとの人口動態や需要の推移を十分に踏まえて実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人口推計 

本市の教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出は、｢立川市第５次

長期総合計画策定のための将来人口推計調査｣の推計人口を用いています。またそれとあ

わせ、市民意向調査や実績をもとに、量の見込みを算出しています。 

年齢３区分別人口の見通しとしては、１５歳未満の年少人口は減少すると予想しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳 

令和１２（２０３０）年以降は立川市第５次長期総合計画策定のための将来人口推計調査 

 

  

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

老年人口（65歳以上） 41,142 45,168 46,082 48,159 51,382 55,881 58,289 59,396

生産年齢人口（15～64歳） 115,525 116,768 119,234 117,989 113,571 106,001 100,637 96,867

年少人口（15歳未満） 22,423 22,154 20,941 20,042 19,542 19,877 19,285 17,998

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000
（単位：人）

子ども・子育て支援法の規定により、市町村は、子ども・子育て支援事業計画において、地理的条件

や人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育施設の整備状況等を総合的に勘案して教育・

保育提供区域を設定した上で、区域ごとに幼児期の教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の必

要量を算出するとともに、事業の内容や実施時期を示すことになっています。 

年齢３区分別人口の推移と推計 
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第２節 幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策 

０歳児、１歳児・２歳児の教育・保育については、量の見込みに対し若干の不足が見込まれるため、

保育所の定員増などの確保方策を計画的に実施し、不足の解消に取り組みます。3～5 歳児の教

育・保育については、量の見込みに対し、十分な確保が可能であると推計しています。 

 

１ ０歳児 

０歳児の量の見込みは、東京都が予定する第１子の保育料無償化の影響や市民意向調査

の利用希望状況などを考慮し、緩やかに増加すると見込みました。 

 

０歳児の教育・保育 過去の推移（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量 312 272 291 240 286 

確保方策 333 340 339 342 324 

「確保方策」は、認可保育施設の確保定員数です。 
 
 

■ ０歳児の教育・保育 量の見込みと確保方策（人） ■ 

「確保方策」は、認可保育施設・認証保育所の確保定員数ですが、「確保方策②」として、企業主導型保育事業
所の地域枠を含んだ値も提示しています。 

 

 

   

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 319 322 325 330 333 

確保方策 353 355 355 355 355 

確保方策② 

（企業主導型地域枠 

を含む） 

386 388 388 388 388 

②-① 67 66 63 58 55 
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２ １歳児・２歳児 

１歳児・２歳児は、育児休業制度の充実や、東京都が予定する第１子の保育料無償化の影

響を受け、需要がやや増加する可能性があります。 

 
１歳児の教育・保育 過去の推移（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量 643 629 633 629 694 

確保方策 616 625 630 627 621 

「確保方策」は、認可保育施設の確保定員数です。 
 

■ １歳児の教育・保育 量の見込みと確保方策（人） ■ 

「確保方策」は、認可保育施設・認証保育所の確保定員数ですが、「確保方策②」として、企業主導型保育事業
所の地域枠を含んだ値も提示しています。 

 
２歳児の教育・保育 過去の推移（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量 742 759 730 715 758 

確保方策 730 732 738 735 731 

「確保方策」は、認可保育施設の確保定員数です。 
 
 

■ ２歳児の教育・保育 量の見込みと確保方策（人） ■ 

「確保方策」は、認可保育施設・認証保育所の確保定員数ですが、「確保方策②」として、企業主導型保育事業
所の地域枠を含んだ値も提示しています。 

 
   

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 719 747 752 760 771 

確保方策 683 687 687 687 687 

確保方策② 

（企業主導型地域枠 

を含む） 

748 752 752 752 752 

②-① 29 5 0 -8 -19 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 690 736 764 769 778 

確保方策 805 809 809 809 809 

確保方策② 

（企業主導型地域枠 

を含む） 

867 871 871 871 871 

②-① 177 135 107 102 93 
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３ ３～５歳児（教育・保育１号・２号認定・幼稚園等・保育所等） 

３～５歳児については、利用率は一定の水準で推移し、人口の減少傾向が予測されます。 

 

３～５歳児の教育・保育 過去の推移（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量 4,392 4,269 4,207 4,071 3,812 

確保方策 4,440 4,340 4,309 4,205 4,341 

「確保方策」は、認可保育施設の確保定員数です。 

 

 

■ ３～５歳児の教育・保育 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 3,778 3,643 3,468 3,514 3,640 

 
１号認定 1,574 1,586 1,445 1,464 1,516 

２号認定 2,204 2,057 2,023 2,050 2,124 

確保方策 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 

確保方策② 

（企業主導型地域枠 

を含む） 

4,429 4,429 4,429 4,429 4,429 

②-① 651 786 961 915 789 

「確保方策」は、認可保育施設・認証保育所の確保定員数ですが、「確保方策②」として、企業主導型保育事業所
の地域枠を含んだ値も提示しています。 
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第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法の規定により市町村が実施する事業です。 

 

１ 利用者支援事業 

本事業は、子どもまたはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援

事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を

実施するものです。 

令和７年度より、子ども家庭センターを設置し、妊産婦及び乳幼児等の健康の保持及び増

進に関する支援や虐待への予防的な対応、個々の家庭に応じた支援等を行います。また、児

童福祉法の新たな支援事業として「妊婦等包括相談支援事業」が制度化されたことから、国

や東京都の動向にあわせて事業を展開します。 

 

■ 利用者支援事業 量の見込みと確保方策（か所） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 

① 

基本型 1 1 1 1 1 

特定型 1 1 1 1 1 

子ども家庭 

センター型 
1 1 1 1 1 

妊婦等包括相談 

支援事業型 
1 1 1 1 1 

確保方策② 4 4 4 4 4 

②-① 0 0 0 0 0   
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２ 延長保育事業  

本事業は、保育認定を受けた子どもを対象に、認定こども園や認可保育所等において、通

常の利用日以外の日や利用時間外の時間に保育を行う事業です。 

令和４（2022）年度以降はコロナ禍以前の利用者数に戻りつつあるため、平成 31（2019）

年度と同程度の利用者数を見込みました。 

 

延長保育の利用児童数（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用児童数 

（延べ人数） 

(合計) 

6,883 7,587 7,654 7,603 7,552 

 

■ 延長保育事業 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 

利用児童数 

（延べ）① 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

確保方策② 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

②-① 0 0 0 0 0 

 

３ 放課後児童健全育成事業（学童保育所）及び放課後居場所づくり事業 

本事業は、保護者が仕事等での保育が困難な児童に対して、放課後に適切な遊び、生活

の場を提供して、その健全育成を図るための事業です。 

学童保育所は、定員に満たない施設がある地域と待機児が多い施設のある地域があり、

偏りが見られます。また、市全体として、学童保育所の申請率が上昇しており、待機児童が増

える傾向にあります。 

放課後居場所づくり事業は、学童保育所在籍児を除く全児童を対象とした放課後子ども

教室くるプレ*を令和４（2022）年度から順次導入し、令和８（2026）年度までに市内全小学

校で実施する予定です。 

 

放課後児童健全育成事業（学童保育所）の利用状況（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

申請者数 2,276 2,101 2,210 2,153 2,169 

利用可能数 1,950 2,056 2,086 2,054 2,054 

不足分 326 45 124 99 115 

待機者数 294 245 293 220 256 

 

 令和５年度 放課後児童健全育成事業（学童保育所）の学年別入所児童数（人） 

 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計 

利用者数 731 592 401 145 53 11 1,933   
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令和５年度 放課後居場所づくり事業（放課後子ども教室くるプレ*）登録児童数（人） 

 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計(登録率) 

利用者数 242 245 289 278 210 83 1,347(47.9％)

 

■ 放課後児童健全育成事業（学童保育所） 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

１年生 856 850 840 830 817 

２年生 683 720 708 670 636 

３年生 464 490 510 480 454 

４年生 222 292 285 250 227 

５年生 62 77 73 65 68 

６年生 28 30 30 40 20 

低学年 2,003 2,060 2,058 1,980 1,907 

高学年 312 399 388 355 315 

合計① 2,315 2,459 2,446 2,335 2,222 

確保方策② 1,913 1,968 2,037 2,106 2,222 

②-① -402 -491 -409 -229 0 

 
 

■ 放課後居場所づくり事業（放課後子ども教室くるプレ*）の導入学校数見込み ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

学校数 15 19 19 19 19 

 
 

■ 放課後居場所づくり事業（放課後子ども教室くるプレ*）の登録率 

                    （登録人数/全児童数）見込み（％） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

登録率 51.0 53.0 57.0 59.0 60.0 
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４ 子どもショートステイ（子育て短期支援）事業 

本事業は、保護者の入院や仕事、育児疲れ等により、家庭における養育が一時的に困難と

なった児童を対象に、児童養護施設において、必要な期間の養育を行うものです。 

全体的に利用状況は増加傾向であり、特にレスパイト*利用の要望が多い傾向です。 

 

ショートステイ利用状況（人日*） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用児童数 478 540 560 487 692 

利用可能量 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 

 

■ 子育て短期支援事業 量の見込みと確保方策（人日*） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 570 570 600 600 600 

確保方策② 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 

②-① 525 525 495 495 495 

 

 

５ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

本事業は、生後４か月を迎える日までの赤ちゃんのいるすべてのご家庭を、助産師・保健師

が訪問するサービスです。 

今後、本市においては、出生数の減少が見込まれることから、訪問数はやや減少することが

予測されますが、社会情勢や市の各種施策の影響により、出生数が上下することもあります。 

 

訪問数（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

対象者数 1,170 1,144 1,153 1,209 1,110 

 

 

■ 乳児家庭全戸訪問事業 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 1,107 1,097 1,088 1,079 1,069 

確保方策② 1,107 1,097 1,088 1,079 1,069 

②-① 0 0 0 0 0 

確保方策 
実施体制：正規職員２人、会計年度任用職員３人、訪問指導員 12 人 

実施機関：子ども家庭センター   
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６ 養育支援訪問事業 

本事業は、養育支援が特に必要な家庭を対象に、保健師等が居宅を訪問し、専門的な指

導・助言等を行うとともに、必要に応じ、養育支援計画書を作成し、育児・家事援助のための

ヘルパーを派遣するものです。 

転入家庭など社会動態の増加にともない、養育支援が必要な世帯も若干増えることが見

込まれます。 

 

訪問実家庭数 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

世帯数 106 80 105 110 80 

 

■ 養育支援訪問事業 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 130 130 130 130 130 

確保方策② 160 160 160 160 160 

②-① 30 30 30 30 30 
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７ 地域子育て支援拠点事業（子育てひろば） 

本事業は、公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中

の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施するものです。 

少子化に加え、就園率・就業率の上昇により、利用者数は減少傾向が続くと見込まれます。

常設ひろばのない地域や一時的に利用者の増加が見込まれる地域へは、出張・出前ひろば

を開催し、乳幼児や保護者が安心して過ごせる場づくりを行います。 

 

子育てひろばの実施状況（人回*） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

か所数 13 14 14 13 13 

利用実績 46,947 63,265 64,433 68,349 70,180 

 

 

■ 地域子育て支援拠点事業  量の見込みと確保方策（人回*） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 67,670 66,990 66,300 65,650 65,000 

確保方策② 67,670 66,990 66,300 65,650 65,000 

②-① 0 0 0 0 0 

 

８ 一時預かり事業 

本事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、

幼稚園や保育所その他の場所において、一時的に預かるものです。 

 

（１） 幼稚園在園児を対象とする一時預かり 

幼児教育・保育の無償化の影響により、幼稚園の預かり保育の利用者の増加が見込まれ

ます。 

 

幼稚園の預かり保育の状況（人日*） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

幼稚園型一時預かり 

延べ利用者/年 
38,938 53,908 61,313 70,739 74,308 

私学助成による預かり保育 

延べ利用者/年 
10,450 14,208 16,928 17,447 - 

合計 49,388 68,116 78,241 88,186 - 

  

  



   

138 

 

■ 一時預かり事業（幼稚園在園児） 量の見込みと確保方策（人日*） ■ 

※１教育のみ利用で、不定期に預かり保育を利用するもの 
※２就労等で保育の必要性があるが、幼稚園の預かり保育を定期的に利用することで対応するもの 

 

 

（２） 幼稚園在園児を対象とする一時預かり以外（保育所等） 

令和３（2021）年度以降はコロナ禍以前の利用者数に戻りつつあるため、平成 31（2019）

年度と同程度の利用者数を見込みました。 

 

 

保育所等での預かり保育（人日*） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

一時預かり事業 

（幼稚園以外） 
4,369 5,877 5,312 5,977 5,454 

子育て援助活動 

支援事業 

（ファミリー・サポ

ート・センター） 

88 158 447 175 284 

 

 

■ 一時預かり事業（幼稚園在園児以外） 量の見込みと確保方策（人日*） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 

確
保
方
策
② 

一時預かり事業 

（幼稚園以外） 
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

子育て援助活動

支援事業（ファ

ミリー・サポー

ト・センター） 

170 170 170 170 170 

②-① 0 0 0 0 0 

  

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 

（１号利用※１と２号利用※２ 

の合計） 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

確保方策② 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

②-① 0 0 0 0 0 
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９ 病児・病後児保育事業 

本事業は、保育を必要とする乳幼児や児童で、病気や病気の回復期にある場合に病院・保

育所等の付設の専用スペース等で一時的に保育するものです。 

令和２（2020）年度は利用者数が大きく減少したものの、徐々に需要が戻ってきているこ

とから、コロナ禍以前の実績値に近い 1,530 人日*を令和７（2025）年度以降の需要量とし

て見込みました。 

 

病児保育室等の利用状況（人日*） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

施設型病児保育 482 867 1,025 1,138 1,284 

体調不良時対応事業 - - - - - 

子育て援助活動支援事

業（ファミリー・サポ

ート・センター） 

22 18 8 39 35 

 

 

 

■ 病児・病後児保育事業 量の見込みと確保方策（人日*） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 

確
保
方
策
② 

病児保育 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

子育て援助活動 

支援事業 

（ファミリー・サポ

ート・センター） 

30 30 30 30 30 

②-① 0 0 0 0 0 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）は、病後児のみ対象 
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10 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）（就学児童

の預かり分） 

本事業は、乳幼児や小学生等の児童の預かり等を希望する依頼会員と、子育ての手助け

ができる援助を希望する提供会員との相互援助活動に関する連絡・調整を行うものです。 

ファミリー・サポート・センター事業*全体の活動状況は、減少傾向にあります。また、就学児

童の預かりを対象とした活動状況については、令和４（2022）年度より、減少に転じています。 

 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）活動状況（人日*） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実績 6,453 7,375 6,141 5,516 4,941 

 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）活動状況（人日*） 

（就学児童の預かり分） (今回の推計対象分) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実績 423 536 221 220 203 

 

 

■ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）  

量の見込みと確保方策（人日*） ■ 

（就学児童の預かり分） (今回の推計対象分) 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 200 200 200 200 200 

確保方策② 200 200 200 200 200 

②-① 0 0 0 0 0 
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11 妊婦健診 

妊娠中の定期健診が１４回、指定医療機関で対象となる診査を無料で受けられるものです。 

対象者数は、各年度の出生者数と同一とします。また、健診回数は、令和５（2023）年度の

１人当たりの受診回数の平均 10.1 回として設定します。 

 

妊婦健診の状況（人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実績 1,378 1,331 1,308 1,290 1,285 

 

 

■ 妊婦健診 量の見込みと確保方策（人・人回*） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 
対象者数 1,107 1,097 1,088 1,079 1,069 

健診回数 11,181 11,080 10,989 10,898 10,797 

確保方策 

実施場所：委託医療機関 

検査項目：尿検査、血圧測定、診察等 

実施時期：通年 

確保方策② 
対象者数 1,107 1,097 1,088 1,079 1,069 

健診回数 11,181 11,080 10,989 10,898 10,797 

②-① 
対象者数 0 0 0 0 0 

健診回数 0 0 0 0 0 

確保方策には、実施場所、実施体制、検査項目、実施時期などを記入（手引書による） 
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12 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

本事業は、低所得世帯等を対象に、幼稚園などの実費徴収に係る費用の一部を補助する

ものです。 

コロナ禍の状況が落ち着いて以降は、対象児童数はほぼ横ばいであるため、この状況が続

くと見込みました。 

 

 

実費徴収に係る補足給付対象児童数の状況 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

対象者児童数（延べ人数） 1,151 1,636 1,739 1,791 1,539 

 

 

■ 実費徴収に係る補足給付事業  量の見込みと確保方策（人） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

確保方策② 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

②-① 0 0 0 0 0 

 

 

13 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

本事業は、新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、私学助成（幼稚園特別支

援教育経費）や障害児保育事業の対象とならない特別な支援が必要な子どもを認定こども

園で受け入れるための職員の加配を促進するための事業です。 
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14 子育て世帯訪問支援事業 

本事業は、令和４（2022）年の児童福祉法改正により新設された項目で、令和６（2024）

年４月から地域子ども、子育て支援事業として新設されたものです。 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー*等がい

る家庭に、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て

等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ

ことを目的とした事業です。 

養育支援事業のヘルパー派遣の実績から、今後の量について見込みました。 

 

■ 子育て世帯訪問支援事業 量の見込みと確保方策（人） ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 70 70 70 80 80 

確保方策② 80 80 80 80 80 

②-① 10 10 10 0 0 

 

 

15 児童育成支援拠点事業 

本事業も同様に、令和４（2022）年の児童福祉法改正により新設された項目で、令和６

（2024）年４月から地域子ども、子育て支援事業として新設されたものです。 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居

場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学

習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をア

セスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提

供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的

とした事業です。 

  



   

144 

16 親子関係形成支援事業 

本事業も同様に、令和４（2022）年の児童福祉法改正により新設された項目で、令和６

（2024）年４月から地域子ども、子育て支援事業として新設されたものです。 

児童とのかかわり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義

やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提

供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや

不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことによ

り、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とした事業です。 

 

17 妊婦等包括相談支援事業 

本事業は、妊婦等包括相談支援事業は妊婦等に対して面談などにより、妊婦等の心身の

状況、その置かれている環境等の把握を行うほか、母子保健や子育てに関する情報の提供、

相談その他の援助を行う事業です。 

対象者数は、各年度の出生者数と同一として見込みました。 

 

■ 妊婦等包括相談支援事業 量の見込みと確保方策 ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込

み① 

妊婦届出数（件） 1,107 1,097 1,088 1,079 1,069 

１組当たり面談回数 3 3 3 3 3 

面談実施合計回数 3,321 3,291 3,264 3,237 3,207 

確保方策② 3,321 3,291 3,264 3,237 3,207 

②-① 0 0 0 0 0 
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18 乳児等通園支援事業 

本事業は、令和６（2024）年の子ども・子育て支援法改正により新設された項目です。保

育所などの施設において、満３歳未満の乳児等に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、

当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護

者との面談並びに、当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助

を行う事業です。 

保育所等に在籍していない児童のうち一定数の利用を見込んでいます。 

 

■ 乳児等通園支援事業（必要定員数） 量の見込みと確保方策 ０歳児■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 34 34 34 34 34 

確保方策② 0 7 16 22 28 

②-① -34 -27 -18 -12 -6 

 

■ 乳児等通園支援事業（必要定員数） 量の見込みと確保方策 １歳児■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 38 38 38 38 38 

確保方策② 0 10 20 26 32 

②-① -38 -28 -18 -12 -6 

 

■ 乳児等通園支援事業（必要定員数） 量の見込みと確保方策 ２歳児■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 38 38 38 38 38 

確保方策② 0 10 20 26 32 

②-① -38 -28 -18 -12 -6 

 

19 産後ケア事業 

本事業は、産後のケアを必要としている人に対して、原則７日以内で心身のケアや育児の

サポートを行う事業です。タイプとしては、宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型があります。 

利用見込み産婦数は、出生数から過去の申請の実績をもとに見込みました。 

 

■ 産後ケア事業（人日*） 量の見込みと確保方策 ■ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み① 2,065 2,045 2,030 2,010 1,995 

確保方策② 2,065 2,045 2,030 2,010 1,995 

②-① 0 0 0 0 0 
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第４節 教育・保育等の円滑な利用及び質の向上 

１ 外国にルーツをもつ幼児への支援・配慮 

国際化の進展に伴い、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼児など

のいわゆる外国にルーツをもつ幼児の増加が見込まれるため、各施設の状況に応じた通訳の

派遣や、やさしい日本語や外国語版の案内の作成など、保育所等における外国にルーツをも

つ幼児への支援や配慮を充実します。 

 

２ 幼児教育・保育等の質の確保及び向上について 

幼児教育・保育等の質の確保及び向上を図るため、以下の取組を行います。 

 

（１）幼稚園・保育所・認定こども園と小学校等との円滑な接続の推進 

幼・保・小の接続については、園児と児童の交流活動、保護者と小学校教職員等との意見

交換、要録による園児の育ちや個性の引継ぎ等により、子どもたちの発達や学び全般にわた

る連携を進めます。 

 

（２）保育・幼児教育施設職員の資質向上 

保育施設や幼稚園等の職員の資質向上を図るため、幼稚園教育要領や保育所保育指針

等に基づき、研修や民間施設との合同学習会等の取組を進めます。 

 

（３）第三者評価*の受審による運営改善 

保育所・認定こども園に対しては、東京都福祉サービス第三者評価*の積極的な受審を勧

奨します。また、認可外保育施設に対し、受審費用の補助を行い、第三者評価*の受審を促進

します。 

 

（４）適切な監査等の実施 

法令に基づき実施する指導検査については、東京都と連携を図りながら、知識やスキルの

向上に努め、定期的な実施に取り組みます。 
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第６章 プランの推進体制 
 

子育ち・子育て当事者や子育て支援者など、市民が深くかかわって策定されたこのプラン

は、市民との協働の視点から、市民とともに考え、取り組む姿勢を常に保ち、着実に進める必

要があります。そのために、施策目標の１つに｢地域のあらゆる構成員が連携・協力して事業

を推進します｣を掲げています。このプランをさらに推進していくため、進捗状況の管理や取組

の検証・評価のしくみを次のとおり構築します。 

 

１ 夢育て・たちかわ子ども21プラン推進会議によるプランの推進 

第１次、第２次、第３次、第４次プランと同様に、子どもを含む市民や子育ち・子育て支援者

を委員とする夢育て・たちかわ子ども21プラン推進会議が、このプランの実施状況を把握・検

証し、必要に応じ、提言等も行いながら、このプランを推進します。 

 

２ 庁内の推進本部による全庁的・横断的なプランの推進 

このプランの策定にあたっては、市長を本部長とする夢育て・たちかわ子ども21プラン推進

本部において審議するとともに、子どもに直接関係する部課をはじめとして、子どもに影響を

及ぼすと思われる部課も加わり、検討を進めました。 

引き続き、推進本部を中心に関連部課が連携し、全庁的・横断的にこのプランの実現を進

めます。 

 

３ 行政評価制度を活用した評価・検証 

このプランは、第５次長期総合計画の前期基本計画と施策体系を整合させました。前期基

本計画を進行管理する行政評価制度を活用し、このプランの施策目標や取組内容を評価・

検証します。 

 

４ 広報やホームページ等を通じたプランの実施状況等の公表 

このプランの取組項目の実施状況や成果指標の目標達成状況について、子どもも含めて、

市民にわかりやすく工夫し、広報やホームページ等を通じて公表します。 
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資料編 

１ 用語解説 

 

あ行 
 

用語 説明 

あいあいパトロール 地域を愛（あい）する心、子どもを見守る優しい目（EYE）と犯罪を見逃

さない眼（EYE）の「あい」をテーマに、安全・安心のまちづくりを目的に、

パトロール活動を行う自主防犯組織。 

赤ちゃん・ふらっと事業 「赤ちゃん・ふらっと」は、小さな子どもを連れた方が安心して外出できる

よう整備された、授乳やおむつ替え等ができるスペースの愛称。「赤ちゃ

ん・ふらっと」を設置・管理運営をおこなう事業者等に、東京都が適合証

を交付。所在地及び事業主の名称等を公表し、小さな子どもを連れた方

に利用を呼びかけている。 

生きる力 変化の激しいこれからの社会を生きるために、平成 10（1998）年の学習

指導要領改訂の際に子どもたちに育むべき力として示したもので、知・

徳・体のバランスのとれた力のこと。具体的には①基礎的な知識・技能を

習得し、それらを活用して、自ら考え、判断し、表現することにより、様々

な問題に積極的に対応し、解決する力、②自らを律しつつ、他人とともに

協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、③たくま

しく生きるための健康や体力、などのこと。 

育児支援ヘルパー事業 産前産後の大変な時期にヘルパーを派遣して、育児・家事・相談・助言を

行う事業。日中周りの手助けを受けられない方を対象に、体調や気分が

すぐれない場合に利用できる支援制度。 

医療的ケア児等コーディネー

ター 
保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要なサービスを総合的に調整し、

医療的ケア児等とその家族に対しサービスの紹介等をするとともに、関

係機関と医療的ケア児等とその家族をつなぐ役割をもつ。 

インクルーシブ教育システム 多様性を尊重し、社会に効果的に参加することを目的とし、障害の有無

にかかわらずともに学ぶこと。一般的な教育制度から排除されず、必要

な配慮がなされること。 

オレンジリボンダイヤル 子ども家庭センターの虐待通告専用電話。電話番号 042-528-

4338( 月 曜 ～ 土 曜 日 ( 日 曜 日 、 祝 日 、 年 末 年 始 を 除 く )8:30 ～

17:00)、平日夜間と日曜祝日は、東京都児童相談センター(03-

5937-2330)が受け付けている。また、児童相談所全国共通ダイヤル

「189」は、通話料無料で、近くの児童相談所につながる。 

 

か行 
 

用語 説明 

学校運営協議会 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の５に基づい

て教育委員会が学校に設置する。主な役割は以下のとおり。 

・校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。 

・学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることがで

きる。 

・教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、

教育委員会に意見を述べることができる。 



資料編 

151 

用語 説明 

学校支援員 通常の学級に在籍する支援や配慮が必要な児童・生徒の見守りや個別

支援を行う支援員のこと。 

教育支援センター 不登校の児童・生徒の集団生活への適応や情緒の安定、学力の補充、

基本的生活習慣の改善等のために、学校内や学校以外の場所に用意し

た施設。個別または小集団による学習指導、個別カウンセリング等を実

施している。 

教育相談 教育相談員（公認心理師等）が、市内の幼児から高校生とその保護者を

対象に、不登校や進路、学校での人間関係など、保護者の心配事や子ど

も自身の悩みについて相談を受けている。 

更生福祉協力員 保護司(犯罪や非行におちいった人の立ち直りを地域で支えるボランテ

ィア。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務

員)の中から市長が任命する。青少年の健全育成に関することや非行、

犯罪等の予防に関することなどに携わっている。 

５歳児相談 社会性の成長発達が現れる年中児（５歳）を対象に、子どもの通園して

いる保育園・幼稚園に専門相談員が出向き、希望した保護者からの相談

を行うもの。 

子育て支援員 東京都が定めた研修（「基本研修」及び「専門研修」）を終了し、保育や子

育て支援分野の各事業等従事する上で、必要な知識や技能等を修得し

たと認められる方のこと。認定された方は、小規模保育や家庭的保育、

一時預かり保育などの保育従事者等として従事することが可能となる。 

 

さ行 
 

用語 説明 

市民団体ウドラ夢たち基金 立川市内の子どもたちが夢を形にする事業などを資金面で支援するた

めに設立されたプロジェクト。 

就学支援シート 支援や配慮が必要な子どものスムーズな小学校への就学、そして豊かな

学校生活を送ることができるよう、子どもの様子や指導の手だて・手がか

り、就学後も引き継いでほしい支援の内容、保護者の要望等についてま

とめ、幼稚園、保育所等から小学校等に引き継いでいくもの。本市では、

保護者記入欄のほか、幼稚園・保育園等の記入欄がある。 

就学相談 心身や発達のことで心配のある子どもの就学に対して、どのような教育

環境が良いか相談すること。保護者との面談の他、行動観察や発達検

査、見学・体験を通し、保護者に必要な情報を提供し、一緒に考える。就

学後も引き続き相談が必要な場合は継続して相談することもできる。 

出産育児一時金 国民健康保険の保険給付の一つとして、被保険者が出産したときに世帯

主に支給される。他の健康保険にも同様の給付がある。 

生涯学習市民リーダー 今までに蓄えた知識や経験、技術を持ち、それを地域や団体などで役立

てたいと考えている方に登録していただき、指導者や講師として希望す

る団体に紹介する立川市の制度。 

消費生活相談 専門の相談員が、商品などの契約や品質、表示、サービスについてのト

ラブル、不当請求など、消費生活に関する様々な相談に応じている。女

性総合センターにおいては、毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を

除く。また毎月第 3 木曜日は電話相談のみ)の 9:00～16:00 に相談を

受けている。 
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用語 説明 

人権擁護委員  人権擁護について理解があり、人格識見ともに優れた人が選出され、法

務大臣から委嘱される。人権相談(不当な扱いや、虐待、いじめなど、

様々な人権侵害について相談に応じる)、人権啓発(人権を尊重すること

の重要性を正しく認識してもらうため、人権週間などを利用して広報活

動をする)を行っている。 

スクールカウンセラー 学校における教育相談体制等の機能の充実のために、児童・生徒の臨

床心理に関して専門的な知識・経験を有する臨床心理士などを学校に

配置する。児童・生徒を対象とした教育相談*、カウンセリングの他、教員

及び保護者への助言を行う。 

スクールソーシャルワーカー いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待等、生活指導上の課題に対応す

る。教育分野に関する知識に加え、社会福祉等の専門的な知識や技術

を用いて、児童・生徒が置かれた様々な環境に働きかけたり、関係機関

等とのネットワークを活用したりして、課題を抱える児童・生徒を支援す

る専門家。市の会計年度任用職員で、小中学校からの要請に応じて派

遣している。 

青少年健全育成地区委員会 青少年をめぐる社会環境の改善と青少年の健全育成を図ることを目的

として、12 地区で組織されている。地区内の小中学校の校長・副校長・

生活指導主任、ＰＴＡ、民生委員・児童委員等から構成され、地域内の青

少年対策を総合的に調整しており、行政と地域をつなぐパイプ役でもあ

る。活動内容は、地区委員会ごとにそれぞれ特色がある。 

 

た行 
 

用語 説明 

第三者評価 事業者・利用者以外の公正・中立な評価機関が、専門的かつ客観的な

立場から施設の評価を行い、評価結果を幅広く利用者や事業者へ公表

する制度。利用者への情報提供を行うとともに、事業者の保育サービス

の質を向上させる取組を支援するもの。 

立川教育フォーラム 本市の教育の充実と推進を図るため、保護者や市民、教職員が一堂に

会して、市立小中学校の実践等を紹介する場として、教育委員会が毎年

開催している催し。 

地域学校協働本部 地域学校コーディネーター（地域学校協働本部事業において、学校とボ

ランティア等の外部人材をつなぐ役割を担う者）を中心に、地域住民等

の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、

学校を核とした地域づくりを行うことを目的とする。従来の学校支援地

域本部などの学校支援の取組が「地域による学校の支援」であったのに

対し、地域と学校のパートナーシップに基づく「双方向の連携・協働」へと

発展させている点で異なる。 

通訳協力員 市立小中学校に編入する帰国子女や外国人の児童・生徒など日本語の

理解が十分でない子ども達を対象とした授業中の通訳や学校生活の補

助、家庭との連絡補助等をおこなう有償ボランティア。 

東京都ひとり親家庭支援セン

ター「はあと」 

ひとり親家庭、寡婦及びその関係者が安心して暮らすために、日常生活

に関すること、養育費についての相談や離婚前後の法律相談、親子交流

支援、各種セミナーを行っている。 
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用語 説明 

東京都福祉のまちづくり条例 ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障害者を含めたすべて

の人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進め

ることを目的とする東京都が制定した条例。 

特別支援教育 障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を

支援するという視点に立ち、幼児・児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズ

を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服す

るため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。 

これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的の遅れのない発達

障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒が在籍するす

べての学校において実施されるもの。 

さらに、障害のある幼児・児童・生徒への教育にとどまらず、障害の有無

やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍でき

る共生社会の形成の基礎となるもの。 

ドリーム学園 心身の発達に支援や配慮が必要な市内在住の２歳から就学前の児童を

対象に、心身の発達を促し、社会性・適応性を育むため、総合的な療育

を行う立川市の施設。定員は２５名。週５日の登園を基本とする。通園バ

スあり。児童福祉法の児童発達支援事業。 

 

な行 
 

用語 説明 

人回 利用者数と利用意向（利用意向率×利用意向回数）を掛け合わせた単

位。 

人日 利用者数と利用意向（利用意向率×利用意向日数）を掛け合わせた単

位。 

 

は行 
 

用語 説明 

ファーレ倶楽部 ファーレ立川に設置されている 36 か国・92 人の作者による 109 点の

パブリックアートのガイドを行っているボランティアグループ。｢小学校フ

ァーレ立川アート鑑賞教室｣においては、｢ファーレ倶楽部｣の案内によ

り、毎年、市内のすべての小学５年生がファーレ立川に点在するパブリッ

クアートを鑑賞している。 

ファミリー・サポート・センター

事業 

子育てを手伝ってほしい方（依頼会員）と子育てのお手伝いができる方

（援助会員）、その両方を兼ねる方（両会員）が、地域で子育てを支える

制度。依頼会員は、教育保育施設への送迎やその前後の預かり、保護者

の外出時（通院や学校行事等）の預かり等のサポートを受けることがで

きる。 

ブックスタート事業 赤ちゃんとその保護者に、絵本を開く楽しい時間と心ふれあうひとときを

持つきっかけをつくる活動。３～４か月児健康診査の会場で、市民ボラン

ティアの方が絵本セットをお渡しするとともに、絵本の読み聞かせと、市

の子育て支援情報を伝える。 
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用語 説明 

不登校対応巡回教員 巡回拠点校及び巡回校（４～５校）を巡回し、不登校生徒の支援、魅力あ

る学校づくり及び不登校生徒の支援の助言等、校内における組織的な

支援体制の整備について幅広く支援し、不登校の未然防止や不登校生

徒への支援の充実を図る教員のこと。 

フリースペース ｢子どもの居場所｣として、既成概念にとらわれない子どもが中心の場所

のことで、子どもが安心でき、ほっとするスペースや、子どもの参加を保

障し、子どもの活動の拠点となるスペースなどのこと指す。NPO 法人な

どの民間団体による活動が展開されている。 

プレーパーク  ｢冒険遊び場｣とも言う。子どもたちがどのような遊びでも自由にできる

よう禁止事項をなくし、｢自分の責任で自由に遊ぶ｣という考えに基づき、

子どもたちの遊びへの欲求と好奇心を満たす場として、地域市民によっ

て運営されている。 

フレンドホーム 一定の条件を満たし、フレンドホームとして登録した家庭が、東京都の乳

児院や児童養護施設に入所している子どもを、長期休みや土曜・日曜

日、祝日など学校が休みの期間に、数日間その家庭で預かる東京都の

制度。登録した家庭のことを「フレンドホーム」と呼ぶ。 

ペアレントプログラム 育児に不安のある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者など

を、地域の支援者（保育士、保健師、福祉事業所の職員等）が効果的に

支援できるよう設定された、グループ・プログラム。発達障害やその傾向

のある子どもをもつ保護者だけでなく、様々な悩みをもつ多くの保護者

に有効とされている。 

ベビーシッター利用支援事業 東京都が実施する事業で、未就学児の保護者が東京都の認定を受けた

ベビーシッター事業者を利用する場合に、その費用の一部を助成するも

の。主に待機児童の保護者等を対象とする「事業者連携型」と、保育認

定の有無を問わずより幅広い方が利用できる「一時預かり利用支援」の

2 類型がある。 

放課後子ども教室くるプレ 運営を民間の事業者に委託し、学校休業日も含めた平日毎日、小学校

の校庭や教室等を活用して、放課後等の子どもたちが遊びやスポーツな

ど、自由にのびのびと過ごすことができる、安全・安心な居場所。令和 8

年度までに、全 19 校区に導入する予定。 

放課後子ども教室 地域の市民と連携して、放課後等に学校施設で子どもたちが様々な活

動ができる居場所を提供している。 

母子生活支援施設 18 歳未満の子どもを養育している母子家庭や何らかの事情により離婚

の届出ができないなどの母子家庭に準じる家庭において、子どもの養育

が困難な場合に、母子を保護するための児童福祉法に定められた施設。

入所した母子の心身と生活を安定させるための相談・援助を進め、自立

を支援している。 

母子・父子自立支援員 全国の都道府県、市、福祉事務所設置町村に配置されており、母子・父

子家庭及び寡婦の方が自立できるよう、生活の安定や子育て、就業に関

する相談・支援を行っている。 
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ま行 
 

用語 説明 

見守りメール 安全で安心なまちづくりの一環として、あらかじめ登録された連絡先に、

不審者や災害発生等の情報を配信するサービス。防犯(不審者)情報、

防災情報、熱中症警戒アラート情報、施設別配信（学童保育所・児童館

情報、保育施設情報）がある。 

 

や行 
 

用語 説明 

ヤングケアラー 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められ

る子ども・若者のこと。 

 

ら行 
 

用語 説明 

レスパイト 養育を担っている家族等の負担を軽減し、一時的に育児から解放されリ

フレッシュするための休息のこと。 

 

A～Z 
 

用語 説明 

ICT 機器 PC、電子黒板、デジタルカメラ等の情報・通信に関連する機器のこと。 

ICTは Information and Communication Technologyの略称。 

PT、OＴ、ST PT：理学療法士、OT：作業療法士、ST：言語聴覚士の略称 

2R+R 循環型社会を形成していくためのキーワードで、本市では「Reduce

（リデュース：排出抑制）」、「Reuse（リユース：再使用）」のごみの発

生抑制の行動を基本とし、加えてごみとして排出されたものを再生利

用する「Recycle（リサイクル：再生利用）」も重視すると定義してい

る。 
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２ 策定経過 

 

第５期夢育て・たちかわ子ども２１プラン推進会議 

令和５（2023）年 

日程 内容 

11 月 15 日 

第２回推進会議 

・委員の任命について 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン（素案）の策定につい

て（諮問） 

・市民意向調査の実施について 

・中学生の主張大会の実施について 

12 月 19 日 

第３回推進会議 
・市民意向調査の実施について 

 

令和６（2024）年 

日程 内容 

３月 19 日 

第４回推進会議 

・地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活

動事業の利用支援事業について 

・特定地域型保育事業（小規模保育園）の事業者変更について 

・市民意向調査の結果について（速報） 

・全国シンポジウムの報告について 

５月 20 日 

第５回推進会議 

・市民意向調査 結果報告書（案）について 

・市民意向調査 結果報告書別冊（案）（自由意見等）について 

６月 14 日 

第６回推進会議 

・第５回での推進会議での市民意向調査に関する意見について 

・第４次夢育て・たちかわ子ども 21 プランの振り返りについて 

７月 16 日 

第７回推進会議 

・長期総合計画、個別計画について 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン策定について 

・市民意向調査報告書について 

９月 25 日 

第８回推進会議 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン策定について（理念・

現プラン２章・現プラン３章） 

・こどもとおとなのはなしあい in 市議会議場 実施状況 

・「中学生の主張大会」団体審査員の推薦 

10 月９日 

第１回企画部会 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン策定について（コラム） 

・第９回（10 月 25 日）推進会議について 

10 月 25 日 

第９回推進会議 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン策定について（量の見

込みと確保方策・骨子案） 

・第５次プランで掲載するコラムの検討について 
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日程 内容 

11 月 13 日 

第 10 回推進会議 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン策定について（現プラ

ン２章） 

・第５次プランに向けた取組調査の状況について（取組項目の検

討） 

・第５次プランで掲載するコラムの検討について 

12 月９日 

第２回企画部会 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン策定について 

・第 11 回（12 月 19 日）推進会議について 

12 月 19 日 

第 11 回推進会議 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン策定について（現プラ

ン１章・現プラン４章・現プラン５章） 

・第５次プランで掲載するコラムの検討について 

 

令和７（2025）年 

日程 内容 

１月 24 日 

第 12 回推進会議 

・第５次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン（素案）について 

・答申について 

・パブリックコメントについて   
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３ 第５期夢育て・たちかわ子ども21プラン推進会議 
任期：令和５(2023)年 10 月 26 日～令和７(2025)年 10 月 25 日 

委員構成 

区分  氏名 所属団体等 

子どもの保護者 
 金子 恵  

 中嶋 弥生  

子ども・子育て

支援に関する事

業等に従事する

者 

 大橋 暉弘 認定特定非営利活動法人 育て上げネット 

 小畑 くるみ 
立川市法人立保育園園長会 副会長 
けやき台さくら保育園 園長 

 神田 恭司 
立川市立小学校長会 第十小学校 校長 
（令和５年 10 月 26 日～令和７年３月 31 日） 

 田野倉 宏美 
立川市立小学校長会 松中小学校 校長 
（令和７年 4 月 1 日～） 

 千頭和 正巳 
立川市立中学校長会 立川第八中学校 校長 
（令和５年 10 月 26 日～令和７年３月 31 日） 

 山口 聡 
立川市立中学校長会 立川第一中学校 校長 
（令和７年 4 月 1 日～） 

 永田 ゆかり 家庭的保育事業 家庭的保育室日だまり 

 樋口 睦子 社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 

 土方 崇 
立川市私立幼稚園協会 副会長 
立川かしの木幼稚園 園長 

子ども・子育て

支援に関し学識

経験のある者 

副会長 秋山 俊 多摩の森綜合法律事務所 弁護士 

 平野 静香 医療法人社団さいわいこどもクリニック 院長 

副会長 米原 立将 流通経済大学 准教授 

子ども・子育て

支援に関する市

民団体等の代表

者 

 景山 千鶴子 たまがわ・みらいパーク企画運営委員会 会長 

 小松 佳世子 立川市手をつなぐ親の会 副会長 

 佐藤 米子 青少年健全育成地区委員会委員長連絡会 

 水城 優子 子育て・いれかわりたちかわり実行委員会 代表 

会長 山中 ゆう子 チャイルドラインたちかわ 代表 

市内の事業主を

代表する者 
 北島 宏晃 立川市商店街振興組合連合会 副理事長 

市内の労働者を

代表する者 
 伊東 祐也 連合多摩中央地区協議会 事務局長 

公募市民 

 安部 希美  

 大口 泰朗  

 坂下 香澄  

 鉤 賢太郎  

公募市民 

（子ども） 

 飯野 心咲 中学生 

 末平 乙綺 中学生 

 佐藤 蓮太朗 中学生 

 松村 咲 高校生 

（敬称略 区分ごとに五十音順）  
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４ 夢育て・たちかわ子ども21プラン推進本部設置要綱 

平成 15 年５月１日要綱第 16 号 

改正 

平成21年４月１日要綱第42号 

平成25年４月30日要綱第88号 

平成27年４月１日要綱第95号 

令和４年４月１日要綱第149号 

令和６年３月26日要綱第61号 

令和７年３月2４日要綱第123号 

夢育て・たちかわ子ども21プラン推進本部設置要綱 

（設置） 

第１条 「夢育て・たちかわ子ども21プラン」（以下「子ども21プラン」という。）を策定し、子ども21プランを総合

的に推進するため、夢育て・たちかわ子ども21プラン推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。 

(１) 子ども21プランの策定に関すること。 

(２) 子ども21プランの総合的推進に関すること。 

(３) その他本部長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、市長を充てる。 

３ 副本部長は、副市長及び教育長を充てる。 

４ 本部員は、別表第１に定める者を充てる。 

（職務） 

第４条 本部長は、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、立川市副市長の事務分担規則（平成19年立川

市規則第76号）第２条第１号に規定する副市長（以下「本部担当副市長」という。）、同条第２号に規定する

副市長、教育長の順序によりその職務を代理する。 

３ 本部員は、推進本部の事務に従事する。 

（会議） 

第５条 推進本部は、必要に応じて本部長が招集する。 

２ 推進本部は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求める

ことができる。 

（検討委員会） 

第６条 推進本部に付議する事案及び推進本部で決定した事項の実施について必要な事項を検討するため、

検討委員会を置く。 

２ 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

３ 委員長は、本部担当副市長を充てる。 

４ 委員長は、検討委員会を代表し、検討委員会の事務を総理する。 

５ 副委員長は、子ども家庭部長及び教育部長を充てる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、子ども家庭部長、教育部長の順序によりその

職務を代理する。 

７ 委員は、別表第２に定める者を充てる。 

８ 委員は、検討委員会の事務に従事する。 

９ 検討委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 
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（庶務） 

第７条 推進本部及び検討委員会の庶務は、子ども家庭部子ども政策課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成15年５月１日から施行する。 

附 則（平成15年10月10日） 

この要綱は、平成15年10月10日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日） 

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年５月14日） 

この要綱は、平成16年５月14日から施行する。 

附 則（平成17年４月１日） 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年４月１日） 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年４月16日） 

この要綱は、平成20年４月16日から施行する。 

附 則（平成20年10月８日） 

この要綱は、平成20年10月８日から施行する。 

附 則（平成21年４月１日要綱第42号） 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年４月30日要綱第88号） 

この要綱は、平成25年５月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日要綱第95号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日要綱第149号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月26日要綱第61号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和7年３月24日要綱第123号） 

この要綱は、令和7年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

市長公室長、政策財務部長、行政管理部長、危機管理対策室長、子ども家庭部長、保健医療部長、福祉

部長、環境資源循環部長、都市整備部長、産業まちづくり部長、市民部長、文化スポーツ部長、公営競技事

業部長、会計管理者、教育委員会事務局教育部長及び議会事務局長 

別表第２（第６条関係） 

政策財務部企画政策課長、政策財務部財政課長、政策財務部男女平等推進課長、危機管理対策室危機

管理課長、子ども家庭部子ども政策課長、子ども家庭部子ども家庭センター長、子ども家庭部統括支援担

当課長、子ども家庭部児童発達支援センター長、子ども家庭部子ども育成課長、子ども家庭部保育課長、

子ども家庭部保育振興担当課長、保健医療部健康推進課長、福祉部地域福祉課長、福祉部障害福祉課長、

福祉部生活福祉課長、産業まちづくり部産業観光課長、産業まちづくり部交通企画課長、市民部くらし相談

課長、文化スポーツ部スポーツ振興課長、教育委員会事務局教育部指導課長、教育委員会事務局教育部

教育支援課長、教育委員会事務局教育部生涯学習推進センター長及び図書館長    
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５ 関係条例（規則・要綱） 

（１）立川市夢育て・たちかわ子ども 21 プラン推進会議条例 

平成27年７月１日条例第37号 

立川市夢育て・たちかわ子ども21プラン推進会議条例 

（設置） 

第１条 夢育て・たちかわ子ども21プランを推進し、もって子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちづく

りに寄与するため、こども基本法（令和４年法律第77号。以下「基本法」という。）第13条第３項及び子ども・

子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「支援法」という。）第72条第１項の規定に基づき、立川市夢育

て・たちかわ子ども21プラン推進会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、基本法及び支援法で使用する用語の例による。 

（所掌事項） 

第３条 会議は、次の各号に掲げる事項について処理する。 

(１) こども施策に係る事務の実施に係る協議及び連絡調整に関すること。 

(２) 支援法第72条第１項各号に掲げる事務に関すること。 

(３) その他市長が必要と認めた事項に関すること。 

（組織） 

第４条 会議は、委員27人以内をもって組織する。 

（委員） 

第５条 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する。 

(１) 子どもの保護者 ２人以内 

(２) こども施策に関する事業等に従事する者 ７人以内 

(３) こども施策に関し学識経験のある者 ３人以内 

(４) こども施策に関する市民団体等の代表者 ５人以内 

(５) 市内の事業主を代表する者 １人 

(６) 市内の労働者を代表する者 １人 

(７) 公募市民 ８人以内 

２ 前項第７号に掲げる委員のうち、５人以内において子どもの委員を置くことができる。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（意見の聴取） 

第８条 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第９条 会議は、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長の指名によって定める。 

３ 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選により定める。 
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（委任） 

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成27年８月１日から施行する。 

附 則（令和４年12月７日条例第25号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年10月５日条例第27号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（２）諮問文書 

 

 

 

 

 

 

 

  

㊢ 
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（３）答申文書 

 

 

 

 

 

  

㊢ 
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（４）立川市夢育て・たちかわ子ども 21 プラン推進会議条例施行規則 

平成27年７月30日規則第42号 

立川市夢育て・たちかわ子ども21プラン推進会議条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、立川市夢育て・たちかわ子ども21プラン推進会議条例（平成27年立川市条例第37号。

以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（部会） 

第２条 条例第９条第１項の規定による部会の設置は、会長が立川市夢育て・たちかわ子ども21プラン推進会

議（以下「会議」という。）に諮って定める。 

２ 条例第６条第２項及び第７条の規定は、部会について準用する。この場合において、条例第６条第２項並び

に第７条第１項及び第３項中「会長」とあるのは「部会長」と、条例第６条第２項及び第７条中「会議」とあるの

は「部会」と、条例第７条第２項及び第３項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。 

（会議録） 

第３条 会長及び部会長は、会議録を調整し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 会議の日時及び場所 

(２) 出席委員の氏名 

(３) 付議した事項及び審議の概要 

(４) その他必要と認める事項 

（委員の報酬） 

第４条 委員の報酬は、立川市非常勤職員給与等支給条例（昭和36年立川市条例第２号）別表の規定により、

次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 条例第６条第１項に規定する会長 日額 14,200円 

(２) 条例第５条第１項各号に規定する委員（ただし、前号に掲げる会長及び条例第５条第２項に規定する子

どもの委員を除く。） 日額 10,800円 

(３) 条例第５条第２項に規定する子どもの委員 日額 2,000円 

（委任） 

第５条 この規則の施行に係る会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成27年８月１日から施行する。 
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６ 児童の権利に関する条約 
平成６年５月１６日 
条 約 第 ２ 号 

前文 

この条約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い
得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、国際連合加盟国の国民が、国際連合憲

章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準

の向上を促進することを決意したことに留意し、国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚
の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣

言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、国際連合が、世界人権宣言に

おいて、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、家族が、社会の基礎的な集団とし
て、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けること

ができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環

境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、児童が、社会において個人として生活するため十分な準備
が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に

従って育てられるべきであることを考慮し、児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924 年の児童の権利に関するジュネーヴ

宣言及び 1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的
及び政治的権利に関する国際規約（特に第23条及び第24条）、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（特に第10条）並びに児

童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、児童の権利に関する宣言において

示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話
を必要とする。」ことに留意し、国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的

な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則（北京規則）及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保

護に関する宣言の規定を想起し、極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が
特別の配慮を必要としていることを認め、児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分

に考慮し、あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、次のとおり協定した。 

 
第1 部 

第1 条 

この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達した
ものを除く。 

 

第2 条 
1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その

他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定

める権利を尊重し、及び確保する。 
2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰か

ら保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 
第3 条 

1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行

われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 
2 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要

な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 

3 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び
適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。 

 

第4 条 
締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済

的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これ

らの措置を講ずる。 
 

第5 条 

締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家
族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で

適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 

 
第6 条 

1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。 

2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。 
 

第7 条 

1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限
りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。 

2 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1 の権

利の実現を確保する。 
 

第8 条 

1 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持す
る権利を尊重することを約束する。 

2 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な

援助及び保護を与える。 
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第9 条 
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うこと

を条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。こ

のような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のよ
うな特定の場合において必要となることがある。 

2 すべての関係当事者は、1 の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。 

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人
的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。 

4 3 の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡（その者が当該締約国により身体を

拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。）等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、
児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、そ

の情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないこ

とを確保する。 
 

第 10 条 

1 前条 1 の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出
国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の

構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。 

2 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利
を有する。このため、前条 1 の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国（自国を含む。） からも出

国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他

の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。 
 

第 11 条 

1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。 
2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。 

 

第 12 条 
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利

を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直
接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 

 

第 13 条 
1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、

国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 

2 １の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必
要とされるものに限る。 

（a）他の者の権利又は信用の尊重 

（b）国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 
 

第 14 条 

1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。 
2 締約国は、児童が 1 の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方

法で指示を与える権利及び義務を尊重する。 

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基
本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。 

 

第 15 条 
1 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。 

2 1 の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は

他の者の権利及び自由の保護のため民 主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。 
 

第 16 条 

1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されな
い。 

2 児童は、1 の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 

 
第 17 条 

締約国は、大衆媒体（マス・メディア）の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外 の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社

会面、精神面及び道徳面の福祉並び に心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締
約国は、 

（a）児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第 29 条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体（マス・メディア）が普及さ

せるよう奨励する。 
（b）国の内外の多様な情報源（文化的にも多様な情報源を含む。）からの情報及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。 

（c）児童用書籍の作成及び普及を奨励する。 

（d）少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体（マス・メディア）が特に考慮するよう奨励する。 
（e）第 13 条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨

励する。   
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第 18 条 

1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父

母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的
な関心事項となるものとする。 

2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこ

れらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。 
3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利

を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。 

  
第 19 条 

1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精

神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む。）からその児童を保護するため
すべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 

2 1 の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による

防止のための効果的な手続並びに 1 に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な
場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。 

 

第 20 条 
1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められな

い児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 

2 締約国は、自国の国内法に従い、1 の児童のための代替的な監護を確保する。 
3 2 の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含

むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語

的な背景について、十分な考慮を払うものとする。 
 

第 21 条 

養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、 
（a）児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法

律及び手続に従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんが

み許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与
えていることを認定する。 

（b）児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の

監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。 
（c）国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。 

（d）国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な

措置をとる。 
（e）適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国に

おける児童の養子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。 

 
第 22 条 

1 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認

められている児童が、父母又は他の者に付き添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人
道に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するた

めの適当な措置をとる。 

2 このため、締約国は、適当と認める場合には、1 の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を
得ることを目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間

機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父 母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの

理由により恒久的又は一 時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。 
 

第 23 条 

１ 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の
下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。 

2 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、か

つ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのよう
な児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 

3 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2 の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考

慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達（文化的及び精神的
な発達を含む。）を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備

及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。 

4 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情
報の交換（リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。）であってこれらの分野における自

国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特

に、開発途上国の必要を考慮する。 
 

第 24 条 

1 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童
の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。 

2 締約国は、1 の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措置をとる。 

（a）幼児及び児童の死亡率を低下させること。 
（b）基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保すること。 

（c）環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並
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びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。 
（d）母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。 

（e）社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生（環境衛生を含む。）並びに事故の防止

についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保する
こと。 

（f）予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させること。 

3 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置をとる。 
4 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これ

に関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 

 
第 25 条 

締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇及びその収容

に関連する他のすべての状況に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。 
 

第 26 条 

1 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完
全な実現を達成するための必要な措置をとる。 

2 １の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行わ

れる給付の申請に関する他のすべての事項を考慮して、与えられるものとする。 
 

第 27 条 

１ 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。 
２ 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについ

ての第一義的な責任を有する。 

3 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1 の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助す
るための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を 提供する。 

4 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保する

ためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国は、
国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。 

 

第 28 条 
1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 

（a）初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 

（b）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であ
り、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当

な措置をとる。 

（c）すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 
（d）すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。 

（e）定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 

2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な
措置をとる。 

3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易に

するため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 
 

第 29 条 

1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 
（a）児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 

（b）人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。 

（c）児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対
する尊重を育成すること。 

（d）すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精

神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。 
（e）自然環境の尊重を育成すること。 

2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、

1 に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを
条件とする。 

 

第 30 条 
種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は先住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は先住民である児童は、そ

の集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 

 
第 31 条 

1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な

生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 
2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレク

リエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。 

 
第 32 条 

1 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、

道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。 
2 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書

の関連規定を考慮して、特に、 
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（a）雇用が認められるための 1 又は 2 以上の最低年齢を定める。 
（b）労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 

（c）この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。 

 
第 33 条 

締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引

における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。 
 

第 34 条 

締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。 
このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 

（a）不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 

（b）売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 
（c）わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。 

 

第 35 条 
締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多

数国間の措置をとる。 

 
第 36 条 

締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。 

 
第 37 条 

締約国は、次のことを確保する。 

（a）いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可
能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。 

（b）いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の

解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。 
（c）自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われ

ること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離さ

れるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。 
（d）自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、

独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。 

 
第 38 条 

1 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保

することを約束する。 
2 締約国は、15 歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。 

3 締約国は、15 歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15 歳以上 18 歳未満の者の中から採用するに当

たっては、最年長者を優先させるよう努める。 
4 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び

養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。 

 
第 39 条 

締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い

若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。
このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。 

 

第 40 条 
1 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させ

るような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該

児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認
める。 

2 このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。 

（a）いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てら
れ、訴追され又は認定されないこと。 

（b）刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を受けること。 

（i）法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。 
（ii）速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護 者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準

備及び申立てにおいて弁護人その他適当な援助を行う者を持つこと。 

（iii）事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づ く公正な審理において、弁護人その他適当な援助
を行う者の立会い及び、特に当該 児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を 除くほか、

当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。 

（iv）供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋間し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための
証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。 

（v）刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立

の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。 
（vi）使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。 

（vii）手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。 

3 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の
設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。 

（a）その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。 
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（b）適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該
児童を取り扱う措置をとること。 

4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、

力ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものと
する。 

 

第 41 条 
この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。 

（a）締約国の法律 

（b）締約国について効力を有する国際法 
  

第2 部 

第 42 条 
締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。 

 

第 43 条 
1 この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。委員会は、この部に定める任務を行う。 

2 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認められた 10 人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約
国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衡平な地理的配分及び主

要な法体系を考慮に入れる。 

3 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名する
ことができる。 

4 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後 6 箇月以内に行うものとし、その後の選挙は、2 年ごとに行う。国際連合

事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも 4 箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を 2 箇月以内に提出する
よう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファべット順による名簿（これらの者を指名した締約国名を表示した名

簿とする。）を作成し、この条約の締約国に送付する。 

5 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。これらの会合は、締約国の 3 
分の 2 をもって定足数とする。これらの会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、

過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。 

6 委員会の委員は、4 年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選される資格を有する。最初の選挙において選出された
委員のうち 5 人の委員の任期は、2 年で終了するものとし、これらの 5 人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の選挙が行われた

締約国の会合の議長によりくじ引で選ばれる。 

7 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行することができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を
指名した締約国は、委員会の承認を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。 

8 委員会は、手続規則を定める。 

9 委員会は、役員を 2 年の任期で選出する。 
10 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。委員会は、原則として毎年 1 

回会合する。委員会の会合の期間は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、必要な場合には、再

検討する。 
11 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。 

12 この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬

を受ける。 
 

第 44 条 

1 締約国は、（a）当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から 2 年以内に､（b）その後は 5 年ごとに、この条約において認められ
る権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員

会に提出することを約束する。 

2 この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これら
の要因及び障害を記載する。当該報告には、また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するために十分な情報を

含める。 

3 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1（b）の規定に従って提出するその後の報告においては、既に提供した基本的
な情報を繰り返す必要はない。 

4 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。 

5 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて 2 年ごとに国際連合総会に提出する。 
6 締約国は、1 の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。 

 

第 45 条 
この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励するため、 

（a）専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施につい

ての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機
関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができ

る。委員会は、専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこ

の条約の実施について報告を提出するよう要請することができる。 
（b）委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含んでおり又はこれらの必要性を記載している締約国からの

すべての報告を、これらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに、専門機関

及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。 
（c）委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のために児童の権利に関連する特定の事項に関する研究を行うよう同

事務総長に要請することを勧告することができる。 

（d）委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な性格 を有する勧告を行うことができる。これらの提案
及び一般的な性格を有する勧告は、関係締約国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連合総会に報告する。 
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第3 部 
第 46 条 

この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。 

 
第 47 条 

この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 

 
第 48 条 

この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。 

 
第 49 条 

1 この条約は、20 番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後 30 日目の日に効力を生ずる。 

2 この条約は、20 番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日
の後 30 日目に効力を生ずる。 

 

第 50 条 
1 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その

改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。そ

の送付の日から 4 箇月以内に締約国の 3 分の 1 以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会
議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。 

2 1 の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の 3 分の 2 以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。 

3 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの条約の規定（受諾した従前の改
正を含む。）により引き続き拘束される。 

 

第 51 条 
1 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。 

2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 

3 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に通報す
る。このようにして通報された通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。 

 

第 52 条 
締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通

告を受領した日の後 1 年で効力を生ずる。 

 
第 53 条 

国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。 

 
第 54 条 

アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。 

 
以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 
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７ こども大綱 
 
第１ はじめに 

 

１ こども基本法の施行、こども大綱の策定 
 

令和５年４月１日、こども基本法が施行された。こども基本法は、日本国憲法、児童の権利に関する条約（以下「こどもの権利条約」という。）

の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長する
ことができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社

会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、

こども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とし
ている（第１条）。こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされている。これは、18 歳や 20 歳といった年

齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示し

たものであり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者を指している。 
そして、こども基本法第３条において、こども施策の基本理念として、次の６点が掲げられている。 

① 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにす

ること。 
② 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並

びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機

会が等しく与えられること。 
③ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多

様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 

④ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。 
⑤ こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に

対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保

することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。  
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 

国は、これらの基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定・実施する責務があり（第４条）、政府は、こども施策を総合的に推進するた

め、こども施策に関する大綱（以下「こども大綱」という。）を定めなければならないとされている（第９条第１項）。 
こども大綱について、こども基本法では、以下のとおり、規定されている。 

・ こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、こども施策を推進するために必要な事項につい

て定めるものとする。（第９条第２項） 
・ こども大綱は、少子化社会対策基本法第７条第１項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策、子ども・若者育

成支援推進法第８条第２項各号に掲げる事項及び子どもの貧困対策の推進に関する法律第８条第２項各号に掲げる事項を含むも

のでなければならない。（第９条第３項） 
・ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成期間を定めるものとする。

（第９条第４項） 

・ 都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を定めるよう、また、市町村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案し
て市町村こども計画を定めるよう、努めるものとする。（第 10 条） 

・ 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。（第 16 条） 
・ こども政策推進会議が、こども大綱の案を作成する。同会議は、こども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する

者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ず

るものとする。（第 17 条第２項第１号及び同条第３項） 
 

政府は、令和５年４月、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議を開催し、こども大綱の案の作成に当たり、内閣総理大臣からこど

も家庭審議会に対し今後５年程度を見据えたこども施策の基本的な方針や重要事項等について諮問し、こども家庭審議会においてこどもや
若者、子育て当事者の視点に立って議論を進めることを決定した。これを踏まえ、内閣総理大臣から諮問を受けたこども家庭審議会が、こど

もや若者、子育て当事者等の意見を聴く取組を実施した上で、同年 12 月に答申を取りまとめた。 

政府として、この答申を真摯に受け止め、総合的な見地から検討・調整を図り、こども政策推進会議において案を作成した上で、ここに、こ
ども大綱を策定する。 

  

２ これまでのこども関連３大綱を踏まえた課題認識 
 

こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進

に関する法律に基づく３つのこどもに関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるものであ
る。 

令和２年５月に閣議決定された少子化社会対策大綱については、こども基本法施行前に内閣府の検討会で取りまとめられた中間評価にお

いて、少子化の背景には、経済的な不安定さ、出会いの機会の減少、男女の仕事と子育ての両立の難しさ、家事・子育ての負担が依然として
女性に偏っている状況、健康上の理由など、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることが

指摘されている。その上で、少子化を「既婚者の問題」、「女性やこどもの問題」とするのではなく、我が国の経済社会の根幹を揺るがしかね

ない喫緊の課題であることを社会全体で認識する必要があるとされている。一方で、少子化対策は、決して国や社会の都合で若い世代に特
定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりするものであってはならず、「こどもまんなか」の考えの下で、これから生まれてくるこど

もや今を生きているこどもとともに結婚や子育ての当事者となる若い世代を真ん中に据えていくことが求められるとされている。 

令和３年４月に子ども・若者育成支援推進本部で決定された子供・若者育成支援推進大綱では、まず、社会全体の状況としては、こどもの
自殺などの生命・安全の危機、孤独・孤立の顕在化、低いウェルビーイング、格差拡大への懸念、ＳＤＧｓの推進、多様性と包摂性ある社会の

形成、リアルな体験とＤＸの両面展開、成年年齢の引下げ等への円滑な対応などが指摘されている。また、こども・若者が過ごす場ごとの状

況として、世帯構造、児童虐待、ひきこもり、家族観の変化といった家庭をめぐる課題や、生徒指導上の課題の深刻化や教職員の多忙化・不
足といった学校をめぐる課題、つながりの希薄化といった地域社会をめぐる課題、インターネット利用の拡大といった情報通信環境をめぐる

課題、ニートなどの就業をめぐる課題が指摘されている。 

令和元年 11 月に閣議決定された子供の貧困対策の推進に関する大綱については、こども基本法施行前に内閣府の有識者会議で取りま
とめられた報告書において、現場には今なお支援を必要とするこどもや家族が多く存在し、その状況は依然として厳しいこと、特に、教育と
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福祉の連携促進やこども施策と若者施策の融合等、貧困の状態にあるこどもや家庭に支援を届ける上での民間団体を含む幅広い主体間の
連携体制について改善を求める声が多く更なる施策の充実が必要であるとされている。また、教育分野を中心に多くの指標が改善傾向にあ

るが更なる改善が求められるとされている。 

  
３ こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」 

～全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会～ 

 
「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格

形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくそ

の権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる社会である。 
 

具体的には、全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられ、生活に必要な知恵を身に付けながら 

・ 心身ともに健やかに成長できる 
・ 個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、ありのままの自分を受け容れて大切に感じる（自己肯定感を持つ）ことができ、自分

らしく、一人一人が思う幸福な生活ができる 

・ 様々な遊びや学び、体験等を通じ、生き抜く力を得ることができる 
・ 夢や希望を叶えるために、希望と意欲に応じて、のびのびとチャレンジでき、将来を切り開くことができる 

・ 固定観念や価値観を押し付けられず、自由で多様な選択ができ、自分の可能性を広げることができる 

・ 自らの意見を持つための様々な支援を受けることができ、その意見を表明し、社会に参画できる 
・ 不安や悩みを抱えたり、困ったりしても、周囲のおとなや社会にサポートされ、問題を解消したり、乗り越えたりすることができる 

・ 虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力、災害・事故などから守られ、困難な状況に陥った場合には

助けられ、差別されたり、孤立したり、貧困に陥ったりすることなく、安全に安心して暮らすことができる 
・ 働くこと、また、誰かと家族になること、親になることに、夢や希望を持つことができる社会である。 

 

そして、20 代、30 代を中心とする若い世代が、 
・ 自分らしく社会生活を送ることができ、経済的基盤が確保され、将来に見通しを持つことができる 

・ 希望するキャリアを諦めることなく、仕事と生活を調和させながら、希望と意欲 

  
に応じて社会で活躍することができる 

・ それぞれの希望に応じ、家族を持ち、こどもを産み育てることや、不安なく、こどもとの生活を始めることができる 

・ 社会全体から支えられ、自己肯定感を持ちながら幸せな状態で、こどもと向き合うことができ、子育てに伴う喜びを実感することが
できる。そうした環境の下で、こどもが幸せな状態で育つことができる 

社会である。 

 
こうした「こどもまんなか社会」の実現は、こども・若者が、尊厳を重んぜられ、自分らしく自らの希望に応じてその意欲と能力を活かすこと

ができるようになることや、こどもを産みたい、育てたいと考える個人の希望が叶うことにつながり、こどもや若者、子育て当事者の幸福追求

において非常に重要である。また、その結果として、少子化・人口減少の流れを大きく変えるとともに、未来を担う人材を社会全体で育み、社
会経済の持続可能性を高めることにつながる。すなわち、こどもや若者、子育て当事者はもちろん、全ての人にとって、社会的価値が創造さ

れ、その幸福が高まることにつながる。 

 
こども大綱の使命は、常にこどもや若者の最善の利益を第一に考え、こども・若者・子育て支援に関する取組・政策を我が国社会の真ん中

に据え、こどもや若者を権利の主体として認識し、こどもや若者の視点で、こどもや若者を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもや若者

の権利を保障し、誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しすることにより、「こどもまんなか社会」を実現していくことである。こ
ども大綱は一度取りまとめられたら終わりというものではない。「こどもまんなか社会」の実現に向け、こどもや若者、子育て当事者等の意見

を取り入れながら、次元の異なる少子化対策の実現に向けたこども未来戦略の推進とあわせて、こども大綱の下で進める施策の点検と見直

しを図っていく。 
 

 

第２ こども施策に関する基本的な方針 
 

全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現に向けて、日本国憲法、こども

基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の６本の柱を政府におけるこども施策の基本的な方針とする。 
① こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利

益を図る 

② こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく 
③ こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する 

④ 良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする 

⑤ 若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関
する希望の形成と実現を阻む隘路（あいろ）の打破に取り組む 

⑥ 施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する 

 
（１）こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る 

 

こども・若者は、未来を担う存在であるとともに、今を生きている存在であり、保護者や社会の支えを受けながら、自立した個人として自己
を確立していく、意見表明・参画と自己選択・自己決定・自己実現の主体である。つまり、こども・若者は、心身の発達の過程にあっても、乳幼

児期から生まれながらに権利の主体である。 

こども・若者を、多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者の今とこれからにとっての最善の利益を図る。 
こども・若者が、自らの権利、心や身体、社会に関する必要な情報や正しい知識を学ぶことができ、それらに基づいて将来を自らが選択で

き、生活の場や政策決定の過程において安心して意見を言え、述べた意見が反映され、それにより周囲や社会が変わっていく体験を積み上

げながら、希望と意欲に応じて将来を切り開いていけるよう、取り組んでいく。声を上げにくい状況にあるこども・若者に特に留意しつつ、「こ
どもとともに」という姿勢で、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実現を社会全体で後押しする。 

こども・若者が、多様な価値観に出会い、相互に人格と個性を尊重し合いながら、その多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、固定的な性



   

174 

別役割分担意識や特定の価値観、プレッシャーを押し付けられることなく、主体的に、自分らしく、幸福に暮らすことができるよう支えていく。
性別にかかわらずそれぞれのこども・若者の可能性を広げていくことが重要であり、乳幼児期から心身の発達の過程においてジェンダーの

視点を取り入れる。 

思想・信条、人種、民族、国籍、障害の有無、性的指向及びジェンダーアイデンティティ、生い立ち、成育環境、家庭環境等によって差別的取
扱いを受けることがないようにする。 

貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪や性暴力などの権利の侵害からこどもを守り、救済する。 

  
こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容を、こども・若者や、子育て当事者、教育・保育に携わる者を始めとするおとなに対して、広

く周知し、社会全体で共有を図る。 

こどもや若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を主流化し、権利を基盤とした施策を推進する。 
 

（２）こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく 

 
こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に参画することが、社会への影響力を発揮することに

つながり、おとなは、こども・若者の最善の利益を実現する観点からこども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて尊重する。 

こども・若者が意見表明をし、社会に参画する上でも意見形成は欠かせないものであることから、意見形成への支援を進め、意見を表明
しやすい環境づくりを行う。 

貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤング

ケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者（いわゆるケアリーバー）、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあっ
て声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲や関心が必ずしも高くないこども・若者も自

らの意見を持ち、それを表明することができるという認識の下、言語化された意見だけでなく様々な形で発する思いや願いについて汲み取

るための十分な配慮を行う。 
こどもや若者、子育て当事者が、安全に安心して意見を述べることができる場や機会をつくり、その意見をこども施策に反映させ、どのよ

うに反映されたのか、反映されない場合には理由などをフィードバックし、社会全体に広く発信する。これにより、こども施策の質を向上させ

るとともに、更なる意見の表明・参画につながる好循環をつくる。こども・若者と対等な目線で、対話しながら、こども・若者とともに社会課題
を解決していくことは、こども・若者の自己実現を後押しするとともに、主体的に社会の形成に参画する態度を育み、ひいては民主主義の担

い手の育成に資する。 

 
（３）こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する 

 

こどもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期における様々な学びや体験を通じて成長し、若者として社会生活を送るようになる。おと
なとして自分らしく社会生活を送ることができるようになるまでのこどもの成長の過程は、その置かれた環境にも大きく依存し、こどもによっ

て様々であり、かつ、乳幼児期からの連続性を持つものである。円滑な社会生活を送ることができるようになる時期も個人差がある。 

それぞれのこども・若者の状況に応じて必要な支援が、義務教育の開始・終了年齢や、成年年齢である 18 歳、20 歳といった特定の年
齢で途切れることなく行われ、乳幼児期から学童期・思春期・青年期を経て成人期への移行期にある若者が自分らしく社会生活を送ることが

できるようになるまでを、社会全体で切れ目なく支える。こどもが若者となり自分らしく社会生活を送ることができるようになるまでの一連の

過程において、様々な分野の関係機関・団体が有機的に連携し、教育・保育、保健、医療、療育、福祉を切れ目なく提供する。 
また、保護者・養育者の「子育て」とは、乳幼児期だけのものではなく、こどもの誕生前から男女ともに始まっており、乳幼児期の後も、学童

期、思春期、青年期を経て、おとなになるまで続くものとの認識の下、ライフステージを通じて、社会全体で子育て当事者を支えていく。子育

て当事者が、こどもを産み、育てることを経済的理由で諦めることなく、身近な場所でサポートを受けながらこどもを育てることができ、どの
ような状況でもこどもが健やかに育つという安心感を持つことができ、こどもを育てながら人生の幅を狭めずに夢を追いかけられるよう、多

子やひとり親世帯に配慮しつつ、取組を進めていく。子育て当事者が、経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりすること

なく、また、過度な使命感や負担を抱くことなく、健康で、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるように取り組む。子育て当事者を
社会全体で切れ目なく支えていくことは、こどもと子育て当事者の幸せにとって欠かせない。同時に若い世代にとって、子育てへの安心感や

見通しを持つことにつながる。 

こども・若者や子育て当事者をめぐる課題が深刻化・複合化しており、単一分野の専門性のみでは解決できないとの認識の下、家庭、学
校・園、児童福祉施設、企業、地域などの社会のあらゆる分野の全ての人々が学校・園等の場をプラットフォームとして相互に協力しつつ、関

係機関や団体が密接にネットワークを形成し協働しながら、一体となって、こども・若者や子育て当事者を支える。 

 
（４）良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする 

 

貧困と格差はこどもやその家族の幸せな状態を損ね、人生における選択可能性を制約し、ひいては社会の安定と持続性の低下にもつな
がる。このため、貧困と格差の解消を図ることは、良好な成育環境を確保し、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにするため

の前提であり、全てのこども施策の基盤となる。 

乳幼児期からの安定した愛着（アタッチメント）の形成を保障するとともに、愛着を土台として、こども・若者の良好な成育環境を保障し、貧
困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が、相互に人格と個性を尊重されながら、安全で安心して過ごすことができる多くの居場所を持

ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊びの機会を得ることを通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重ん

ぜられ、自分らしく社会生活を営むことができるように取り組む。 
こども・若者が全国どこにいても必要な支援が受けられる環境を整備するとともに、全てのこども・若者や家庭を対象とした乳幼児期から

の切れ目ない予防的な関わりを強化する。困難な状況にあるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ

細かい支援や合理的配慮を行う。ひとり親家庭など貧困の状況にある家庭が抱える様々な課題や個別のニーズに対応した支援を進めるこ
とにより、貧困の解消・貧困の連鎖の防止に取り組む。インクルージョンの観点から、一般施策において、困難な状況にあるこども・若者を受

け止められる施策を講じる。こども・若者や家庭が抱える困難や課題は、様々な要因が複合的に重なり合って、いじめ、不登校、ひきこもり、

孤独・孤立、非行といった様々な形態で表出するものであり、表出している課題に係るこども・若者への支援に加え、保護者への支援を始め
とする成育環境や社会的養護への対応も含め、重層的にアプローチする。保護者がいない又は保護者による虐待などの理由により、こども

を家庭において養育することが困難又は適当ではない場合においては、永続的解決（パーマネンシー保障）を目指して、養育環境の改善や

家庭復帰を最大限に支援し、親族等による養育への移行支援、特別養子縁組の判断・支援に取り組みながら、「家庭における養育環境と同様
の養育環境」である里親等、「できる限り良好な家庭的環境」の児童養護施設等において安定的、継続的な養育を提供する。 

こども・若者や家庭に支援を届けるに当たっては、支援が必要でも自覚できないなどＳＯＳを発すること自体が困難、相談支援の情報を知

らない、知っていたとしても申請が複雑で難しいといった課題があるほか、ＳＯＳを発しても周囲が受け取れていないことがある。こども・若
者や家庭が、必要な情報を得られ、必要な支援を受けられるよう、地域における関係機関やＮＰＯ等の民間団体等が連携し、当事者に寄り添

いつつ、プッシュ型・アウトリーチ型の支援を届ける。 
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幼児教育や保育に携わる者、教職員、青少年教育施設の職員、児童相談所や児童福祉施設等の職員及び里親、障害児支援に携わる者、
民生委員・児童委員、保護司、地域でこども・若者や子育てへの支援を担っているＮＰＯ等の民間団体の職員やボランティアなど、こども・若

者の育ちや困難に対する支援、子育ての支援に携わる関係者が、こどもの権利を理解し、こどもの声を傾聴するゆとりを持てるよう、また、

自身が喜びや幸せ、充実を感じられるよう、職場環境や活動環境等の改善に取り組むとともに、多様な人材の確保・養成、専門性や質の向上、
メンタルケアなどを充実させる。 

 

（５）若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の
形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む 

 

若い世代が「人生のラッシュアワー」と言われる様々なライフイベントが重なる時期において、社会の中で自らを活かす場を持つことができ、
現在の所得や将来の見通しを持てるようにする。 

若い世代の雇用と所得環境の安定を図り、経済的基盤を確保する。若い世代が将来を見通して安心して仕事におけるキャリアとライフイ

ベントの双方にチャレンジでき、さらには趣味等を含むプライベートとの両立もできる環境を整備する。若い世代の将来にわたる生活の基盤
を確保し、若い世代が将来に希望を持って生きられる社会をつくることは、少子化の克服や貧困の解消・貧困の連鎖の防止のための鍵であ

る。 

もとより、結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものである。また、家族の在り方や家族を取り巻く環境が多様化して
いる。個人の決定に対し、特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることは決してあってはならない。多様な価値観・考え方

を尊重することを大前提とし、どのような選択をしても不利にならないようにすることが重要である。その上で、若い世代の意見に真摯に耳

を傾け、その視点に立って、若い世代が、自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てたいと望んだ場合に、それぞれの希望に応
じて社会全体で若い世代を支えていくことが少子化対策の基本である。 

こどもや若者が、発達の程度に応じて、性と生殖に関する健康と権利、性情報への対処や互いを尊重し合う人間関係などを知る機会や場

を充実していく。 
妊娠後やこどもが生まれた後の支援に加えて、これから結婚や妊娠を希望する方への希望に応じた支援を進める。 

共働き世帯が増加し、また、結婚・出産後も仕事を続けたい人が多くなっている中、その両立を支援していくことが重要であるため、共働

き・共育てを推進し、家庭内において育児負担が女性に集中している実態を変え、男性の家事や子育てへの参画を促進する。固定的性別役
割分担意識等を前提とした働き方や暮らし方を見直し、子育て当事者の女性と男性がともに、こどもと過ごす時間をつくることができ、仕事

などで自己実現を図りつつ相互に協力しながら子育てをすることができ、自らのキャリアを犠牲にすることなく、むしろ子育て経験を仕事等

に活かすなど自己実現を図りつつ、それを職場が応援し、地域社会全体で支援するよう取り組む。また、子育て当事者が、共働き・共育てを
実現するために必要な情報や支援が得られるようにする。 

企業や地域社会、子育てを終えられた方々や子育てされていない方々も含めて、皆が参加して、こども・若者や子育てをめぐる問題は日

本の未来に関わるという意識を持ち、こどもや家族が大事にされるよう、社会全体の構造や意識を変えていく。 
 

（６）施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する 

 
こども家庭庁は、こども大綱等を基に、こども政策推進会議やこども家庭審議会の知見を活用し、制度や組織による縦割りの壁を克服し関

係省庁間で横の連携を密に行いつつ、政府全体のこども施策を強力に推進し、必要に応じて関係省庁に対し勧告権を行使することも含め、 

リーダーシップを発揮する。 
こども施策の具体的な実施を中心的に担っているのは地方公共団体であり、国は、地方公共団体と密接に連携しながら、地域の実情を踏

まえつつ、国と地方公共団体の視点を共有しながら、こども施策を推進する。多くの地方公共団体において、地域の実情に応じた自治体こど

も計画が策定・推進されるよう、国において支援・促進する。 
若者が主体となって活動する団体、地域でこども・若者や子育てへの支援に取り組む団体や企業、地域で活動する民生・児童委員、青少年

相談員や青少年指導員、保護司など、こどもや若者に関わる様々な関係者の協力なくして、こども・若者を支えていくことはできないため、こ

れらの共助を支える。 
国際機関や国際社会における様々な取組と連携する。こどもの権利条約を誠実に遵守するとともに、同条約に基づいて設置された児童の

権利委員会による見解やＯＥＣＤ、Ｇ７やＧ20 における国際的な議論などを踏まえて国内施策を進めるとともに、我が国の取組を国際社会

に積極的に発信するなど国際的な取組に貢献する。 
 

 

第３ こども施策に関する重要事項 
 

「こどもまんなか社会」を実現するためのこども施策に関する重要事項について、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、ここ

では、こども・若者のライフステージ別に提示することとする。まず、特定のライフステージのみでなくライフステージを通して縦断的に実施す
べき重要事項を示し、その次に、ライフステージ別に見た重要事項を示す。続いて、子育て当事者への支援に関する重要事項を示す。 

施策を進めるに当たっては、それぞれのライフステージに特有の課題があり、それらが、こどもや若者、子育て当事者にとって、どのような

意味を持ち、どのような点に留意すべきかを踏まえるとともに、特定のライフステージのみでなくライフステージ全体を通して対処すべき課
題があるとの認識の下で取り組んでいくことが重要である。 

また、おとなとして自分らしく社会生活を送ることができるようになるまでのこどもの成長の過程は、その置かれた環境にも大きく依存し、

こどもによって様々であり、かつ、乳幼児期からの連続性を持つものであること、自分らしく社会生活を送ることができるようになる時期も
個人差があることに留意する必要がある。 

  

さらに、こども・若者や子育て当事者の課題や支援ニーズは、明確な定義を定めて線引きできるようなものは少なくグラデーションである
ことが多い。そうしたニーズや課題は、こども・若者の生きづらさや子育てのしにくさとして、どのようなこども・若者や子育て当事者でも多か

れ少なかれ感じているものであり、個別の課題や支援ニーズへの対応は、全てのこども・若者や子育て当事者の幸せに資するものであるこ

とに留意しつつ取り組むことが重要である。 
これらを踏まえ、こども基本法が掲げる基本理念及び上記「第２ 基本的な方針」の下で、次の重要事項に取り組む。なお、これらの重要事

項に係る具体的な取組については、こども政策推進会議が「こどもまんなか実行計画」として取りまとめる。 

 
１ ライフステージを通した重要事項 

 

特定のライフステージのみでなくライフステージを通して縦断的に実施すべきものとして、また、全てのライフステージに共通する事項とし
て、以下の施策に取り組む。 
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（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 
 

全てのこども・若者に対して、こども基本法の趣旨や内容について理解を深めるための情報提供や啓発を行うとともに、こどもの権利条約

の認知度を把握しつつその趣旨や内容についての普及啓発に民間団体等と連携して取り組むことにより、自らが権利の主体であることを広
く周知する。こどもの教育、養育の場においてこどもが自らの権利について学び、自らを守る方法や、困難を抱える時に助けを求め、回復す

る方法を学べるよう、こどもの権利に関する理解促進や人権教育を推進する。 

いじめ、体罰・不適切な指導、児童虐待、性暴力等、こどもの権利侵害を許さないという意識を社会に浸透させるとともに、困難を抱えなが
らもＳＯＳを発信できていないこども・若者にアウトリーチするため、こども・若者やこども・若者に関わり得る全てのおとなを対象に、人権に対

する理解を深め人権尊重の意識を高める人権啓発活動を推進する。 

保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わる者などこどもや若者の健やかな育ちや子育て当事者の支援に携わるおとなへの
情報提供や研修等を推進し、また、広く社会に対しても、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を行うことに

より、こども・若者が権利の主体であることを広く社会全体に周知する。 

こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周
知を行い、取組を後押しする。 

  

（２）多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 
 

（遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着） 

遊びや体験活動は、こども・若者の健やかな成長の原点である。例えば、こどもが遊びに 没頭し、身体の諸感覚を使い、自らの遊びを充
実、発展させていくことは、言語や数量等の感覚などの認知的スキルや、創造力や好奇心、自尊心、想像力や思いやり、やり抜く力、折 り合

いをつける力などの社会情動的スキルの双方を育むことに加え、多様な動きを身に付け、健康を維持することにつながり、ひいては、生涯に

わたる幸せにつながる。こういった遊びや体験活動の重要性、学びへのつながりや、その機会を保障することの重要性を改めて認識した上
で、国や地方公共団体、地域、学校・園、家庭、若者、民間団体、民間企業等が連携・協働して、こども・若者の全てのライフステージにおいて、

年齢や発達の程度に応じて、自然体験、職業体験、文化芸術体験など多様な体験・外遊びを含む様々な遊びができるよう、青少年教育施設

の充実を含め、地域資源も生かした遊びや体験の機会や場を意図的・計画的に創出する。地域や成育環境によって体験活動の機会に格差
が生じないよう配慮する。 

こどもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で

不可欠なものであり、家庭、地域、学校・園等における取組を推進する。 
こどもが基本的な生活習慣を身に付けることができるよう、家庭、学校・園、地域、企業、民間団体等の協力を得ながら、全国的な普及啓発

を推進する。 

 
（こどもまんなかまちづくり） 

こどもや子育て当事者の目線に立ち、こどものための近隣地域の生活空間を形成する「こどもまんなかまちづくり」を加速化し、地域住民

の理解を得た上で、こどもの遊び場とそのアクセスの確保や親同士・地域住民との交流機会を生み出す空間の創出などの取組を推進する。 
子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援を強化する。 

 

（こども・若者が活躍できる機会づくり） 
こども・若者が、一人一人異なる長所を伸ばし、特技を磨き、才能を開花させ、世界や日本、地域社会の未来を切り開いていけるよう、異文

化や多様な価値観、我が国の伝統・文化への理解、チャレンジ精神、外国語によるコミュニケーション能力を育成する教育や教養教育、留学

生の派遣・受入れ、国内外の青少年の招聘（へい）・派遣等を通じた国際交流を推進する。 
持続可能な社会の創り手として活躍できるよう、持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）を推進する。 

理数系教育やアントレプレナーシップ教育（起業家教育）、ＳＴＥＡＭ教育等を推進し、イノベーションの担い手となるこども・若者や若手起

業家等を育成する。 
特定分野に特異な才能のあるこども・若者について、その抱える困難に寄り添いつつ、特異な才能を一層伸ばすことができるよう、大学、

研究機関、地域の民間団体等の連携・協働の下、応援する。 

在留外国人のこども・若者や海外から帰国したこどもについて、就学支援や適応支援、日本語指導等、個々の状況に応じた支援を推進す
る。 

 

（こども・若者の可能性を広げていくためのジェンダーギャップの解消） 
こども・若者が、性別にかかわらず、様々な可能性を広げていくことができるよう、学校教育と社会教育において男女平等の理念を推進す

る教育・学習の一層の充実を図る。性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、心身の発達に応じた教育

及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の着実な普及、相談体制の整備等の必要な施策を講ずるように努める。 
こどもに身近な存在である教職員等が固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）を持つことがないよう、

男女共同参画を推進するための研修や周知啓発等の取組を推進する。 

女子中高生の理工系分野への興味・関心を高め適切に進路を選択することが可能となるような取組を支援するとともに、大学が企業等と
連携して行う理工農系分野に進学する女子学生への修学支援の取組を促進する。 

様々な世代における固定的な性別役割分担意識の解消に資する取組に関する啓発や情報発信を進める。 

 
（３）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 

 

（プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等） 
不妊、予期せぬ妊娠や基礎疾患を持つ方の妊娠、性感染症等への適切な相談支援や、妊娠・出産、産後の健康管理に係る支援を行うため、

男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、栄養管理を含めた健康管理を行うよう促すプレコンセプションケアの取組を推進する

とともに、家庭生活に困難を抱える特定妊婦等を含む当事者が必要としている支援に確実につながることができるよう、切れ目のない支援
体制を構築する。 

妊娠・出産、不妊、産後ケア等のライフイベントや女性特有の健康課題について、フェムテックの利活用に係る支援を行う。 

国立成育医療研究センターに、「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や疾患に特化した研究やプレコンセ
プションケアを含む成育医療等に関する研究、相談支援、人材育成等を進める。 

成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（成育医療等基本方針）に基づく国民運動である「健やか親子２１」

の取組により、こどもの成長や発達に関して、子育て当事者である親や身近な養育者が正しい知識を持つことに加えて、学校や企業等も含
めた社会全体で親やこどもの多様性を尊重し、見守り、子育てに協力していくことができるよう、国民全体の理解を深めるための普及啓発を

促進する。その際、こどもの誕生前から幼児期までの重要性に鑑み、幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョンに基づく取組と適切
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に連携する。 
乳幼児期・学童期の健診・予防接種等の健康等情報の電子化及び標準化を推進する。また、母子保健情報のデジタル化と利活用を進める。 

 

（慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援） 
慢性疾病や難病を抱えるこども・若者について、児童福祉法及び難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき医療費の助成を行うと

ともに、成人後も切れ目のない医療費助成が受けられるよう、指定難病の要件を満たす小児慢性特定疾病は速やかに指定難病に追加して

いく。また、その自立を支援するための相談支援や就労支援等を推進する。 
こどもホスピスの全国普及に向けた取組を進める。 

 

（４）こどもの貧困対策 
 

今この瞬間にも、貧困によって、日々の食事に困るこどもや、学習の機会や部活動・地域クラブ活動に参加する機会を十分に得られないこ

ども、進学を諦めざるを得ないなど権利が侵害された状況で生きているこどもがいる。こどもの貧困を解消し、貧困によるこうした困難を、こ
どもたちが強いられることがないような社会をつくる。こどもの貧困は、経済的な面だけではなく、心身の健康や衣食住、進学機会や学習意

欲、前向きに生きる気持ちを含め、こどもの権利利益を侵害するとともに、社会的孤立にもつながる深刻な課題であり、その解消に全力をあ

げて取り組む。貧困及び貧困の連鎖によってこどもたちの将来が閉ざされることは決してあってはならない。こどもの貧困の背景には様々な
社会的な要因があることを国民全体で広く共有し、こどもの現在と将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう貧困を解消し、

貧困の連鎖を断ち切る必要がある。地域や社会全体で課題を解決するという認識の下、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護

者の就労の支援、経済的支援を進める。どのような状況にあるこどもであっても、こうした支援を届けることにより、貧困を解消し、貧困の連
鎖を断ち切ることは、まずもって一人一人の豊かな人生を実現することにつながることに加え、我が国の将来を支える人材が育つことにより、

今後の我が国の成長・発展にもつながるものとも言える。 

  
保護者の所得など家庭の状況がこどもの学力や体験の機会に影響を与えるなど、教育における格差の問題が指摘されている。全てのこど

も・若者が、家庭の経済状況にかかわらず、質の高い教育を受け、能力や可能性を最大限に伸ばして、それぞれの夢に挑戦できるようにす

る。学校を地域に開かれた、そして、地域につながっていくプラットフォームと位置付け、地域における関係機関・団体やスクールソーシャルワ
ーカーが、要保護児童対策地域協議会、子ども・若者支援地域協議会等の枠組みを活用して連携し、苦しい状況にあるこどもや若者を早期

に把握し、支援につなげる体制を強化する。また、家庭の経済状況が理由で学校生活が制約されたり進路が狭まったりすることなく、全ての

こどもが、夢や希望を持ち、挑戦できるよう、将来の貧困の予防や、教育の機会均等を保障する観点から、幼児教育・保育の無償化、義務教
育段階の就学援助、高校生等への修学支援、大学生等への修学支援により、幼児期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担の軽減

を図るとともに、高校中退を防止するための支援や高校中退後の継続的なサポートを強化する。さらに、こどもが安心して多様な体験や遊び

ができる機会や、学習する機会を確保し、必要な場合に支援につなげるための取組を支援する。成人期への移行期に親からのネグレクト等
により必要な援助が受けられず困難な状況にある学生等の若者にも目配りする。 

貧困の状況にあるこども・若者や子育て当事者が社会的孤立に陥ることのないよう、親の妊娠・出産期からの相談支援の充実や居場所づ

くりなど、生活の安定に資するための支援を進める。生活保護法や生活困窮者自立支援法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、児童扶養手当
法等の関連法制を一体的に捉えて施策を推進する。 

保護者の就労支援において、子育て当事者の安定的な経済基盤を確保する観点から、単に 職を得るにとどまらず、所得の増大、職業生

活の安定と向上のための支援を進める。仕事と両立して安心してこどもを育てられる環境づくりを進める。ひとり親家庭はもちろんのこと、
ふたり親家庭についても生活が困難な状態にある家庭については、保護者の状況に合ったきめ細かな就労支援を進めていく。 

子育て当事者の日々の生活を安定させる観点から、様々な支援を組み合わせて経済的支援の効果を高めるとともに、必要な世帯へ支援

の利用を促していく。 
こどもの貧困は家庭の自己責任ではなく社会全体で受け止めて取り組むべき課題であるとの認識の下、国、地方公共団体、民間の企業・

団体等の連携・協働により、こどもの貧困に対する社会の理解を促進する。 

 
（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援 

 

こども基本法に加え、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、障害のあるこども・若者、発達に特性のあるこども・若者の地域社会へ
の参加・包容（インクルージョン）を推進し、それぞれのこども・若者の置かれた環境やライフステージに応じて、一般の子育て支援との連続の

中で、その発達や将来の自立、社会参加を支援する。 

特別児童扶養手当等の経済的支援を行うとともに、こどもと家族に寄り添いながら個々の特性や状況に応じた質の高い支援の提供を進
める。 

障害の有無にかかわらず、安心して共に暮らすことができる地域づくりを進めるため、地域における障害児支援の中核的役割を担う児童

発達支援センターの機能強化や保育所等への巡回支援の充実を図るなど、地域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるイン
クルージョンを推進する。 

医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応のための地域における連携体制を強化する。 

こどもや若者本人のみならず、保護者やきょうだいの支援を進める。障害や発達の特性を早期に発見・把握し、適切な支援・サービスにつ
なげていくとともに、乳幼児期・学童期・思春期の支援から一般就労や障害者施策への円滑な接続・移行に向けた準備を、保健、医療、福祉、

保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていく。 

特別支援教育については、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限りともに安全・安心に過ごすための条件・環境整備と、一人一
人の教育的ニーズに応じた学びの場の整備・充実を両輪として、インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組を一層進める。障害のあ

るこども・若者の生涯にわたる学習機会の充実を図る。 

 
（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 

 

（児童虐待防止対策等の更なる強化） 
児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後においても様々な生きづらさにつながり得るものであり、どのような背景や思想信

条があっても許されるものではない。一方で、虐待に至った親にも自らの被虐待経験や、貧困、疾病、障害等の様々な困難が背景にある場

合が多いという現実もあり、子から親になった養育者自身が置かれている困難に対する支援を社会全体で提供することにより、どのような
困難があってもこどもへの虐待につながらないようにしていく必要がある。虐待相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこ

れまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育てに困難を抱える世帯に対する包括的な支援体制の強化を行う。 

虐待は決して許されるものではないが、あらゆる子育て当事者が無縁ではないという認識 の下、不適切な養育につながる可能性のある
家族の支援ニーズをキャッチし、こどもや家庭の声を、当事者の文脈を尊重して受け止め、子育ての困難や不安を分かち合うことで、子育て

に困難を感じる家庭、こどものＳＯＳをできる限り早期に把握し、具体的な支援を行う必要がある。このため、こども家庭センターの設置や訪
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問家事支援等の家庭支援、こどもや親子の居場所支援の推進等を行うとともに、市町村の支援の中心となるこども家庭センターが、地域の
保育所、学校などや支援の担い手である民間団体を含め、要保護児童対策地域協議会などの地域のネットワークと一体となって継続的に支

え、虐待予防の取組を強化する。 

また、虐待による死亡事例（心中以外）の約半数を０歳児が占め、さらにその多くを月齢 ０カ月児が占めている現実を踏まえ、孤立した環
境の中で予期せぬ妊娠に悩む若年女性等に対する相談・日常生活の支援や関係機関との調整等の支援の強化に取り組むとともに、こうした

支援の存在が、予期せぬ妊娠に悩む若年女性などの支援を必要としている本人に届くよう、相談窓口の周知などに取り組む。 

さらに、こどもにとって不安が大きく、ケアの困難度も高いという一時保護の性質を十分に踏まえ、こどもの状況等に応じた個別ケアが可
能となるよう一時保護所の環境改善を進めるとともに、委託一時保護も含めてこどもの権利擁護を推進する。また、虐待等により家庭から孤

立した状態のこども・若者がそのニーズに合わせて必要な支援を受けられるよう取り組む。 

児童相談所が一時保護や措置を行う場合等においては、こどもの最善の利益を保障しつつこどもの意見又は意向を十分に勘案した判断
を行うために、児童福祉法に基づく児童相談所等による意見聴取を適切に実施するとともに、こどもの意見表明やこどもの権利擁護を実現

できる環境整備を積極的に推進する。また、一時保護開始時の司法審査の円滑な導入を図る。 

また、措置解除等に際して、親子の生活の再開や傷ついた親子関係の修復などのために、親子関係の再構築支援を推進する。 
性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携を推進し、二次被害を防止する観点から、こどもの精神的・身体的

な負担軽減等に取り組む。また、こどもからの聴取を適切に行えるよう、聴取を行う側の知見や技術の向上を図るとともに、こどもが安心し

て話すことができる環境整備を進める。 
こども家庭福祉分野は、こうした虐待を受けたこどものトラウマ等を含めたケアや要支援・要保護家庭への相談支援を含むものであり、こ

れに携わる者にはこどもと家庭の双方に対する高い専門性が求められる。このため、新たな認定資格である「こども家庭ソーシャルワーカー」

等の専門資格の取得促進に取り組むとともに、市町村及び児童相談所の体制強化を図るための人材の採用・育成・定着支援、専門人材の活
用促進等を進める。また、支援現場の業務効率化のためのＩＣＴ化を推進する。 

 

（社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援） 
社会的養護を必要とする全てのこどもが適切に保護され、養育者との愛着関係を形成し、心身ともに健やかに養育されるよう、家庭での

養育が困難又は適当でない場合は、パーマネンシー保障を目指して、養育環境の改善、親子関係再構築や家庭復帰の支援、親族等による

養育（親族等による里親養育・普通養子縁組含む）への移行支援、特別養子縁組の判断・支援に取り組みながら、家庭養育優先原則に基づき、
こどもが「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親支援センターなどの関係機関の支援等を通じた

社会的養護の受け皿としての里親やファミリーホームの確保・充実を進めるとともに、家庭や里親等での養育が適当でない場合は、「できる

限り良好な家庭的環境」において養育されるよう、児童養護施設等の小規模化・地域分散化等の環境改善や、その人材確保に努める。あわ
せて、児童養護施設等の多機能化・高機能化を図る。また、社会的養護の下にあるこどもの権利保障や支援の質の向上を図る。これらの際、

社会的養護を必要とするこどもの声に耳を傾け、その意見を尊重した改善に取り組むとともに、家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の

理念に基づく支援の在り方に留意して、児童相談所におけるケースマネージメントを推進する。 
施設や里親等の下で育った社会的養護経験者は、施設退所後等において、進学・就労や自立した生活を営む上で、家族からのサポートが

期待できないといった背景から、様々な困難に直面している場合が多いことを踏まえ、多職種・関係機関の連携による自立支援を進めるとと

もに、一人一人段階を経て自立をしていけるような地域社会とのつながりをもてるよう支援する。社会的養護の経験はないが同様に様々な
困難に直面している若者についても支援の対象として位置付けて支援に取り組む。 

 

（ヤングケアラーへの支援） 
本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども、いわゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常

化することで学業や友人関係等に支障が出てしまうなど、個人の権利に重大な侵害が生じているにもかかわらず、こども本人や家族に自覚

がない場合もあり、顕在化しづらいことから、福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連携して、早期発見・把握し、こどもの意向に寄
り添いながら、必要な支援につなげていく。家族の世話などに係る負担を軽減又は解消するため、家庭に対する適切なアセスメントにより世

帯全体を支援する視点を持った対策を推進する。 

 
（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

 

（こども・若者の自殺対策） 
小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、危機的な状況となっている。誰も自殺に追い込まれることのないよう、生きることの包括的な支援

として、こども・若者への自殺対策を強力に推進する。こども・若者の自殺対策については、自殺に関する情報の集約・分析等による自殺の要

因分析や、ＳＯＳの出し方や心の危機に陥った友人等からのＳＯＳの受け止め方に関する教育を含む自殺予防教育、全国展開を目指した１人
１台端末の活用による自殺リスクの早期発見、電話・ＳＮＳ等を活用した相談体制の整備、都道府県等における多職種の専門家で構成される

対応チームの設置促進等による自殺予防への的確な対応、遺されたこどもへの支援、こども・若者の自殺が増加する傾向にある長期休暇明

け前後の集中的な啓発活動など、体制強化を図りながら、自殺総合対策大綱及びこどもの自殺対策緊急強化プランに基づく総合的な取組を
進めていく。 

 

（こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備） 
社会の情報化が進展する中、こどもが情報活用能力を身に付け、情報を適切に取捨選択して利用するとともに、インターネットによる情報

発信を適切に行うことができるようにすることが重要な課題となっている。また、こどものインターネット利用の低年齢化が進む中、こどもの

健やかな成長を著しく阻害する有害情報も氾濫し、犯罪被害につながるといった重大な問題も起きている。これらのことを踏まえ、こどもが
主体的にインターネットを利用できる能力習得の支援や、情報リテラシーの習得支援、こどもや保護者等に対する啓発、フィルタリングの利

用促進、ペアレンタルコントロールによる対応の推進など、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備に取り組む。 

 
（こども・若者の性犯罪・性暴力対策） 

こども・若者に対する性犯罪・性暴力は、被害当事者の心身に長期にわたり有害な影響を及ぼす極めて悪質な行為である。年齢や性別に

かかわらず、また、どのような状況に置かれたこども・若者であっても、性被害に遭うことはあってはならないとの認識の下、こども・若者への
加害の防止、相談・被害申告をしやすくする取組、被害当事者への支援、継続的な啓発活動の実施等、総合的な取組を進めていく。 

生命を大切にし、こどもを性暴力・性犯罪の加害者、被害者、傍観者にさせないための学校・園における生命（いのち）の安全教育の全国展

開を図る。 
こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み（日本版ＤＢＳ）の導入に向けて取り組む。 

こども・若者の性被害は潜在化・深刻化しやすいことなどを踏まえ、相談窓口の一層の周知やこども・若者が相談しやすいＳＮＳ等の活用を

推進するとともに、地域における支援体制の充実のための取組を推進する。 
 

（犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備） 
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こどもが一生に残る傷を負う事件やこどもが生命を失う事故が後を絶たず、こどもの生命・尊厳・安全を脅かす深刻な状況があること等を
踏まえ、こどもの生命を守り、犯罪被害や事故、災害からの安全を確保することが全てのこどもが健やかに育つための大前提であるとの認

識の下、有害環境対策、防犯・交通安全対策、製品事故防止、防災対策等を進める。 

こども・若者が、犯罪、事故、災害等から自らと他者の安全を守ることができるよう、体験的な学びを含め、発達の程度に応じて、体系的な
安全教育を推進する。こどもの安全に関する保護者に対する周知啓発を進める。 

チャイルド・デス・レビュー（ＣＤＲ：Child Death Review）の体制整備に必要な検討を進める。 

 
（非行防止と自立支援） 

こども・若者の非行防止や、非行・犯罪に及んだこども・若者とその家族への相談支援、自立支援を推進する。 

学校や警察等の地域の関係機関・団体の連携を図る。 
少年院や刑事施設における矯正教育や改善指導、児童自立支援施設における生活指導や自立支援、社会復帰に資する就労支援の充実

を図る。 

保護観察の対象となったこども・若者に対する処遇の強化を図るとともに、保護司などとの連携の強化や体制の充実を図る。 
社会全体として非行や犯罪に及んだこどもや若者に対する理解を深め、育ちを見守る社会気運の向上を図る。 

 

（以下略） 
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８ 内包する計画の指針等の概要 

（１）子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画 

「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な
実施を確保するための基本的な指針」から必要箇所を抜粋 

 

第三  子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項 
一  子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項  

１  子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項 

２  子ども・子育て支援事業計画の作成のための体制の整備等 
３  教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握  

４  計画期間における数値目標の設定 

５  住民の意見の反映  
６  他の計画との関係 

 

二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項 
１ 教育・保育提供区域の設定に関する事項 

２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する

事項 
３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びそ

の実施時期に関する事項 

４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容に関する事項 
５ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容に関する事項 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項 

１ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の円滑な利用の確保に関する事項 
２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 

４ 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の
推進に関する事項 

 

（２）児童福祉法に基づく市町村整備計画（保育所等の整備に関する計画） 

市町村整備計画に定める事項 
一 保育提供区域ごとの当該保育提供区域における保育所等の整備に関する目標及び計画期間 

二 目標を達成するために必要な保育所等を整備する事業に関する事項 

三 その他(計画の名称、計画の区域など) 
 

 

（３）母子保健を含む成育医療等に関する計画策定指針 

成育医療等基本方針に基づく計画策定指針 
(1) 市町村が策定する計画について 

○ 市町村は、成育医療等の提供に関する施策の一つである母子保健事業の主たる実施者であることから、事業の実施等を通じて

課題を把握すること。 
○ 当該課題への対応を検討して事業に反映させ、きめ細かな支援につなげていくことが重要であることを念頭に置いて、計画を策

定すること。 

ア 体制の整備(医療、保健、教育、福祉等との連携体制の構築)、協議の場の設置 
・ 計画の策定に当たっては、関係行政機関、関係団体等との協議の場を設けるなど、関係者の十分な連携の下に進めることが望まし

いこと。 

・ 具体的には、都道府県が設置する、域内市町村や成育過程にある者に対する医療、保健、福祉等に係る関係団体との協議の場へ
の参画や、従来設置されている母子保健連絡協議会(市町村内の母子保健、医療、福祉、教育等の関係部局や関係機関・団体、有

識者、住民の代表等から構成される協議会)の活用などにより、策定に当たっての体制整備をすることが求められること。 

・ なお、保健所を設置していない市町村においては、当該地域を所管する保健所との連携を図ることも重要であること。 
イ 成育医療等の提供に関する施策に係る現状把握・分析、住民のニーズ等の把握 

・ 市町村は、母子保健を始めとした成育医療等の利用者の意向及び生活実態並びにサービスの量的及び質的なニーズを把握し、分

析した上で、計画を策定することが求められること。 
・ このため、住民に対するニーズ調査を行うことが望ましいこと。 

ウ 協議の場での検討(計画の目的、基本理念や骨子、課題や評価指標の数値目標、評価・見直し、結果の公表について等) 

・ 市町村は、住民のニーズや実態に応じたきめ細かな支援に結びつける必要があること。 
・ このため、計画の進捗状況や実施体制・連携体制等を客観的に検証・評価し、結果を公表するとともに、必要な見直しにつなげる

PDCA サイクルに基づく取組を適切に実施することが求められること。 

・ その具体的な方策、内容等については、関係者が参画する協議の場においてあらかじめ検討を行うことが必要であると考えられる
こと。 

エ 学識経験者や住民からの意見の聴取 

オ 計画の決定・公表 
計画を決定・変更した場合は、ホームページ等で住民に公表することが求められること。 
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